
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒 川 区 

障がい者のしおり 

 

令和６年度版



 

 

 

 

○「障がい者のしおり」は、障がい者福祉の制度について、概要や問合せ先などを紹介したもので

す。 

 

○必要なサービスは、目次や障がい程度別サービス・事業一覧表からあてはまる対象や内容を調

べ、担当している問合せ先にご連絡ください。 

 

○対象となる障がいを、以下のように略号で記しているところがあります。 

身体障がい者→身  知的障がい者→知  精神障がい者→精  障がい児→児 

指定難病患者→難 

 

○事業内容につきましては、令和６年４月１日現在で作成しました。その後、事業内容の変更などが

ある場合があります。あらかじめご了承ください。 

なお、詳しい事業内容については、担当窓口にお問合せください。 

 

○所得制限の記載があり、本文又は参考資料に示されていないものは、〈 問合せ 〉におたずねく

ださい。 

 

○障がい者と記載されている場合は障がい児も含みますが、乳幼児には利用が困難なサービスも

あります。個別にお問合せください。 

 

○区役所へのお問合せは 

代表電話 （３８０２）３１１１にお掛けの上、問合せする担当課・係または内線番号を交換手にお伝

えください。あるいは、直通電話へお掛けください。 

なお、電話での問合せが困難な方は、障害者福祉課までＦＡＸにてご連絡ください。 

 

 

障害者福祉課 ＦＡＸ番号（３８０２）０８１９ 

障がい者のしおりのご使用に当たって 
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１　障がい程度別サービス・事業一覧表
〇印はおおむね制度に該当、△印は一部該当

４ ６
障

害

者

総

合

支

援

法

特

別

障

害

者

手

当

障

害

児

福

祉

手

当

重

度

心

身

障

害

者

手

当

心

身

障

害

者

福

祉

手

当

特

別

児

童

扶

養

手

当

児

童

扶

養

手

当

児

童

育

成

手

当

（

障

害

手

当

）

児

童

育

成

手

当

（

育

成

手

当

）

障

害

基

礎

年

金

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

難

病

等

の

医

療

費

助

成

22 38 39 39 40 42 43 44 45 47 50 51

障害者
福祉課

国 保
年金課

１級 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

２ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △

３ ○ △ △ ○ ○ △ △

４ ○ △ △ △

５ ○ △ △ △

６ ○ △ △ △

２級 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △

３ ○ △ △ ○ ○ △ △

４ ○ △ △ △

５ ○ △ △ △

６ ○ △ △ △

３級 ○ △ △ ○ △ △

４ ○ △ △ △

１級 ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ △

２ ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △

３ ○ △ △ △ ○ ○ △ △ △

４ ○ △ △ △ △ △ △

５ ○ △ △ △ △

６ ○ △ △ △ △

１級 ○ △ △ ○ △ △ ○ ○ △ ○ △

２ ○ △ △ ○ △ ○ ○ △ ○ △

３ ○ △ △ ○ △ △ ○ △

４ ○ △ △ △

１度 ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △

２ ○ △ △ △ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △

３ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △

４ ○ △ △ △ ○ △ △ △

○ △ △ △ △ △ △ △ △ △

○ △ △ △ △ △

有 有 有 有 有 有 有 有 有 有

有

２
０
歳
以
上

２
０
歳
未
満

６
５
歳
未
満

２
０
歳
以
上
６
５
歳
未
満

、

そ
の
他
難
病

精
神
手
帳
は
1
級
の
み

２
０
歳
未
満

父
又
は
母
が
重
度
障

が
い
者

２
０
歳
未
満

父
又
は
母
が
障
が
い

者 ２
０
歳
前
の
障
が
い

の
場
合
は
所
得
制
限

有 ６
５
歳
未
満

５　手当

聴
覚
及
び
平
衡

機
能
障
が
い

精神障害者保健
福祉手帳

障害者福祉課

備　　考

音声言語障がい

肢

体

不

自

由

（
上
肢
・
下
肢
・

体
幹

）

内
部
障
が
い

愛
の
手
帳

難病患者等

所得制限

窓　　口

介護保険との関係

区 　　分

事　　業

障害者福祉課

本文ページ

子育て支援課

視
覚
障
が
い

７　　医療



更

生

医

療

(

自

立

支

援

医

療

)

育

成

医

療

(

自

立

支

援

医

療

)

在

宅

重

症

心

身

障

害

児

(

者

)

等

訪

問

事

業

ひ

と

り

親

家

庭

医

療

費

助

成

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

補

装

具

の

交

付

と

修

理

費

の

支

給

日

常

生

活

用

具

の

給

付

住

宅

設

備

改

善

費

の

給

付

緊

急

一

時

保

護

福

祉

タ

ク

シ
ー

利

用

券

難

病

患

者

通

院

費

助

成

自

動

車

燃

料

費

の

助

成

手

話

通

訳

者

派

遣

等

視

覚

障

が

い

者

対

面

音

訳

者

派

遣

事

業

理

美

容

サ

ー

ビ

ス
52 53 54 54 55 56 57 57 59 61 62 63 65 67 69

障害者
福祉課

保 健
予防課

健 康
推進課

子育て
支援課

国 保
年金課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ ○

○ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ △ ○ ○

○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △

○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △

○ ○ ○ ○ △ ○ △ △

○ ○ △ ○ △

○ ○ ○ △

○ ○ ○ △

○ ○ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○

○ ○ △ △

△ △ ○ ○ ○ ○ ○ 　 △

△ △ ○ ○ ○ ○ ○ 　 △

△ ○

△ ○

△ △

△ △ ○

有 有 有 有 有 有 　 有 有 有

有 有 有 有

１
８
歳
以
上

１
８
歳
未
満

手
帳
所
持
だ
け
で
は
支
給
要

件
に
該
当
し
な
い
場
合
が
あ

る
た
め
要
問
合
せ

父
又
は
母
が
障
が
い

者 ６
５
歳
以
上

種
目
に
よ
り
給
付
用

具
が
異
な
る

学

齢

以

上

６

５

歳

未

満 就
学
年
齢
以
上

肢
体
不
自
由
の
上
肢
は
１
級
の
み
／
入

院
・
施
設
入
所
者
は
対
象
外

入
院
・
施
設
入
所
者
は
対
象

外 肢
体
不
自
由
の
上
肢
は
１
級
の
み
／
入

院
・
施
設
入
所
者
は
対
象
外

６
５
歳
未
満

７　医療

障害者福祉課

８　　日常生活の援助



〇印はおおむね制度に該当、△印は一部該当

巡

回

入

浴

サ
ー

ビ

ス

紙

お

む

つ

購

入

費

等

の

助

成

配

食

見

守

り

サ
ー

ビ

ス

寝

具

洗

濯

乾

燥

消

毒

緊

急

通

報

シ

ス

テ

ム

避

難

行

動

要

支

援

者

登

録

事

業

補

助

犬

の

給

付

心

身

障

害

者

休

養

ホ

ー

ム

荒

川

ば

ん

座

位

体

操

粗

大

ご

み

処

理

手

数

料

の

免

除

粗

大

ご

み

の

運

び

出

し

家

庭

ご

み

の

戸

別

収

集

70 70 71 71 72 76 77 78 80 86 86 86
日 本
チャリティ
協 会

障害者
福祉課

１級 △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

２ △ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

３ △ ○ ○ △ ○

４ △ ○ ○ △ ○

５ △ ○ ○ △ ○

６ △ ○ ○ △ ○

２級 △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

３ △ △ ○ ○ △ ○

４ △ ○ ○ △ ○

５ △ ○ ○ △ ○

６ △ ○ ○ △ ○

３級 △ ○ ○ △ ○

４ △ ○ ○ △ ○

１級 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

２ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

３ △ △ ○ ○ △ ○

４ △ ○ ○ △ ○

５ △ ○ ○ △ ○

６ △ ○ ○ △ ○

１級 △ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

２ △ ○ ○ ○ △ ○ ○

３ △ ○ ○ △ ○

４ △ ○ ○ △ ○

１度 △ △ △ ○ ○ ○ △ ○

２ △ △ △ ○ ○ ○ △ ○

３ ○ ○ ○ △ ○

４ ○ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ △ △

○

有

有 有 有
６
５
歳
未
満

６
５
歳
未
満

６
５
歳
未
満

、
昼
食

の
み

６
５
歳
未
満

６
５
歳
未
満

入
院
・
施
設
入
所
者

は
対
象
外

手
帳
所
持
だ
け
で
は
支
給
要
件
に

該
当
し
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
要

問
合
せ

(

粗
大
ご
み
受
付
セ
ン

タ
ー

)

手
帳
所
持
だ
け
で
は
支
給
要

件
に
該
当
し
な
い
場
合
が
あ

る
た
め
要
問
合
せ

手
帳
所
持
だ
け
で
は
支
給
要

件
に
該
当
し
な
い
場
合
が
あ

る
た
め
要
問
合
せ

備　　考

音声言語障がい

８　　日常生活の援助

清掃リサイクル推進課

肢

体

不

自

由

（
上
肢
・
下
肢
・

体
幹

）

区 　　分

視
覚
障
が
い

聴
覚
及
び
平
衡

機
能
障
が
い

内
部
障
が
い

愛
の
手
帳

精神障害者保健
福祉手帳

難病患者等

本文ページ

窓　　口 障害者福祉課

介護保険との関係

所得制限

事　　業



都
営
住
宅
の
申
込
の
優
遇

(

世

帯

向

け

の

み

)

都

営

住

宅

の

家

賃

減

額

増

・

修

築

資

金

融

資

の

あ

っ

せ

ん

所

得

税

･

住

民

税

の

控

除

自

動

車

税

個

人

事

業

税

の

軽

減

相

続

税

の

軽

減

贈

与

税

の

軽

減

利

子

等

の

非

課

税

（
マ

ル

優

な

ど

）

都

立

公

園

等

の

入

場

料

の

免

除

郵

便

料

金

の

減

免

テ

レ

ビ

受

信

料

の

減

免

水

道

・

下

水

道

料

金

の

免

除

ふ

れ

あ

い

案

内

（
電

話

番

号

案

内

の

無

料

利

用

）
87 88 88 101 102 104 104 104 105 106 106 107 107 108

住まい街
づくり課

税務署
税務課

自動車税
事務所等

都 税
事務所

各金融
機 関

各公園
窓 口

郵便局
障害者
福祉課

水道局荒
川営業所

ＮＴＴ
営業所

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ △ △ ○ 　 ○ ○ ○ △ △ ○

○ △ ○ 　 ○ ○ ○ △ △ ○

○ △ ○ 　 ○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○

○ ○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ △ △ △ ○

○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ △ △ △ ○

○ △ △ ○ 　 ○ ○ △ △ △

○ △ ○ 　 ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ △ △ ○ 　 ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △

○ ○ ○ △ △ ○ 　 ○ ○ △ △

○ ○ ○ △ △ ○ 　 ○ ○ △ △

○ △ △ ○ 　 ○ ○ △ △

○ △ △ ○ 　 ○ ○ △ △

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △

○ ○ ○ △ △ ○ 　 ○ ○ △ △

○ ○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ △ △

○ ○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ △ △

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 　 ○ ○ △ △ ○

○ △ ○ 　 ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ △ △ ○

△

有 有 有 有 有

半
額
に
減
額

所
得
要
件
あ
り

介
護
付

全
額
・
半
額
基
準
あ

り 手
帳
所
持
だ
け
で
は
支
給
要

件
に
該
当
し
な
い
場
合
が
あ

る
た
め
要
問
合
せ

税務署

１３　　公共料金等の軽減１２　　税の軽減・預貯金９　　住宅

東京都住宅
供給公社



〇印はおおむね制度に該当、△印は一部該当

青

い

鳥

郵

便

葉

書

携

帯

電

話

料

金

の

割

引

Ｊ

Ｒ

等

旅

客

運

賃

の

割

引

都

営

交

通

の

無

料

パ

ス

民

営

バ

ス

の

割

引

タ

ク

シ
ー

料

金

の

割

引

国

内

航

空

旅

客

運

賃

の

割

引

フ

ェ
リ
ー

旅

客

運

賃

の

割

引

有

料

道

路

通

行

料

金

の

割

引

自

動

車

運

転

教

習

費

の

助

成

自

動

車

改

造

費

の

助

成

駐

車

禁

止

規

制

の

適

用

除

外
108 108 110 111 112 113 113 114 114 116 117 117

各
郵便局

各 携 帯
電話会社 各　駅

東京乗用
旅客自動
車 協 会

障害者
福祉課

警察署

１級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

３ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３級 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１級 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

１度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　

４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○

○ 　 ○ ○ ○ ○ △

有 有
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２ 相談の窓口 

 

１．区役所福祉部障害者福祉課 

 

障がい者の日常生活、施設入所、通所のほか、障がい者の将来設計に関する相談など障がい者

福祉にかかわるあらゆる相談を受けています。 

聴覚障がい者は、毎週火曜日の午後１～４時に、手話通訳者が窓口で待機しているほか、タブレ

ットを活用した遠隔手話サービスをご利用いただけます。 

 

相談支援係 

身体・知的障がい担当 内線 ２６８５・２６８６・２６８７・２６９０ 

こころの健康推進係 

難病・精神医療費申請担当 内線 ２６８８・２６９２・2695 

※精神保健福祉相談及び障害福祉サービスの利用に関する相談については 

健康推進課保健相談担当 内線 ４３２・434・406 

庶務係  内線 ２６８１・２６８２ 

障害サービス係  内線 ２６９１・２６８３・２６９３・2694 

※障がい者の将来設計に関する相談（個人別ライフプランの作成） 

毎週水曜日開設  電話 ０８０－４６７３－８４０４ 

（水曜日以外の問合せ先  内線 2683） 

支援調整係  内線 ２６８４・２６８９ 

 

〒１１６－８５０１ 荒川区荒川２－２－３ 荒川区役所 電話 3802－3111（代表） 

       ＦＡＸ ３８０２－０８１９ 

 

２．荒川区立心身障害者福祉センター（荒川たんぽぽセンター） 

 

心身障がい(児)者等についての福祉・医療・発達・訓練等に関する相談に応じて、適切な問題解

決が図られるように援助します。 

さらに、地域自立生活支援センター事業として、ピアカウンセリング（当事者相談）や自立生活支

援セミナーの開催等を行っています。 
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○児童発達支援事業 

０歳から１８歳までのお子さまと、そのご家族に対して、発達や障がいに関するご相談に応じて

います。 

➀児童発達支援（親子療育・親子分離療育・個別訓練療育） 

０歳から就学までのお子さまに療育支援を行っています。お子さまの状態に応じて、保育

士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理士等が支援を行っています。 

②学齢児理学療法訓練 

肢体不自由がある学齢児を対象に、理学療法訓練を行っています。電話で相談日を予約し

ていただきますが、病院の主治医に荒川たんぽぽセンターで理学療法訓練を受けることを相

談し、了承を得た上でご連絡ください。 

③家族支援講座・発達障がい講演会 

保護者の方向けに子育てのヒントとなるような講座・講演会を行なっています。 

○地域活動支援センター事業 

１８歳以上の障がいのある方、ご家族、地域の方から心身の障がいに関するご相談に応じていま

す。 

➀機能訓練 

身体・言語・視覚の障がいがある方に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視覚障害者生

活訓練指導員などによる訓練を行っています。 

②生活訓練（グループワーク） 

高次脳機能障がいのある方に、パソコン、軽作業、運動課題等、それぞれの目標に合わせた

活動をしています。 

③リハビリ講習会 

様々な障がいのある方に、音楽療法や芸術療法などの講習会を開催し、社会参加への支援

を行っています。 

○地域自立生活支援センター事業 

障がいのある方やそのご家族が、住み慣れた地域で自立した生活を送り、社会参加が図れるよ

うな支援を行っています。 

➀障がい者地域自立生活支援セミナー 

高次脳機能障がい、視覚障がい、言語障がい、障がい者スポーツなどに関する様々なセミ

ナーを実施しています。 

②ピアカウンセリング（当事者相談） 

同じような障がいのある相談員がご相談に応じます。福祉サービスの利用をはじめ、日常



- 15 - 

 

生活に関して知りたいこと等、お気軽にご相談ください。 

 

〒１１６－０００２ 荒川区荒川１－５３－２０  電話 ３８９１－６８２４ 

       ＦＡＸ ３８０７－８４８３ 

 

3．荒川区障害者基幹相談支援センター 

 

障がいに関する相談支援の拠点として、総合的・専門的な相談に応じています。区内の相談支援

事業者に対して専門的な指導・助言を行うなど、地域における支援のネットワークづくりを進めて

います。 

 

〒116－0002 荒川区荒川１－５３－２０ 2Ｆ  電話 3801－8060 

       ＦＡＸ ３８０１－８０６１ 

 

4．医療的ケア児等地域コーディネーター 

 

ケースに応じた支援へとつなげていくための専門の窓口として、医療的ケア児等地域コーディ

ネーターを荒川区基幹相談支援センターに設置し、医療的ケア児等とその家族、関係者からの相談

に応じています。(p７５参照) 

 

〒116－0002 荒川区荒川１－５３－２０ 2Ｆ  電話 3801－8060 

       ＦＡＸ ３８０１－８０６１ 

 

5．荒川区精神障害者地域生活支援センター（支援センター アゼリア） 

 

地域で生活している精神障がい者の方を対象に、日常生活の支援・相談、地域交流活動などを行

い、精神障がい者の社会復帰、自立、社会参加の促進を支援します。 

 

〒１１６－００１２ 荒川区東尾久５－４５－１１  電話 ３８１９－２３４３ 

       ＦＡＸ ３８１９－２３１２ 
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6．荒川区精神障がい者相談支援事業所（コンパス） 

 

精神障がい者及びその家族の方等を対象に、障害福祉サービスの利用相談、住み慣れた地域で

安心して自分らしく暮らし続けるために必要な援助、専門機関の紹介等を行います。 

来所・電話相談のほか、訪問相談にも対応します。 

 

〒１１６－００１４ 荒川区東日暮里 3－43－12 K・フラット 101 

    電話 6806－5322 

       FAX ６８０６－６７７７ 

7．荒川区子ども家庭総合センター 

 

児童のさまざまな問題に関する相談、児童福祉施設への入所、緊急に保護を要する場合の対応

を行っています。 

〒１１６－０００２ 荒川区荒川１－５０－１７   電話 ３８０２－３７６５ 

       ＦＡＸ ３８０２－３７８７ 

 

8．荒川区内のその他の相談窓口 

 

その他、障がい者福祉にかかわる相談の窓口は下記のとおりです。 

障害基礎年金ほか 国保年金課 内線  2411 

特別児童扶養手当ほか 子育て支援課 内線  ３８１６ 

就学相談 教育センター 内線  3334・3335 

就学奨励費 学務課  内線  ３３３８ 

介護保険制度 介護保険課 内線  ２４３１ 

教育相談 

荒川区立教育センター 

  荒川区荒川３－４９－１ 

  電話  ３８０１－４３３８ 

保健所（健康推進課） 荒川区荒川２－１１－１ 内線  ４３２・４３４ 

荒川区社会福祉協議会 

荒川区南千住１－１３－２０ 

  電話 ３８０２－２７９４ 

  FAX ３８０２－３８３１ 
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9．ハローワーク足立（足立公共職業安定所） 

 

専門の職員が障がい者の就労に対して、求人・求職から就職後のアフターケアまで専門窓口で

サービスを行っています。（手帳をご持参ください） 

〒120－8530 足立区千住１－４－１ 東京芸術センター ６～８階 

       電話 ３８７０－８６０９ 

       ＦＡＸ ３８７０－２０５２ 

 

10．東京都心身障害者福祉センター 

 

東京都心身障害者福祉センターは、身体障害者更生相談所および知的障害者更生相談所として、

補装具の処方・適合判定及び愛の手帳交付に係る判定をはじめとする医学的・心理学的・職能的判

定を行うとともに、区市町村等への専門的な知識・技術を必要とする相談・指導などを行っていま

す。 

また、身体障害者手帳及び愛の手帳の交付や、東京都重度心身障害者手当の認定・支給などを行

っています。 

加えて、高次脳機能障害者の支援拠点機関として、ご本人や家族、区市町村・関係機関等への相

談支援などを行っています。 

〒162－0823 新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ   電話 ３２３５－２９４６ 

         ＦＡＸ ３２３５－２９６８ 

 

11．その他の都内の窓口 

 

東京都社会福祉協議会 

〒162－0823 新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ   電話 ３２６８－７１７１ 

         ＦＡＸ ３２６８－７４３３ 

東京都知的障害者育成会（知的障害者青年期相談室） 

〒160－0023 新宿区西新宿７－８－１０ オークラヤビル２F 

         電話 ５３８９－2600 

         ＦＡＸ ５３８９－４０９０ 
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12．相談員制度 

 

区から委嘱された民間の協力者で、障がい者とその家族からの相談に応じ、必要な助言と援助

を行っています。 

相談内容 

①地域生活に関すること 

②補装具に関すること 

③施設利用に関すること 

④自立支援医療（更生医療）に関すること 

⑤住宅に関することなど 

 

身体障がい者相談員 

氏  名 住  所 電話番号 障がい名 

浦 澤 正 子 南 千 住 ＦＡＸ 3801-1345 聴 覚 

間 渕 小 夜 子 西 尾 久 3800-1751 視 覚 

林  修 一 町 屋 090-6657-1922 肢 体 

後 藤 俊 子 西 尾 久 3894-5366 肢 体 

本 間 文 子 東 日 暮 里 3802-2910 肢 体 

高 見 和 幸 町 屋 3894-8097 肢 体 

賀 島 妙 子 西 日 暮 里 3891-6615 肢 体 

福 島 義 雄 荒 川 090-6486-2627 肢 体 

 

知的障がい者相談員 

氏  名 住  所 電話番号 

伊 東 と も 子 西 尾 久 3894-7772 

橋 本 美 智 子 西 尾 久 3894-8713 

花 島 と し 江 南 千 住 3803-9152 

藤 沼 折 枝 荒 川 3803-2830 
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伏 田 玲 子 東 尾 久 3892-7225 

西 川 正 美 南 千 住 3891-6525 

 

13．民生委員・児童委員 

 

民生委員・児童委員は、地域における身近な相談相手として、高齢者、障がい者、子育てなどに関

する様々な支援活動を行っています。 

福祉推進課地域福祉係  内線 2637 

 

14．区内障がい者団体（荒川区心身障害児者福祉連合会加入団体） 

 

団 体 名 代表者名 住  所 電話番号 

荒川区手をつなぐ親の会 伊 東 と も 子 西 尾 久 3894-7772 

荒川区身障児父母の会 矢 野 勝 信 荒 川 3892-9230 

荒川のぞみの会 大 沼 弘 子 東 尾 久 3895-0291 

荒川区聴覚障害者協会 浦 澤 正 子 南 千 住 ＦＡＸ 3801-1345 

荒川区視力障害者福祉協会 長 島  清 町 屋 3892-5794 

荒川区心身障害児者福祉連合会 大 沼 弘 子 東 尾 久 3895-0291 
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３ 手 帳 

 

さまざまな福祉のサービスを受けるためには、手帳が必要です。 

 

１．身体障害者手帳 

 

身体に障がいのある方で、障がいの程度・種類によって、１級～６級までに該当すると認めら

れた場合に交付されます。申請後約１か月から１か月半程度で手帳が交付されます。手帳には、

紙形式とカード形式があります。 

(1)手帳交付 

①指定医の身体障害者診断書・意見書 （用紙は障害者福祉課にあります） 

②写真<タテ４ｃｍ×ヨコ３ｃｍ> １枚 (脱帽、上半身、撮影１年以内のもの) 

③マイナンバーカード、通知カード又はマイナンバー記載済住民票 

（マイナンバーカード以外の場合は、写真付の身分証明書１点、もしくは氏名及び生年月日

又は住所が記載されたもの２点以上） 

※代理申請の場合は、委任状及び代理人の身分証明書が必要です。 

(2)その他 

現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は、必ず届出をして下さい。  

①住所の変更   ②氏名の変更   ③死亡   ④手帳の紛失・破損 

⑤障がいの程度変更（④⑤の場合手帳が再発行されます） 

〈 問合せ 〉障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

２．愛の手帳 

 

東京都が知的障がい者に発行する手帳で、障がいの程度により１度～４度に区分されていま

す。国の制度としては療育手帳があり、愛の手帳はこの制度の適用を受けています。手帳には、

紙形式とカード形式があります。 

（１）手帳交付 

手帳の交付申請及び障がい程度が変化した時、さらに、年齢が満３歳・６歳・１２歳・１８歳

になったときには、判定が必要です。 

判定予約は、下記の各機関の予約係へ電話で申し込んで下さい。 
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①１８歳未満の場合は荒川区子ども家庭総合センター 

②１８歳以上の場合は東京都心身障害者福祉センター 

(2)その他 

手帳をお持ちの方で次に該当する場合は、必ず届出をして下さい。 

①住所の変更   ②氏名・保護者の変更   ③死亡   ④手帳の紛失・破損 

〈 問合せ 〉障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

荒川区子ども家庭総合センター 

〒１１６－０００２ 荒川区荒川１－5０－１７  電話 ３８０２－３７６５ 

東京都心身障害者福祉センター 

〒１６２－０８２３ 新宿区神楽河岸１－１ セントラルプラザ 

電話 ３２３５－２９４６ 

 

３．精神障害者保健福祉手帳 

 

精神障がいのある方で、障がいの程度により１級～３級に該当すると認められた場合に交付

されます。手帳には、紙形式とカード形式があります。 

なお、カード形式の手帳の発行には、紙形式の手帳より２週間程度時間が多くかかります。 

(1)手帳交付 

①障害者手帳用の診断書又は精神の障害年金証書等の写し 

②写真<タテ４ｃｍ×ヨコ３ｃｍ> １枚 (脱帽、上半身、撮影１年以内のもの) 

③マイナンバーカード、通知カード又はマイナンバー記載済住民票 

（マイナンバーカード以外は、写真付の身分証明書又は氏名及び生年月日又は住所が記

載されたもの２つ以上） 

(2)その他 

現在手帳をお持ちの方は、２年ごとに更新の手続きが必要です。更新は、有効期限の３か

月前から申請できます。手帳の発行は２か月以上かかる場合もありますので、お早めに手続

きをしてください。 

また、次に該当する場合は、必ず届出をして下さい。 

①住所の変更   ②氏名の変更   ③等級変更   ④手帳の紛失、破損 

〈 問合せ 〉  障害者福祉課こころの健康推進係  内線 ２６８８ 
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・更生医療 

・育成医療      p５２、５３参照 

・精神通院医療  

 

・自立訓練 

・就労移行支援 

・就労継続支援 

・就労定着支援 

・共同生活援助（グループホーム） 

・自立生活援助 

自立支援医療 

 

・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

・同行援護     ・行動援護 

・重度障害者等包括支援 

・療養介護     ・生活介護 

・施設入所支援 

・短期入所(ショートステイ) 

介 護 給 付 

補装具費の支給 

p５６参照 

 

・地域相談支援  

・計画相談支援  

相 談 支 援 給 付 

訓練等給付 

４ 障害者総合支援法等 

障害者総合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）が、平成２５年

４月１日に施行されました。これにより、従来の身体障がい、知的障がい、精神障がいに加えて、難病の

方もサービスの対象となりました。（対象疾病は１３３～１３６ページ参照） 

 

対象者 

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者 難病患者等 障がい児 

 

１．サービスの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 立 支 援 給 付 

○障害児通所支援      ○障害児相談支援  

・児童発達支援  ・居宅訪問型児童発達支援  ○障害児入所支援 

・保育所等訪問支援 ・放課後等デイサービス 

障 害 児 支 援 ( 児 童 福 祉 法 ) 

 

○理解促進研修・啓発事業 

○相談支援事業 

○成年後見制度利用支援事業 

○地域活動支援センター 

○意思疎通支援事業 

○手話奉仕員養成研修事業 

○移動支援事業 

○日常生活用具の給付又は貸

与 

○その他の日常生活または社

会生活支援 

地域生活支援事業 

障がい者・児  難病患者 
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２．サービスの内容 

 

【介護給付】 

○居宅介護(ホームヘルプ) 

居宅での入浴・排せつ・食事の介護や通院の介助等を行います（介護保険対象者は原則介護保

険が優先になります）。 

（１）対象 

①障害支援区分１以上の方 

※通院等介助を利用する場合、区分２以上が必要になることがあります。 

②障がい児はこれに相当する心身の状況の方 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 児 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５    

難 精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有

する障がい者であって、常に介護を必要とする方に、居宅での入浴・排せつ・食事の介護や外出

時における移動中の介護などを総合的に行います。 

（１）対象 

障害支援区分４以上で次の①又は②のいずれかに該当する方 

①次の(ア)、(イ)のいずれにも該当している方 

(ア)二肢以上にまひがある方 

(イ)障害支援区分の認定調査項目のうち、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が

不要」以外に認定されている方 

②行動障がいを有する方 

※ただし、児童の場合は、１５歳以上で子ども家庭総合センター所長の判定を受けている方

のみが対象です。 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

 



- 24 - 

 

< 問合せ >  身 知 児 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線  2695 

○同行援護 

視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、地域で暮らすため外出時に必要な援助等を行い

ます。 

（１）対象 

視覚障がいがあり同行援護判定基準を満たしている方 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 児 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

○行動援護 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し常時介護が必要である方に対し、

当該障がい者が行動する際に生じ得る危険を回避するための援助等を行います。 

（１）対象 

障害支援区分３以上（障がい児はこれに相当する心身の状況の方）で、行動援護判定基準を満

たしている方 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  知 児 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○重度障害者等包括支援 

介護の必要性が高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 

（１）対象 

障害支援区分６で、意思疎通に著しい困難がある方のうち、四肢のまひ及び寝たきりの状態

にある方並びに知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する方 

（児童の場合は、１５歳以上で区市町村審査会での意見を聞いたうえで支給の要否が判断され

ます） 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 
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< 問合せ >  身 知 児 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係 内線 2695 

○短期入所（ショートステイ) 

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行いま

す（介護保険対象者は原則介護保険が優先になります）。 

（１）対象 

①障害支援区分１以上の方 

②障がい児はこれに相当する心身の状況の方 

※医療型については別途要件あり 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 児 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○療養介護 

病院において機能訓練・看護・介護等、必要な医療と常時介護を要する障がい者に対して、主

に昼間、病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生

活上の介護を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。 

（１）対象 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者で次に

掲げる方。 

①障害支援区分６に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方 

②障害支援区分５以上に該当し、次の（ア）から（エ）のいずれかに該当する方 

（ア）重症心身障がい者又は進行性筋萎縮症患者 

(イ)医療的ケアの判定スコアが 16 点以上の方 

(ウ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が 10 点以上で、医療

的ケアスコアが 8 点以上の方 

（エ）遷延性意識障がいがあり、医療的ケアの判定スコアが 8 点以上の方 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 障害者福祉課相談支援係 内線 ２６８５ 
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○生活介護 

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又

は生産活動の機会を提供します。 

（１）対象 

障害支援区分３（障害者支援施設入所者は区分４）以上の方。ただし５０歳以上の方は、区分２

（障害者支援施設入所者は区分３）以上。 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○施設入所支援 

施設に入所する障がい者に対して、主に夜間、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関す

る相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。 

（１）対象 

①生活介護を受けている方であって、障害支援区分が区分４（５０歳以上の方は区分３）以上で

ある方 

②自立訓練又は就労移行支援を受けている方であって、入所により訓練等を実施することが必

要かつ効果的であると認められる方、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状

況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な方 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

【訓練等給付】 

○自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。 

（１）対象 

①機能訓練：地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が

必要な障がい者 

②生活訓練：地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障が
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い者 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○宿泊型自立訓練 

地域生活への移行に向けて、一定期間、宿泊によって日常生活能力の向上のために必要な支

援を行います。 

（１）対象 

日中、一般就労や障害福祉サービスを利用していて、帰宅後における生活能力の維持・向上

等のため、一定の支援が必要な障がい者。 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○就労移行支援 

就労を希望する６５歳未満の障がい者であって、事業所に雇用されることが可能と見込まれ

る方に対して、生産活動・職場体験等の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場

への定着のために必要な相談、その他の支援を行います。 

（１）対象 

就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の

習得もしくは就労先の紹介、その他の支援が必要な６５歳未満の方 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

難 精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○就労継続支援（A 型・B 型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため
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に必要な訓練を行います。 

（１）対象 

①Ａ型（雇用型）……企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的

に就労することが可能な方（利用開始時６５歳未満の方） 

②Ｂ型（非雇用型）…就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方

や、一定年齢に達している方等であって、就労の機会等を通じ、生産活

動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○就労定着支援 

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用

された障がい者の就労の継続を図るため、日常生活又は社会生活に関しての相談や助言といっ

た支援を行います。 

（１）対象 

上記サービスを利用して、新たに通常の事業所に雇用されてから６か月を経過した障がい者 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

難 精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

（１）対象 

身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者（１８歳以上） 

※介護が必要な場合は障害支援区分を取得する必要があります 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 
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精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○自立生活援助 

自宅で生活をする方に訪問や相談対応を行い、自立した日常生活を送るために必要な援助を

行います。 

（１）対象 

①障害者支援施設やグループホームを利用したことがあり、現在は居宅生活を送っている方 

②居宅で自立した日常生活を送ることが難しい障がい者 

（２）費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

【地域相談支援給付】  ※費用負担なし 

○地域移行支援 

施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している精神障がい者等、地域生活に

移行するために重点的な支援を必要とする方に対し、住居の確保等地域生活への移行に関する

相談その他の支援を行います。 

（１）対象 

以下のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方 

①施設又は療養介護を行う病院に入所している障がい者 

②精神科病院に入院している精神障がい者 

③救護施設又は更生施設に入所している障がい者 

④刑事施設、少年院に収容されている障がい者 

⑤更生保護施設に入所している障がい者又は自立更生促進センター、就業支援センター若し

くは自立準備ホームに宿泊している障がい者 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○地域定着支援 

居宅で単身等で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保するとともに、障がい特性

により対応が困難な緊急の事態への対応や、相談その他の必要な支援を行います。 

（１）対象 

①単身で、緊急時の支援が見込めない状況にある方 
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②同居家族等が障がい・疾病等のため、緊急時の支援が見込めない状況にある方 

※施設等や精神科病院から退所・退院した方のほか、家族との同居から一人暮らしに移行し

た方や地域生活が不安定な方等も含まれます。 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

【計画相談支援給付】  ※費用負担なし 

○サービス利用支援／障害児支援利用援助、継続サービス利用支援／継続障害児支援利用援助 

障害福祉サービス及び地域相談支援、障害児通所支援を利用する際に、生活環境やサービス

の利用意向等を勘案して、利用サービスの種類や内容等を記載した「サービス等利用計画」を作

成します。 

また、支給決定後は、モニタリングと呼ばれる、サービス内容を活用できているかどうかの確

認を定期的に行い、必要があれば計画変更をします。 

（１）対象 

障害福祉サービス及び地域相談支援、障害児通所支援を利用するすべての障がい者(児) 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

【障害児通所支援(児童福祉法)】 

○児童発達支援 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および集団生活への適応訓練を行い

ます。 

（１）対象 

①障がいのある未就学児 

②通所による療育が必要な方 

(2)費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により、月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○放課後等デイサービス 

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。 

（１）対象 

障がいのある就学児 
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(2)費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○保育所等訪問支援 

保育園や幼稚園等の集団生活を営む施設を訪問し、集団生活の適応に課題のある児童に対し

て支援を行うとともに、訪問先施設のスタッフに対して支援方法を指導するなど専門的な支援

を行います。 

（１）対象 

保育所、小学校等に通園・通学していて、専門的な支援が必要な障がいのある児童 

(2)費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

○居宅訪問型児童発達支援 

居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識の習得、集団生活への適応訓練

といった支援を行います。 

（１）対象 

重度の障がい又はこれに準ずる状態で、児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるため

の外出が著しく困難である障がい児 

(2)費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

（所属世帯の課税状況等により月毎の上限額、減免制度が設けられています） 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線２６８５ 

【障害児入所支援(児童福祉法)】 

○福祉型障害児入所施設 

障害児入所施設等で、児童に対して保護、日常生活の指導、知識・技能の付与を行います。 

（１）対象 

障害児入所施設等に入所している身体障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神

に障がいのある児童 
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○医療型障害児入所施設 

障害児入所施設等で、児童に対して保護、日常生活の指導、知識・技能の付与及び治療を行い

ます。 

（１）対象 

障害児入所施設等に入所または指定医療機関に入院している知的障がいのある児童、肢体

不自由のある児童又は重症心身障がい児。 

< 問合せ >  荒川区子ども家庭総合センター  荒川区荒川１－５０－１７ 

電話 ３８０２－３７６５  FAX ３８０２－３７８７ 

 

３．障害福祉サービス・障害児支援の利用までの流れ 

 

介護給付と訓練等給付をあわせて、障害福祉サービスとよびます。 

相談支援給付の地域移行支援・地域定着支援も、利用までの流れは障害福祉サービスと同様です。 

１ 相談 ………… 区役所又は相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は区役

所に申請します。 

※相談支援事業者とは、区市町村の指定を受けた事業所のことです。障

害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等

利用計画（障害児支援利用計画）の作成、サービス事業者との連絡調整

などを行います（計画相談支援・障害児相談支援）。 

 

２ 申請 ………… 支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査（アセ

スメント）が行われます。 

 

３ 審査・判定 … （介護給付を利用する方・共同生活援助を利用する方の一部のみ） 

調査の結果をもとに審査会で審査・判定が行われ、どの位サービスが必

要な状態か障害支援区分が決められます。 

 

４ 計画案作成 … 相談支援事業者又は申請者(保護者等も含む)が、サービスの利用計画案

を作成します。相談支援事業者が作成する計画案を「サービス等利用計画

案(障害児支援利用計画案)」、申請者(保護者等を含む)が作成する計画

案を「セルフプラン」といいます。 

※相談支援事業所の計画作成に係る申請者の費用負担はありません。 
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区役所は、提出された計画案及び障害支援区分や介護する人の状況、

申請者の要望などをもとに、申請者の状態に合った支給内容について

検討します。 

 

５ 認定・通知 … サービスの支給量が決定すると、申請者に通知され、受給者証が交付さ

れます。 

 

６ 事業者と契約 … サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。 

 

７ サービス利用 … サービスの利用を開始します。相談支援事業者は、一定期間ごとに、サー

ビス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行います（モニタリン

グ）。 

 

４．障害福祉サービス・障害児支援等を利用したときにかかる費用 

 

原則、所得に応じた自己負担がかかります。また、下記の減免制度があります。 

【自己負担(利用者負担)】 

（１）障がい者 

所得に応じた４つの区分により、負担する額の上限が決められています。 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

一般 １ 

市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満） 

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利

用者を除く。 

９，３００円 

一般 ２ 上記以外 ３７，２００円 

※入所施設の食費・光熱水費、グループホームの食費・光熱水費・家賃等は実費負担(自己負

担)です。ただし、申請により補足給付費が支給される場合があります。 

（２）障がい児 

所得に応じた４つの区分により負担する額の上限が決められています。 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 
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低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

一般 １ 
市町村民税課税世帯 

（所得割２８万円未満） 

通所施設、ホームヘル

プ利用の場合 
４，６００円 

入所施設利用の場合 ９，３００円 

一般 ２ 上記以外 ３７，２００円 

 

【減免制度】 

(1)障がい者及び障がい児 

①荒川区の障害福祉サービス・障害児通所支援の利用者負担の軽減 

通所・在宅サービス利用者に対し、次のような軽減策を実施します。  

・ 利用者負担を、１０％から３％に軽減 

・ 通所施設利用者の食費を５０％に軽減（区立施設のみ） 

・ 所得に応じた区分が一般２に該当する方の、負担上限月額を５０％に軽減 

(2)障がい児 

①就学前３学年の障害児通所支援及び障害児入所支援に係る利用者負担の無償化 

満３歳になって初めての４月１日から３年間の障害児通所及び入所利用者負担額が無償

化されます。 

※ただし、通所・入所にかかる医療費や食費等の実費で負担するものは無償化の対象では

ありません。 

②無償化前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減 

無償化対象学年以外の児童で、兄または姉がおり、一定の要件に該当する場合、障害児

通所支援を利用している就学前児童の利用者負担額が軽減されます。 

 

【その他】 

(1)高額障害福祉サービス等給付費 

以下のサービスを利用した際の、世帯におけるひと月の自己負担額を合算し、一定の基準額

を超えた分が区役所に申請すれば償還が受けられます。 

①障害福祉サービス  ②補装具費（同一人が①を併用している場合） 

③介護保険（同一人が①を併用している場合） 

 

④障がい児の通所支援  ⑤障がい児の入所支援 

※必要な書類等、詳しくは障害者福祉課障害サービス係(内線２６８３)までお問い合わせくだ
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さい。なお、申請には対象となる月の各サービスの領収書が必要になります。 

（2）新高額障害福祉サービス等給付費 

６５歳になるまでに５年以上、以下の特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要

件を満たす場合、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用した際に自己負担額が

申請により償還されます。 

①居宅介護   ②重度訪問介護   ③生活介護   ④短期入所 

※必要な書類等、詳しくは障害者福祉課障害サービス係(内線２６８３)までお問い合わせくだ

さい。 

 

５．地域生活支援事業 

 

相談支援 13～１９ページをご覧ください。 

地域活動支援センター 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を

行う施設です。 

対象 身体障害者手帳か愛の手帳をお持ちの方もしくは通院

している精神障がい者 

〔窓口〕 

身 知 障害者福祉課相談支援係 内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係 内線2695 

移動支援 ５９ページをご覧ください。 

日中一時支援 ６０ページをご覧ください。 

意思疎通支援 手話通訳者の派遣等 （６５ページをご覧ください。） 

日常生活用具の給付又は貸与 ５７ページをご覧ください。 

住宅設備改善 ５７ページをご覧ください。 

巡回入浴サービス ７０ページをご覧ください。 

自動車運転教習費の助成 １１６ページをご覧ください。 

自動車改造費の助成 １１７ページをご覧ください。 

 

 

６．地域生活支援事業(スクラムあらかわ) 

 

障がい者(児)の地域生活を包括的に支援するサービスを提供します。利用者の方は、あらかじ

め健康診断書等の提出が必要となります。 
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(1)対象 

区内に住所を有する身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)。ただし、次のいずれかに該当す

る方は、ご利用になれません。 

①入院中及び入所中の方 

②感染性疾患を有する方 

③その他障がいの程度、状態等により施設において介護することが困難な方 

(2)内容 

①日中一時支援   ②施設入浴   ③地域活動支援センター 

なお、いずれかの利用者に限り、相談支援及び移動支援(車両移送型)が利用できます。 

(3)費用 

無料 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 2685 

 

7．障がい者虐待防止 

 

（１）内容 

平成２４年１０月１日より、障害者虐待防止法（障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律）が施行されました。 

虐待を行わないこと、発見した場合は通報すること等が、定められています。 

虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障がい者の安定した生活

や社会参加をすすめるための仕組みです。 

（２）虐待の種類 

①身体的虐待 ・・・・・・・・・・・・・・・・暴行、拘束など 

②性的虐待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・わいせつな行為の強要など 

③心理的虐待 ・・・・・・・・・・・・・・・・暴言、差別的な言葉や態度など 

④放棄・放任(ネグレクト)・・・・・・・長時間の放置、食事などをさせないなど 

⑤経済的虐待 ・・・・・・・・・・・・・・・・財産や年金などを勝手に使うこと 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線２６87 

障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

（時間外・休日）  荒川区障がい者虐待防止・差別解消センター 

電話 ３８０２－３１５１ 
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8．障がい者差別解消 

 

（１）内容 

平成２８年４月１日より、障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）

が施行されました。 

国、区市町村及び民間事業者等が、障がいを理由とする差別をなくし、すべての人が人格と個

性を尊重しあえることを目的に定められています。 

（２）求められること 

①不当な差別の取扱いの禁止 

正当な理由がないのに、障がいがあるということでサービス等の提供を拒否すること等

は禁止されています。 

（例）障がいを理由に窓口対応を拒否する等 

②合理的配慮の提供 

障がいのある人から配慮を求める意思表明があった場合、社会的障壁を取り除くよう配慮

しなければなりません。 

※民間事業所等は努力義務 

（例）段差がある場合に、車いす利用者等の補助をする。 

 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線２６87 

障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

（時間外・休日） 荒川区障がい者虐待防止・差別解消センター 

電話 ３８０２－３１５１ 



- 38 - 

 

５ 手 当 

 

障がいの種類、程度に応じて、各種の手当が支給されることがあります。 

所得制限については１４７ページをご覧ください。 

 

１．特別障害者手当 （国の制度） 

 

（１）対象 

２０歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別

の介護を必要とする状態にある在宅の方。 

※各種手帳を取得していなくても可 

(2)支給制限 

次のいずれかに当てはまる方は受給できません。 

①施設に入所している。 

②病院、診療所に継続して３か月を超えて入院している。 

③受給者本人又は扶養義務者等の所得が別表（１４７ページ）の限度額以上。 

※施設によっては支給対象となる施設もあるので、相談してください。 

(3)手当額 

月額 ２８，８４０円 （令和６年４月～） 

(4)支給方法 

申請のあった月の翌月分から２・５・８・１１月に本人名義の預金口座に振り込みます。 

(5)申請に必要なもの 

①所定の診断書等（障害者福祉課窓口に備えてあります） 

②身体障害者手帳・愛の手帳（お持ちの方） 

③年金受給者は、年金振り込み通知書等 

④マイナンバーカード又は通知カード 

※その他、戸籍の謄本又は抄本、所得の証明書などが必要な場合があります。 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 2683 

  



- 39 - 

 

 

２．障害児福祉手当 （国の制度） 

 

（１）対象 

２０歳未満で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護

を必要とする状態にある在宅の方。 

※各種手帳を取得していなくても可 

（２）支給制限 

次のいずれかに当てはまる方は受給できません。 

①施設に入所している。 

②障がいを支給事由とする公的年金を受けている。 

③受給者本人又は扶養義務者等の所得が別表（１４７ページ）の限度額以上。 

(3)手当額 

月額 １5，69０円 （令和６年４月～） 

（４）支給方法 

申請のあった月の翌月分から２・５・８・１１月に本人名義の預金口座に振り込みます。 

（５）申請に必要なもの 

①所定の診断書等（窓口に備えてあります） 

②身体障害者手帳・愛の手帳（お持ちの方） 

③マイナンバーカード又は通知カード 

※その他、戸籍の謄本又は抄本、所得の証明書などが必要な場合があります。 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 2683 

 

３．重度心身障害者手当 （都の制度） 

 

(1)対象 

心身に重度の障がいを有する方で次のいずれかにあてはまる方。 

①重度の知的障がいを有し、かつ著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方。 

②重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方 

③重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ座っていることが困難な程

度以上の身体障がいがある方 

(2)注意点 
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この手当に該当する障がいの程度は、身体障害者手帳１・２級又は、愛の手帳１・２度と判定され

ただけでは支給要件に該当せず、一定の障がい要件に該当する必要があります。 また、知的障が

いとは、おおむね１８歳までの発達期に起きた障がいのことであり、精神障がい及び認知症など

によるものは除かれます。 

障がい程度の判定は、東京都心身障害者福祉センターで行います。 

なお、６５歳以上の方は、新規に申請することはできません。 

(3)支給制限 

次のいずれかに当てはまる方は受給できません。 

①病院又は診療所に継続して３か月を超えて入院している。 

②受給者が２０歳以上ならば受給者本人の所得、２０歳未満ならば扶養義務者等の所得が別表

（１４７ページ）の限度額を超えている。 

③施設、精神病床等に入所、入院している。 

※施設によっては支給対象となる施設もあるので、相談してください。 

(4)手当額 

月額６０，０００円 

（５）支給方法 

申請のあった月の分から毎月、本人名義の預金口座に振り込みます。 

（６）申請に必要なもの 

①身体障害者手帳又は愛の手帳（お持ちの方）     ②印鑑 

③マイナンバーカード又は通知カード 

※所定の申請書・住民票記載事項証明書・調査票（いずれも障害者福祉課窓口にあります）、所

得の証明書等が必要な場合があります。 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 2683 

 

４．心身障害者福祉手当 （区の制度） 

 

(1)対象 

①身体障害者手帳１・２級を有する方（２０歳以上） 

②愛の手帳１～３度を有する方（２０歳以上） 

③脳性麻ひ又は進行性筋萎縮症の方（２０歳以上） 

④身体障害者手帳３級の方 

⑤愛の手帳４度の方 
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⑥精神障害者保健福祉手帳 1 級の方 

⑦指定の難病の医療費助成を受けている方 

⑧指定の小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方 

（２）注意点 

６５歳以上の方は、新規に申請することはできません。 

（３）支給制限 

次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 

①本人の所得（２０歳未満の方についてはその保護者）が別表（１４７ページ）の限度額を超えて

いる。 

②保護者が児童育成手当条例に定める障害手当を受けている。 

③特別養護老人ホーム等の施設に入所している。 

(4)手当額 

 身体障害者手帳  １・２級 

月額１５，５００円 

 愛の手帳  １・２・３度 

 脳性麻ひ、進行性筋萎縮症の方 

 指定の難病の方 

 指定の小児慢性特定疾病の方 

 身体障害者手帳  ３級 

月額 ９，５００円  愛の手帳  ４度 

 精神障害者保健福祉手帳  1 級 

 

（５）支給方法 

申請のあった月の分から、４・８・１２月に本人の金融機関の口座に振り込みます。 

（６）申請に必要なもの 

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は、難病医療券（診断書） 

②本人名義の預金通帳もくはキャッシュカード 

③所得証明（荒川区に課税台帳がある場合は省略可） 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 ２６９１ 
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５．特別児童扶養手当 （国の制度） 

 

(1)対象 

次のいずれかに該当する児童（２０歳未満）を監護している父、母又は養育者 

①身体障害者手帳１～３級程度、下肢４級の一部（診断書で判定） 

②愛の手帳１～３度程度（診断書で判定） 

③上記①、②と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障がいのある方(診断書で判定) 

※複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となるこ

とがあります。 

(2)支給制限 

次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 

①児童が施設に入所している。 

②児童の障がいを理由とする年金を受けている。 

③申請者･配偶者･扶養義務者の所得が別表（１４７ページ）の限度額を超えている。 

(3)手当額 

月額  １級 55，３５０円  ２級 36，86０円 (令和６年４月～) 

(4)支給方法 

４・８・１１月に児童を監護している方の預金口座に振り込みます。 

(5)申請に必要なもの 

①申請者及び児童の戸籍謄本 

②世帯全員の住民票（荒川区に住民票がある場合は省略可） 

③診断書 

④申請者名義の預金通帳 

⑤世帯全員のマイナンバーカード又は通知カード（通知カードの場合は本人確認書類が必要） 

※③については、身体障害者手帳又は愛の手帳の交付状況により、診断書を省略できることが

ありますので、区へご相談ください。 

※①～⑤の他、世帯の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等が必要な場合があります。 

< 問合せ >  子育て支援課子育て給付係  内線 ３８１６ 
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６．児童扶養手当 （国の制度） 

 

(1)対象 

次のいずれかの状態にある児童（１８歳になった最初の３月３１日までの方。ただし、身体障害者

手帳１～３級・愛の手帳１～３度程度の障がいのある児童は２０歳未満）を監護している父もしくは

母又は養育者。 

①父母が離婚した児童 

②父又は母が死亡した児童 

③父又は母が生死不明である児童 

④父又は母に１年以上遺棄されている児童 

⑤父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

⑥父又は母が法令により１年以上拘禁されている児童 

⑦婚姻によらないで生まれた児童 

⑧父・母ともに不明である児童（孤児など） 

⑨父又は母が重度の障がいを有する児童 

重度の障がいとは、障害年金１級程度の方。それ以外の方は診断書が必要です。 

(2)支給制限 

次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 

①児童が父及び母と生計を同じくしている。（ （１）⑨を除く ） 

②児童が父及び父の配偶者又は母及び母の配偶者（事実上の配偶者を含む）と生計を同じくし

ている。（ （１）⑨を除く ） 

③児童が施設に入所しているとき又は里親に委託されている。 

※申請者・配偶者・扶養義務者の所得が別表（１４７ページ）の限度額を超えている時は支給が停

止されます。 

※申請者が公的年金を受給又は児童が公的年金の加算の対象となっている場合は、手当の全

部または一部が支給停止されます。 

(3)手当額(月額)（令和６年４月～） 

第１子  45，５００円～１０，74０円 

第２子  １０，75０円～ ５，38０円 

第３子以降  ６，45０円～ ３，23０円 ※所得に応じて変動あり 

(４)支給方法 

１・３・５・７・９・１１月に、児童を監護している方の預金口座に振り込みます。 
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(5)申請に必要なもの 

①申請者及び児童の戸籍謄本 

②身体障害者手帳、愛の手帳又は診断書（父又は母に障がいがある場合） 

③申請者の預金通帳 

④住民票の写し（荒川区に住民票がある場合は省略可） 

⑤マイナンバーカード又は通知カード（通知カードの場合は本人確認書類が必要） 

※①～⑤の他、世帯の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等が必要となる場合があり

ます。 

< 問合せ >  子育て支援課子育て給付係  内線 ３８１６ 

 

７．児童育成手当－障害手当 （都の制度） 

 

(1)対象 

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を養育している方。 

①身体障害者手帳１・２級程度 

②愛の手帳１～３度程度 

③脳性まひ又は進行性筋萎縮症 

(2)支給制限 

次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 

①児童が施設に入所している。 

②申請者の所得が別表（１４７ページ）の限度額を超えている。 

(3)手当額 

月額 １５，５００円 

(4)支給方法 

２・６・１０月に、児童を養育している方の預金口座に振り込みます。 

(5)申請に必要なもの 

①身体障害者手帳、愛の手帳又は診断書 

②申請者の預金通帳 

③マイナンバーカード又は通知カード（通知カードの場合は本人確認書類が必要） 

※①～③の他、世帯の状況により、所得証明書、民生委員の調査書等が必要となる場合があり

ます。 

< 問合せ >  子育て支援課子育て給付係  内線 ３８１６ 
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８．児童育成手当－育成手当 （都の制度） 

 

(1)対象 

次のいずれかの状態にある児童（１８歳になった最初の３月３１日までの方）を養育している父

もしくは母又は養育者。 

①父母が離婚した児童 

②父又は母が死亡した児童 

③父又は母が生死不明である児童 

④父又は母に１年以上遺棄されている児童 

⑤父又は母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童 

⑥父又は母が法令により１年以上拘禁されている児童 

⑦婚姻によらないで生まれた児童 

⑧父・母ともに不明である児童（孤児など） 

⑨父又は母が重度の障がいを有する児童 

重度の障がいとは、身体障害者手帳１・２級程度の重度障がい。 

(2)支給制限 

次のいずれかにあてはまる方は受給できません。 

①児童が父及び母と生計を同じくしている。（ （１）⑨を除く ） 

②児童が父及び父の配偶者又は母及び母の配偶者（事実上の配偶者を含む）と生計を同じくし

ている。（ （１）⑨を除く ） 

③児童が施設に入所しているとき又は里親に委託されている。 

④申請者の所得が限度額（１４７ページ）を超えている。 

(3)手当額 

月額１３，５００円 

(4)支給方法 

２・６・１０月に、児童を養育している方の預金口座に振り込みます。 

(5)申請に必要なもの 

①申請者及び児童の戸籍謄本 

②身体障害者手帳、愛の手帳又は診断書（父又は母に障がいのある場合） 

③申請者の預金通帳 

④所得証明書（荒川区に課税台帳がある場合は省略可） 

⑤マイナンバーカード又は通知カード（通知カードの場合は本人確認書類が必要） 
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この他、民生委員の調査書等が必要となる場合があります。 

※④については、マイナンバーを提示することにより原則省略可能になりました。ただし、以前

お住まいだった自治体によっては、別途ご提出をお願いする場合があります。 

< 問合せ >  子育て支援課子育て給付係  内線 ３８１６ 

 

９．原子爆弾被爆者に対する各種手当 （国の制度） 

 

(1)対象 

被爆者とは次のいずれかに該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けている方 

①直接被爆者 

②入市者＝原子爆弾が投下されたときから２週間以内に爆心地から２ｋｍの区域内に入った方 

③死体の処理及び救護に従事した方 

④胎児＝被爆当時①～③の該当者の胎児であった方 

(2)手当 

①医療特別手当・・・・・・・・厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で認定疾病の状態にある方 

②健康管理手当・・・・・・・・一定の病気にかかっている被爆者 

③保健手当・・・・・・・・・・・・爆心地から２ｋｍ以内の直接被爆者とその胎児であった方 

④特別手当・・・・・・・・・・・・厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で認定した病気が治癒している

方 

⑤原子爆弾小頭症手当･･原爆の放射能の影響による小頭症患者 

⑥介護手当・・・・・・・・・・・・自宅で介護を受けている被爆者 

⑦葬祭料・・・・・・・・・・・・・・被爆者の死亡により葬祭を行う方 

< 問合せ >  障害者福祉課こころの健康推進係  内線 ２６８８ 

 

１０．原子爆弾被爆者に対する見舞金 （区の制度） 

 

(1)対象 

被爆者健康手帳の交付を受けている方 

(2)内容 

本人の申請に基づき年１回１０，０００円の見舞金を支給しています。 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 2691 
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６ 年 金 

 

１．障害基礎年金（国の制度） 

 

病気やケガによって障がい者となり、日常生活に著しい制限を受けるようになった場合に、国民

年金法によりその障がいの程度に応じて（障害基礎年金の１級又は２級の認定を受けたとき）年金

が支給されます。 

※身体障害者手帳の等級とは基準が異なります。 

（１）受給要件 

次の要件に該当する場合に支給されます。 

①国民年金に加入中（もしくは６０歳以上６５歳未満で日本に住んでいる）に初診日のある病気

やケガで障がい者になった方。 

初診日の前日において、初診日の前々月までの保険料を納めた期間（免除期間を含む）が加

入期間の３分の２以上ある必要があります。（初診日が令和８年３月３１日までにあるときは、

初診日の前々月までの１年間に保険料の滞納がなければよいことになっています） 

②２０歳になる前に初診日のある病気やケガで障がい者になった方。 

ただし、本人に一定額を超える所得が別表（１４７ページ）であるときは、年金額が半額または

全額停止されます。 

（２）年金額（年額） 

１級 １，０２０,00０円(６８歳以下)、１,０１７,１２５円(６９歳以上) 

２級   816,0００円(６８歳以下)、  813,70０円(６９歳以上) 

また、受給権を得た時に障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている１８歳になっ

た後の最初の３月３１日までの子(障害等級１級又は２級の状態にある子は２０歳未満)がいると

きは、次の加算が行われます。 

１人目、２人目  各 234，8００円 

３人目以降の子  各  78，3００円 

（３）申請に必要なもの 

必要書類等につきましては、申請される方によって異なりますので、担当窓口までお問い合

わせの上ご来庁下さい。 

< 問合せ >  国保年金課国民年金係  内線 2411 
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２．心身障害者扶養共済制度（都の制度） 

 

扶養年金制度にかわり、平成２０年４月から新たに始まった制度です。障がい者を扶養している

保護者が生存中に一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障がいと認められた

とき、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度で、東京都に転入、もしくは都から転出した場

合でも加入が継続できる全国共通の制度です。 

（１）対象 

次の全ての要件を満たす方 

①障がい者の保護者であること（障がい者を扶養している方） 

②東京都内に住所があること 

③特別な疾病や傷病がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること 

④年度初日（４月１日）の年齢が６５歳未満であること 

※障がい者１人に対して１人の保護者のみ加入可 

（２）障害者の範囲 

①知的障がい者  ②身体障がい者（１～３級） 

③精神または身体に永続的な障がいがあり、その程度が①または②と同程度の者。 

（脳性まひ・進行性筋萎縮症・自閉症・血友病等） 

（３）掛金 

１口 ９，３００円～２３，３００円（年齢によって異なります） 

※生活保護世帯、住民税非課税世帯等は掛金の減額制度があります。 

（４）年金の支給 

①支給開始 加入者の死亡、または重度障害になった月から 

②支給期間 障がい者に対し、終身支給 

③支給額  月額２０，０００円 （加入１口あたり） 

< 問合せ >  東京都扶養共済事務センター  電話 ３３４４－８６３３ 

FAX ３３４４－7281 

  



- 49 - 

 

３．荒川区障がい者福祉給付金 

 

障がいを有しながら、国民年金制度の発展過程において生じた公的年金（特別障害給付金を含

む）を受給できない特別永住者の外国籍区民（現在、日本国籍を取得した区民を含む。以下「外国籍

区民等」という）に対して、荒川区障がい者福祉給付金を支給することにより、その方の生活を支援

し、障がい者福祉の向上を図ることを目的とします。 

（１）支給対象者 

下記のいずれかに該当する外国籍区民等（居住期間は問わない） 

①昭和３７年１月１日以前に生まれた方で、昭和５７年１月１日前に中度以上の障がい者となった

外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前であ

る外国籍区民等。 

②昭和２２年１月１日以前に生まれた方で、昭和５７年１月１日から昭和６１年３月３１日までの間

に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和６１年４月１日以降に中度以上の障

がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。 

（２）支給額 

①重度の障がい者  月額３３，０００円 

※身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度、精神障害保健福祉手帳１級 

②中度の障がい者  月額２６，０００円 

※身体障害者手帳３級、愛の手帳３度、精神障害保健福祉手帳２級 

（３）支給停止該当事由 

基本的には、障害基礎年金の支給停止該当事由に準じます。それ以外の事由については下記の

とおりです。 

①公的年金の受給権者となった場合 （特別障害給付金に準じる） 

②他の自治体から同様の給付金を受給している場合  

③生活保護法第１１条に規定する扶助のいずれかを受けている場合  

※なお、上記③の該当事由により停止された場合の解除については、職権により行うことがで

きることとします。 

（４）資格喪失事由 

①死亡したとき。   ②重度又は中度の障がい者でなくなったとき。 

③区外に転出したとき。  ④虚偽その他不正の手段により給付金を受給したとき。 

⑤辞退したとき。 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 2691 
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７ 医 療 

 

１．心身障害者医療費助成 (マル障) 

 

重度の心身障がいの方が、病院･診療所などで診療を受けたとき、窓口で支払うことになってい

る医療費の自己負担分の一部を助成します。 

（１）対象 

身体障害者手帳１･２級の方（心臓・じん臓･肝機能・ぼうこう・呼吸器･もしくは直腸・小腸又はヒ

ト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの内部障がいについては３級の方も含む）又は、愛の

手帳１･２度の方、精神障害者保健福祉手帳１級の方。 

（２）制限 

次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。 

①所得制限基準額（別表１４７ぺージ）を超える方 

②生活保護を受けている方 

③６５歳以上になってはじめて（１）に該当することになった方 

④後期高齢者医療制度の加入者で、かつ住民税が課税されている方等〈所得制限基準額〉 

受給資格者本人の所得による制限（２０歳未満のときは原則世帯主の所得による） 

（３）助成内容 

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から後期高齢者医療制度に準じた一

部負担金（下記参照）を差し引いた額を助成します。 

ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。 

 

一部負担金 一月あたりの自己負担上限額 

住民税課税者 
通院 １割 １８，０００円※１ 

入院 １割 ５７，６００円※２ 

住民税非課税者 
通院 

負担なし 
入院 

※１ 年間上限１４４，０００円 

※２ 過去１２か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上

限額が「４４，４００円」に下がります。 
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（４）助成方法 

保険を扱う医療機関で保険証と受給者証を提示して、受診します。 

ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分

を医療機関の窓口に支払い、その領収書を持って、障害者福祉課に医療費助成の申請をしてくだ

さい。 

また、同一月内に複数の医療機関等で受診し、支払った医療費が一月あたりの自己負担上限額

を超えた場合は、その超えた金額について申請をすれば償還が受けられます。 

（５）申請に必要なもの 

ア．受給者証取得申請 

①身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

②健康保険証 

③前年の所得証明書（転入の方のみ） 

イ．医療費払い戻し請求申請 

①健康保険証 

②医療機関の領収書（領収金額、保険点数等内訳、受診期間、患者氏名が記載されており、医

療機関の名称及び押印があるもの） 

③受給者証 

④療養費の支給決定通知書（高額療養費･補装具等請求の方で、荒川区の国民健康保険以外

の健康保険に加入されている方のみ） 

⑤預貯金通帳 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 ２６91 

 

２．難病等の医療費助成 

 

（１）対象 

特定の難病にかかっている方（対象疾病一覧表（１２９～１３２ページ）参照） 

（２）助成内容 

診療、薬剤などにかかる医療費のうち、自己負担分(各種保険適用分)の一部が助成されます。 

（３）申請に必要なもの 

必要書類等につきましては、受給される方によって異なります。担当までお問い合わせくださ

い。 

< 問合せ >  障害者福祉課こころの健康推進係  内線 ２６９２ 
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３．小児慢性特定疾病医療費助成 

 

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の

負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。令和２年７月からは、

荒川区に児童相談所を設置したことに伴い、申請受付から医療費助成まで荒川区で行っています。 

（１）対象 

次の２つの要件を両方満たす方 

①区内に在住する満１８歳未満の方（ただし、１８歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給

者証を有し、かつ引き続き有効な受給者証を有する方に限り満２０歳未満まで延長可能） 

②小児慢性特定疾病医療支援事業の対象疾患にかかっており、かつ別に定める認定基準に該

当する方 

（２）助成内容 

指定医療機関において、認定された疾病の治療にかかる診療を受けた場合、医療費の自己負担

分の一部を助成します。 

（３）利用方法 

認定された方へ医療受給者証を交付します。診療を受ける際は、受給者証を受付に提示してく

ださい。 

（４）費用 

保護者等の所得や児童等の状態などに応じて自己負担上限があります。 

< 問合せ >  健康推進課健康推進係  内線 433 

 

４．更生医療(自立支援医療) 

 

身体障がい者の方が手術などによって、障がいの程度を軽くしたり取り除いたり、または障がい

の進行を防ぐことが可能な場合、その医療を助成する制度です。 

（１）対象 

身体障害者手帳の交付を受けている１８歳以上の方。 

※世帯の区市町村民税（所得割）が年２３万５千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であ

り、高額治療継続者（「重度かつ継続」）に該当する場合に限り、経過措置（令和９年３月３１日ま

で）により対象となります。 

（２）給付内容 

①指定医療機関に委託して現物給付  ②医学的処置、手術、その他治療 
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③病院又は診療所への入院 

（３）利用方法 

医療券の交付を受け、指定医療機関で診療を受けます。 

（４）費用 

同一保険の世帯員全員の所得に応じて自己負担上限があります。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

5．育成医療(自立支援医療) 

 

身体障がいがあり、または、現存する疾患を放置すると、将来において障がいを残すと認められ

る者で、手術等によって確実な治療の効果が期待できる者を対象として医療費を助成する制度で

す。 

（１）対象 

１８歳未満で、①肢体不自由、②視覚障がい、③聴覚･平衡機能障がい、④音声･言語・そしゃく機

能障がい、⑤心臓機能障がい、⑥腎臓機能障がい、⑦小腸機能障がい、⑧肝臓機能障がい、⑨そ

の他の先天性内蔵障がい、⑩免疫機能障がいがあり、手術等によって改善が見込まれる児童。 

（２）給付内容 

指定自立支援医療機関において、上記の疾病・障がいにかかる医療を受けた場合、医療費の給

付を行います。 

（３）費用 

同一保険の世帯員全員の所得に応じて自己負担上限があります。 

< 問合せ >  保健所保健予防課  内線 ４３０ 

 

6．精神障がい者の医療費助成 

 

（１）対象及び助成内容 

①小児精神障害者入院医療費助成制度 

１８歳未満で精神障がいのため精神病院に入院を必要としている小児を対象とし、健康保険

などの自己負担分を給付します。 

※精神医療の入院医療費助成は、小児を除いてありません。 

②通院中の医療（自立支援医療 精神通院） 

精神障がいで通院治療を受けている方に、所得に応じて自己負担分の一部を助成します。 
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< 問合せ >  障害者福祉課こころの健康推進係  内線 ２６８８ 

 

7．在宅重症心身障害児（者）等訪問事業(都の事業) 

 

重症心身障がい児(者)及び医療的ケア児のご家庭に看護師が訪問し、ご家族が自信を持ってお子

様の在宅療育に当たれるよう、健康管理や看護技術の指導、療育に関する相談等の支援を行います。 

（１）費用等 

費用は無料で、訪問回数はおおむね週 1 回 

< 問合せ >  健康推進課保健相談担当  内線 432 

 

8．ひとり親家庭医療費助成 

 

（１）対象 

次のいずれかに該当する方で、各種医療保険の加入者。 

①ひとり親家庭の母又は父（母子家庭の母、父子家庭の父） 

②両親がいない児童などを養育している養育者 

ひとり親家庭の児童とは、１８歳に達した日の属する年度の末日（中度以上の障がいがある場合

は２０歳未満）までの方 

なお、「ひとり親家庭」には、父母が揃っていても父又は母いずれかが身体障害者手帳２級以上

程度の障がいがある場合を含みます。（所定の診断書の提出が必要な場合があります） 

（２）対象とならない方 

①所得がひとり親家庭医療費助成制度の限度額以上の方 

②生活保護を受けている方 

③児童が施設に入所しているとき又は里親に委託している方 

（３）助成内容 

国民健康保険や社会保険などの各種医療保険の自己負担から、荒川区ひとり親家庭の医療費

の助成に関する条例の例により算定した一部負担金相当額等を控除した額。（ただし、非課税世帯

に属する場合は、入院食費のみの負担） 

（４）申請に必要なもの 

必要書類等につきましては、受給される方によって異なりますので、担当窓口までお問い合わ

せの上ご来庁ください。 

< 問合せ >  子育て支援課子育て給付係  内線 ３８１６ 
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9．乳幼児・子ども・高校生等医療費助成 

 

０歳～１８歳までの子どもが、健康保険を使って医療機関（病院･診療所･薬局･その他）にかかっ

た場合、窓口で支払う医療費の一部（自己負担分）を助成します。ただし、健康保険のきかないもの

（健康診断･予防接種･入院時の差額ベッド代・入院の食事代･薬の容器代等）は助成されません。対

象者には申請により「マル乳医療証」・「マル子医療証」・「マル青医療証」が発行されます。 

（１）対象 

０歳～１８歳(１８歳に達した日以後の最初の３月３１日まで)の子ども 

（２）対象とならない方 

①国民健康保険又は社会保険に加入していない方 

②生活保護を受けている方 

（３）申請に必要なもの 

健康保険証（対象の子どものもの） 

< 問合せ >  子育て支援課子育て給付係  内線 ３８１７ 

 

10．後期高齢者医療制度 

 

（１）対象 

東京都内にお住まいで、 

①７５歳以上の方 

②６５歳以上７５歳未満で一定の障害がある方 

（本人の申請に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方） 

※後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。 

※一定の障害とは、 

・国民年金証書（障害年金１級・２級） 

・身体障害者手帳１～３級 

・身体障害者手帳４級の一部……下肢障害４級１号、３号、４号、音声・言語障害 

・精神障害者保健福祉手帳１・２級 

・愛の手帳１・２度 

< 問合せ >  国保年金課後期高齢者医療係  3802－4148 
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８ 日常生活の援助 

 

１．補装具の交付と修理費の支給 

 

身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者の方に対して、身体機能をおぎない、職業その他日常

生活の向上を図るため、補装具の交付と修理に対する費用を支給します。 

（１）対象 

身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者の方。対象となる補装具の種類は別表（１

３７ページ）によります。 

なお、補装具の交付は、身体障害者更生相談所（東京都心身障害者福祉センター）の判定が必要

なものもあります。 

また､介護保険該当者は、介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険が優先さ

れます。 

（２）費用 

原則、所得に応じた自己負担があります。（一定の負担上限額があります） 

※所得によっては、費用の支給対象とならない場合もあります。 

※令和６年４月１日より、１８歳未満の児童の補装具費に対する所得制限は撤廃されました。 

< 問合せ >  身 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

難 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

 

2．中等度難聴児補聴器購入費助成 

 

身体障害者手帳の交付の対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器及びその付属品の購入

費の一部を助成します。 

※原則片耳への支給です。修理費は対象となりません。 

※申請前に購入した補聴器は対象となりません。 

(1)対象 

次のすべての要件に該当する方 

①荒川区内に居住している１８歳未満の児童 

②身体障害者手帳(聴覚障がいに限る)の交付の対象となる聴力ではないこと 

③両耳の聴力レベルが概ね 30dB 以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効
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果が期待できると医師が判断する者 

(1)対象 

原則、所得に応じた自己負担がかかります。(一定の負担上限額があります) 

※令和６年４月１日より、所得制限は撤廃されました。 

＜ 問合せ ＞  身 児 障害者福祉課相談支援係  内線 2685 

 

3．日常生活用具の給付 

 

在宅の心身障がい者（児）、難病患者又は医療的ケア児等の日常生活を容易なものとするため、

別表（１３８～１４６ページ）のような給付を行っています。 

（１）対象 

身体障害者手帳､愛の手帳の交付を受けている方、難病患者又は医療的ケア児等。 

また、介護保険該当者は、介護保険の福祉用具と共通する品目については、介護保険が優先さ

れます。 

(2)費用 

原則、所得に応じた自己負担がかかります。（一定の負担上限額があります） 

※所得によっては、費用の支給対象とならない場合もあります。 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

難 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

 

4．住宅設備改善費の給付 

 

在宅の身体障がい者（児）の日常生活の便宜を図るため、下表のような給付を行っています。 

(1)対象 

学齢児以上で身体障害者手帳の交付を受けている方。等級、障がい部位によって給付の種目が

限定されます。 

※新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象

となります。 

※同一の種目に係る給付は、原則、１世帯当たり１回限りとなります。 

※工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。 

(2)費用 

原則、所得に応じた自己負担があります。（一定の負担上限額があります） 
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※所得によっては、費用の支給対象とならない場合もあります。 

 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

5．ストーマ装具購入費助成事業 

 

ストーマ造設術をし、身体障害者手帳を申請された方に、手帳が交付されるまでの間、購入費の

一部を助成します。 

（１）対象 

ストーマ造設術者で身体障害者手帳を申請する方 

（２）費用 

原則、所得に応じた自己負担があります。 

 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

  

種目名 給 付 対 象 者 基準額 

中規模改修 

学齢児以上６５歳未満で、下肢又は体幹に係る障が

いの程度が２級以上の者及び補装具として車椅子の

交付を受けた内部障がい者 

６４１千円 

屋内移動設備 

学齢児以上で、上肢、下肢又は体幹機能障がいを有

し、歩行ができない状態で、かつ障がいの程度が１級

の者及び補装具として車椅子の交付を受けた内部障

がい者 

機器本体 ９７９千円 

設置費  ３５３千円 

階段昇降機 

学齢児以上で、車椅子利用の下肢又は体幹に係る

障がいの程度が１・２級の者及び補装具として車椅子

の交付を受けた呼吸器・心臓機能障がい１級の者 

直線型   ７００千円 

曲線型 １，４８３千円 
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6．移動支援 

 

社会生活上必要な外出及び社会参加を目的とした外出時の移動を支援します。 

(1)対象 

区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方。 

①屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者等（同行援護の対象とならない利用に限る） 

②身体障害者手帳１級～３級に該当し、両上肢及び両下肢機能の障がいを有する方又はこれに

準ずる方 

③愛の手帳の交付を受けている方 

④精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又は自立支援医療（精神通院医療）の対象と

なっている方 

⑤区内の特別支援学級、通所施設又は都内の特別支援学校等に通っている方 

※介護保険該当者は介護保険のサービスが優先されます。 

※原則通勤時の移動は対象外です。 

(2)内容 

家庭状況、生活状況により、必要に応じて時間数を決定します。 

(3)費用 

無料 

< 問合せ >  身 知 児 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2695 

 

7．緊急一時保護（区の制度） 

 

保護者による介護が困難になった場合に、保護者に代わり、「グループホームひぐらし」で一時的

に心身障がい者（児）の介護を行います。利用者の方は、あらかじめ登録申請と、健康診断書の提出

が必要となります。 

(1)対象 

区内に居住する在宅の学齢以上の方で次のいずれかに該当する方。なお、介護保険該当者は介

護保険のサービスが優先されます。 

①身体障害者手帳１～３級の方 

②愛の手帳１～４度の方 

(2)内容 
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宿泊を要しない利用、及び宿泊を要する利用があります。 

保護者の病気・葬儀・法事などでの利用は、１回につき３日以内です。 

保護者の休養や旅行（レスパイト）、学校・団体行事等参加などでの利用は、１回につき３日以内

で、年度内２回まで可能です。 

(3)実施施設 

グループホームひぐらし 

  荒川区東日暮里２－４５－１２ 電話 ５６１５－２７４５ 

  受付時間  午前８時から午後６時 

  食事代   （朝３００円   昼４００円   夜６００円） 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

8．障がい者（児）日中一時支援事業 

 

○障がい児タイムケア 

おもに知的障がい児の日中における活動の場所を確保し、障がい児の家族の就労または日常

的に介護している家族の一時的な休息を支援し、障がい児や家族間における交流を図ります。 

(1)対象 

特別支援学校等に通っている小中高生など 

(2)実施施設 

おぐのあかり  荒川区西尾久 5－15－15  電話 3810－8818 

生活クラブスニーカー 荒川区西日暮里 6－25－3 電話 6240－8204 

(3)費用 

無料 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係 内線 ２６８５ 

○施設タイムケア 

障がい者（児）に対して宿泊を伴わない短期的な施設利用を提供し、当該施設において、日常

生活の援助、日中活動の支援を提供します。 

(1)対象 

区内に住所を有する身体障がい者（児）及び知的障がい者（児）であって、当該障がい者（児）

の介護を日中できる者がいない方。ただし、次のいずれかに該当する方は、ご利用になれませ

ん。 

①感染性疾患を有する方 
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②入院治療を要する方 

③その他障がいの程度、状態等により施設において介護をすることが困難な方 

(2)費用 

所得に応じた自己負担がかかります。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

9．福祉タクシー利用券 

 

外出困難な障がい者に、福祉タクシー利用券を交付することにより、通院などの健康維持、社会

参加による生活圏の拡大等を支援するものです。 

(1)対象 

区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方 

①身体障害者手帳 下肢又は体幹機能障がい １～３級 

②身体障害者手帳 視覚障がい １・２級 

③身体障害者手帳 上肢機能障がい １級 

④身体障害者手帳 内部障がい １～３級 

⑤愛の手帳 １・２度 

※この要件は自動車燃料費の助成資格と同じです。 

(2)交付制限 

次のいずれかに該当する方は交付の対象となりません。 

①対象者又は交付対象者が２０歳未満の場合は、対象者の保護者の４月１日基準日における

前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準額（１４７ページ）を超えるとき。 

②交付対象者が施設入所又は入院しているとき。 

③交付対象者が自動車燃料費の助成を受給しているとき。 

(3)内容 

４月を基準に、１年間分としてまとめて４冊の福祉タクシー利用券を交付します。新規の方は、申

請の月に応じて、以下の金額相当分の福祉タクシー利用券を交付します。 

・４月までに申請された方、翌年度以降対象となった方 

   １冊１１，７００円分の福祉タクシー利用券・・・４冊 

・５月以降に申請された方 

   １冊 ３，９００円分の福祉タクシー利用券・・・申請月から翌年３月分まで 

(4)利用できるタクシー 
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荒川区と契約しているタクシー会社 

契約しているタクシー会社については、福祉タクシー利用券の最終ページと福祉タクシー利用

券発送時に同封している「タクシー会社一覧表」に印刷してあります。 

(5)申請に必要なもの 

①身体障害者手帳又は愛の手帳 

②本人（２０歳未満の方についてはその保護者）の所得証明書（転入の方のみ） 

(6)翌年度以降の利用券について 

審査の結果、翌年度以降も交付対象となる方には、各年度 3 月下旬を目途に翌年度用利用券を

送付します。 

なお、有効期間内に使用しなかった福祉タクシー利用券は、返却をお願いしています。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

10．難病患者通院費助成 

 

難病のある方に対し、通院するために利用したタクシー料金の一部を助成します。 

（１）対象 

区内在住でタクシー利用時に区が指定する特殊疾病を有しており、難病医療費助成、小児慢性

特定疾病医療費助成、東京都単独難病医療費助成又はその他の難病医療費助成を受けている方

（申請中の方はご相談ください） 

（２）助成制限 

次のいずれかに該当する方は助成の対象となりません。 

①４月１日基準日における前々年所得（２０歳未満の方は保護者の所得）が心身障害者福祉手当

の所得基準額（１４７ページ）を超える方 

②荒川区福祉タクシー利用券の交付又は荒川区心身障害者自動車燃料費助成を受けている方 

③施設入所又は入院している方 

（３）助成額 

４か月あたり 15,600 円を限度として助成します。 

（４）申請に必要なもの 

①荒川区難病患者通院費助成金交付申請書兼請求書 

②タクシーの利用及び通院を証する領収書（写し可） 

③本人（２０歳未満の方についてはその保護者）の所得証明書（申請年 1 月 1 日に荒川区外に住

民票があった方のみ） 
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（５）申請方法 

タクシー利用月により、申請（請求）期限があります。詳細は、区ホームページ（掲載ＱＲコード）

で確認してください。 

ア 窓口申請 

上記（４）を持参の上、窓口にて申請してください。 

イ 電子申請 

区ホームページ（掲載ＱＲコード）から電子申請システムにアクセスし、 

必要事項を入力の上、申請してください。 

 

＜問合せ＞  障害者福祉課障害サービス係 内線２６９１ 

 

11．自動車燃料費の助成 

 

本人又は生計を一にする家族が所有する自動車（営業用自動車及び二輪車を除く）の燃料費を助

成します。 

(1)対象 

区内に住所を有し、次のいずれかに該当する心身障がい者の方 

①身体障害者手帳 下肢又は体幹機能障がい １～３級 

②身体障害者手帳 視覚障がい １・２級 

③身体障害者手帳 上肢機能障がい １級 

④身体障害者手帳 内部障がい １～３級 

⑤愛の手帳 １・２度 

※この要件は福祉タクシー利用券の交付資格と同じです。 

(2)助成制限 

次のいずれかに該当する方は助成の対象となりません。 

①対象者又は助成対象者が２０歳未満の場合は、対象者の保護者の４月１日基準日における

前々年所得が心身障害者福祉手当の所得基準額（１４７ページ）を超えるとき。 

②助成対象者が施設入所又は入院しているとき。 

③助成対象者が福祉タクシー利用券の交付を受けているとき。 

(3)助成額 

３か月あたり１０，５００円を限度として助成します。 

(4)申請に必要なもの 

区ホームページ 
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①身体障害者手帳又は愛の手帳 

②東京都又は荒川区の自動車税（種別割）減免決定通知書又はそれにかわるもの 

（初回のみ車検証で可） 

※電子車検証の場合は、電子車検証の他に自動車検査証記録事項も必要です。 

③運転免許証のコピー（主に自動車を運転される方のもの） 

④印鑑 

⑤口座を確認できるもの 

⑥本人（２０歳未満の方についてはその保護者）の所得証明書（転入の方のみ） 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

12．リフト付自動車利用助成事業 

 

車いすや寝台使用の障がい者がそのまま乗車できるリフト付自動車の利用助成を行います。 

（１）対象 

次の要件に該当する方 

①身体障害者手帳の障がい程度が下肢又は体幹機能障がいの１・２級の方で、次のいずれかに

該当する方 

・電動車いす（簡易電動車いすを除く）又はリクライニング型など特別仕様の車いすを使用し

ている方（原則として、補装具として支給決定していること） 

・愛の手帳１・２度にも該当する重度の重複障がい者で、常時車いすを使用している方 

②身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方で、ストレッチャーで移動する必要がある方 

③医療的ケアを日常的に受けている方で、常時車いす等を利用している方 

(2)内容 

区が指定する運送事業者のリフト付自動車の利用にあたって、対象者に以下の利用券を助成し

ます。 

①リフト付自動車車いす利用券及びストレッチャー利用券 

②リフト付自動車専用券(運賃助成用) 

基本料金として運賃、予約料、介助料及び車いすやストレッチャーの利用料を助成します。 

ただし、運賃、迎車回送料金のほか、基本料金に含まれない特殊介助料金、医療機器使用料金、

有料道路料金、駐車料金等は、全額利用者負担となります。 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 ２６９３ 
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13．福祉電話 

 

外出困難な重度障がい者がいる世帯の電話について、基本料金・付加使用料等を助成します。 

(1)対象 

次の要件に該当する方 

生活保護世帯又は住民税非課税世帯のうち身体障害者手帳２級以上を有する１８歳以上の聴

覚障がい者又は外出困難な重度の身体障がい者がいる世帯 

(2)費用 

基本料金・付加使用料等を区が負担します。通話料は利用者の負担となります。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

14．手話通訳者・要約筆記者派遣等 

 

○手話通訳者・要約筆記者派遣 

事前に荒川区障害者福祉課での利用登録が必要です。 

(1)対象 

身体障害者手帳を交付された聴覚障がい者および言語機能障がい者 

(2)費用 

無料 

<利用登録後の申込み> 

東京手話通訳等派遣センター ＦＡＸ・電話 ６２７３－０５５８ 

     メール arakawa@tokyo-shuwacenter.or.jp  

※申し込みは、利用の１週間前までにお願いします。 

○手話のできる専門職員による相談事業 

委 託 先 公益社団法人 東京聴覚障害者総合支援機構 

専門職員の資格 社会福祉士、精神保健福祉士 

(1)対象 

身体障害者手帳を交付された聴覚言語障がい者 

(2)回数 

月１０回まで 

(3)派遣内容 

生命、健康、教育、文化活動、地域活動等に関するもの。 

mailto:arakawa@tokyo-shuwacenter.or.jp
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※営業、政治、宗教活動は除く。 

(4)費用 

無料 

< 申請・問合せ >  障害者福祉課障害サービス係 内線２６８３ 

FAＸ ３８０２－０８１９ 

※申請書に記入して、１週間前までにファックスで送ってください。 

○荒川区電話代行サービス 

スマートフォン等のテレビ電話機能を使い、通訳コールセンターを通して、電話をかける仕組

みです。利用にあたり、申請書の提出が必要です。 

(1)対象 

荒川区在住者 

(2)費用 

無料（サービスにかかる利用料金は、区が負担します。携帯電話等端末の基本利用料金は利

用者負担です。） 

< 申請・問合せ >  障害者福祉課庶務係 内線 2682 

○ビデオ広報の貸し出し 

< 問合せ >  広報課   内線２１３６ 

○読話講習  中途失聴者（難聴者）手話講習 

< 問合せ >  東京都聴覚障害者自立支援センター 

〒１５０－００１１  渋谷区東１－２３－３  ＦＡＸ ５４６４－６０５９ 

      電話 ５４６４－６０５８ 

○字幕入りビデオの貸出し 

< 問合せ >  （社福）聴力障害者情報文化センター 

〒１５３－００５３  目黒区五本木１－８－３ ＦＡＸ ６８３３－５００５ 

      電話 ６８３３－５００４ 

○喉頭摘出者発声訓練 

< 問合せ >  （公社）銀鈴会 

〒１０５－０００４  港区新橋５－７－１３ ビューロ新橋 901 

ＦＡＸ ３４３６－３４９７    電話 ３４３６－１８２０ 

○吃音発声訓練 

< 問合せ >  （一社）東京言友会 

〒１７０－０００５  豊島区南大塚１－３０－１５ ＦＡＸ ３９４２－９４３８ 
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      電話 ３９４２－９４３６ 

 

15．緊急ファクシミリ通報 

 

聴覚・言語機能障がい者が緊急事態に陥ったとき、消防緊急通報カードを用いて東京消防庁（１１

０番・１１９番）にファックス通報するシステムです。 

※消防緊急通報カードが必要な方にお渡しします。 

※携帯電話やＰＨＳから電子メールを利用して東京消防庁にメール通報する緊急メール通報も

あります。 

詳しくは東京消防庁ホームページをご覧ください。 

< 問合せ >  東京消防庁ホームページ http://www.tfd.metro.tokyo.jg.jp 

 

16．視覚障がい者対面音訳者派遣事業 

 

視覚障がい者に対して、対面音訳者を派遣します。 

(1)対象 

身体障害者手帳を交付された視覚障がい者 

(2)回数 

月２回まで（１回あたり１時間程度） 

(3)内容 

①生活上必要不可欠な説明書の音訳 

②郵便物の音訳 

③新聞、雑誌の音訳 

④公的機関等への申請書の代筆 

⑤契約書関係以外の代筆 

※④、⑤は営業にかかわりのあるものを対象外とします。 

(4)費用 

無料 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係  内線 ２６９３ 

  

http://www.tfd.metro.tokyo.jg.jp
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17．録音による区報等 

 

○「声のあらかわ区報」 「声のわたしの便利帳」 

< 問合せ >  広報課  内線 2138 

○「声の区議会だより」 

< 問合せ >  議会事務局  内線 ３６16 

○家庭生活訓練、中途失明者緊急生活訓練、パソコン講習会等 

（１）費用 

無料 

< 申込み先 >  東京都盲人福祉協会  電話 ３２０８－９００１ 

      ＦＡＸ ３２０８－９００５ 

 

18．点字図書館 

 

目の不自由な方の教養と福祉の増進をはかるため、点字図書等の貸出しを行っています。図書

館により、事業内容、利用方法が異なりますので直接お問合せください。 

①点字図書・デイジー図書・録音テープなどの製作、貸出し 

②盲人生活用具の研究開発と普及 

③点訳奉仕員・朗読奉仕員の養成など 

< 問合せ >  日本点字図書館 

〒169－8586 新宿区高田馬場 1－23－4 TEL 3209－0241 

      FAX 3204－5641 

東京ヘレン・ケラー協会点字図書館 

〒169－0072 新宿区大久保 3－14－20 TEL 3200－0987 

      FAX 3200－0982 

日本盲人会連合点字図書館 

〒169－8664 新宿区西早稲田 2－18－2 TEL 3200－6160 

 

19．盲ろう者のための相談・訓練 

 

(1)内容 

盲ろう者や関係者からの相談を受け、情報提供や問題解決の支援を行います。又、コミュニケー
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ション、パソコン、生活についての個別訓練、交流会や学習会の開催等を行います。 

(2)費用 

無料(ただし、場合によって参加費の自己負担があります。) 

< 問合せ >  東京都盲ろう者支援センター 

〒111-0053 台東区浅草橋 1－32－6  コスモス浅草橋酒井ビル 2 階 

TEL 3864－7003  FAX 3864－7004 

メール  tokyo-db@tokyo-db.or.jp 

 

20．盲ろう者通訳・介助者の派遣 

 

(1)内容 

買い物や通院等の外出時の通訳および移動介助。 

※事前登録が必要です。 

(2)対象 

視覚と聴覚の両方の障がいが身体障害者手帳に記載されている方。 

(3)費用 

無料(ただし、通訳・介助中の交通費や派遣先までの交通費が上限額を超える場合は、自己負担

があります。) 

< 問合せ >  東京都盲ろう者支援センター 

〒111-0053 台東区浅草橋 1－32－6  コスモス浅草橋酒井ビル 2 階 

TEL 3864－7003  FAX 3864－7004 

メール  tokyo-db@tokyo-db.or.jp 

 

21．理美容サービス 

 

理容店・美容店を利用することが困難な６５歳未満の重度の心身障がい者に、理美容券を交付す

ることにより、障がい者が居宅で理美容師の訪問サービスを受けられます。また、巡回入浴サービ

スを希望する場合は合わせて実施します。 

(1)対象 

６５歳未満で下肢・体幹に係る身体障害者手帳１・２級または愛の手帳１・２度で常に寝たきりの

方。 

(2)費用 

mailto:tokyo-db@tokyo-db.or.jp
mailto:tokyo-db@tokyo-db.or.jp
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利用するときに、料金の一部を業者に支払っていただきます。 

・本人の住民税が課税の場合 → ２，０００円 

・本人の住民税が非課税の場合 → １，０００円 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

22．巡回入浴サービス 

 

自宅や公衆浴場での入浴が困難な重度の障がい者に、巡回入浴車を派遣し、入浴サービスを提

供します。また、理美容サービスを希望する場合は合わせて実施します。 

(1)対象 

下肢・体幹に係る身体障害者手帳３級以上または愛の手帳１・２度で入浴することが困難な方。 

※65 歳以上及び介護保険第 2 号被保険者の方は除きます。 

ただし、次のいずれかに該当する方はご利用になれません。 

①感染性疾患にかかっている方 

②心臓又は血管系等の病気等により、入浴が不適当な方 

③入浴について、医師の了解が得られない方 

④入浴に際し、介助に当たる家族等がいない方 

(2)回数 

週１回 年５２回 

(3)費用 

無料 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

23．紙おむつ購入費等の助成 

 

重度心身障がい者（児）の方に紙おむつ購入費の一部を助成します。 

(1)対象 

３歳以上６５歳未満で、身体障害者手帳１・２級又は愛の手帳１・２度の交付を受け、おむつを常

時必要とする方。 

(2)助成内容 

区内の薬局又は介護用品店で利用できる１3，０００円(月額)の紙おむつ購入券を給付します。 

入院により病院指定の紙おむつを使用しなければならない方には、１3，０００円(月額)を限度
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としておむつ代の助成を行います。 

(3)費用 

助成額の１０％の自己負担があります。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

24．配食見守りサービス 

 

６５歳未満で、重度の障がいにより調理ができないひとり暮らし等の障がい者に食事を配達しま

す。また、配達員が訪問することにより孤立化を防止し、重度障がい者の方の地域社会での自立生

活を支援します。 

(1)対象 

下記の要件にすべて該当する方 

①６５歳未満で、次の各号のいずれかの世帯 

・ひとり暮らしの障がい者 

・障がい者と６５歳以上の高齢者のみ 

・障がい者のみ 

②身体障害者手帳 上肢・体幹・視覚障がい１・２級の方 

③栄養補給が十分でない方 

(2)回数 

昼食を週７回まで（調査により回数を決定します） 

※ただし、障害福祉サービス等の利用日を除きます。 

(3)費用 

無料（昼食代は利用者の負担となります） 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

25．寝具洗濯乾燥消毒 

 

寝具を洗濯乾燥することが困難な重度心身障がい者に対して、寝具の洗濯乾燥消毒サービスを

行います。 

(1)対象 

６５歳未満の身体障害者手帳１・２級又は愛の手帳１・２度の方で次の各号のいずれかに該当す

る方 
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①寝たきり状態のため、寝具の洗濯乾燥を必要とする場合 

②ひとり暮らしであって、障がいのため寝具の洗濯乾燥が困難な場合 

③家族の介護が十分に得られず寝具の洗濯乾燥が困難な場合 

(2)回数 

原則として月１回 (毛布や布団などを、毎月 1 回乾燥消毒します。また、年 1 回水洗いサービス

も行います) 

(3)費用 

寝具の洗濯乾燥にかかる費用の１０％を自己負担していただきます。（生活保護受給者は自己

負担なし） 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

26．緊急通報システム 

 

ひとり暮らし等の重度身体障がい者が緊急事態に陥ったとき、緊急通報システム機器を用いて

民間受信センターに通報し、関係機関および専門の現場派遣員による救護等を行う制度です。 

(1)対象 

荒川区内に住所を有する１８歳以上のひとり暮らし等であって、身体障害者手帳 1・2 級の方。 

(2)費用 

システム機器のレンタル料の３％分（月額）の自己負担があります。（生活保護受給世帯および住

民税非課税世帯は自己負担なし） 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

27．重度脳性まひ者への介護人派遣 

 

(1)対象 

２０歳以上の身体障害者手帳１級の脳性まひ者で、屋外活動することが困難な方を対象に、その

方が推薦する介護人に介護手当を支給します。 

(障害者総合支援法による障害福祉サービスとの重複利用はできません） 

(2)内容 

外出の付添い、その他必要な要務を行います。派遣は１ヶ月１２回以内で介護券を発行します。 

(3)手当 

介護人に対する手当の額  １回 ６，５６０円 
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< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

28．グループホーム家賃助成 

 

グループホームの入居者の所得状況に応じて、入居者が支払った家賃の一部を助成します。 

(1)対象 

グループホームに入居している１８歳以上の知的障がい者、身体障がい者、難病患者 

(2)支給制限 

次に該当する方は助成の対象となりません。 

①通過型のグループホームに入居しているとき。 

②入居者の所得額（月額）が９７，０００円以上の者。 

所得額は、入居者の収入月額から必要経費を控除した額です。 

ただし、４月家賃分から６月家賃分までは前々年の収入、７月家賃分から３月家賃分までは前年

の収入が対象です。詳細はお問い合わせください。 

(3)助成額 

入居者の所得額 助成額 ※ 

月額７３，０００円未満 ２４，０００円 

月額７３，０００円以上 

   ９７，０００円未満 
１２，０００円 

※ただし、家賃額が助成額を下回る場合は家賃額までが助成されます。 

また、特定障害者特別給付費対象者は、助成額から特定障害者特別給付費を控除した額が助

成されます。 

(4)支給方法 

入居のあった月の翌々月に、本人名義の預金口座に振り込みます。 

(5)申請に必要なもの 

①家賃領収書の写し 

②入居先グループホームの利用契約書（重要事項説明書含む）の写し 

③助成額算出のための以下の書類の写し 

・収入のわかるもの（年金振込通知書、給料明細書、源泉徴収票、各種手当の決定通知書、収

入のわかる本人名義の預金通帳など） 

・必要経費のわかるもの（社会保険料支払領収書、源泉徴収票、必要経費のわかる本人名義の

預金通帳など） 
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一度の申請で６月の家賃分まで助成額を決定します。引き続き助成を受けたい方は毎年更新が

必要です。 

< 申請・問合せ >  障害者福祉課相談支援係 内線 2685 

 

29．重症心身障がい児者等留守番看護師派遣事業 

 

在宅で、常時、医療行為が必要な重症心身障がい児者等の自宅へ留守番看護師を派遣して、不在

の家族の代わりに看護を行うことで、家庭で生活する重症心身障がい児者等と常に介護をしてい

る家族の安定した地域生活を支援します。 

(1)対象 

次の要件をすべて満たしている方 

※介護保険における要介護認定を受けている方は除きます。 

①１８歳に達する日の前日までに、次のいずれかに該当した方 

・愛の手帳の１度又は２度、身体障害者手帳の１級又は２級(下肢機能障がいもしくは体幹機能

障がいに限る)を取得した方 

・下表に掲げるいずれかの医療的ケアを日常的に受けている方 

②医療保険等による訪問看護を利用している方、又は利用を予定している方 

③在宅で生活している方 

1 人工呼吸器管理 7 中心静脈栄養(IVH) 

2 気管内挿管・気管切開 8 経管(経鼻・胃ろう含む) 

3 鼻咽頭エアウェイ 9 腸ろう・腸管栄養 

4 酸素吸入 10 継続する透析(腹膜かん流を含む) 

5 １日当たり６回以上の頻回の吸引 11 定期導尿(１日当たり３回以上) 

6 
ネブライザー 

(１日当たり６回以上又は継続使用) 
12 人工肛門 

※毎日行う機械的起動加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAP 等は、人工呼吸管理に含む。 

※定期導尿については、人工ぼうこうを含む 

(2)内容 

ご自宅に留守番看護師を派遣します。 

利用回数：週１回 
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利用時間：１回 ３時間まで 

(3)費用 

無料 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係 内線 ２６８５ 

 

30．医療的ケア児等家庭家事サポート事業 

 

在宅の医療的ケア児等と暮らすきょうだい児を養育する家庭に対してホームへルパーを派遣し、

介護を行う家族等の家事負担軽減を図ることで、当該児童の学習、休養、余暇、保護者とのふれあ

い等の機会の確保を支援します。 ※利用には登録が必要です。 

(1)対象 

日常生活を営むために医療を要する状態にある児者や、重症心身障がい児者等と暮らす児童

(１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで)を養育する家庭 

(2)内容 

簡易な食事の準備、衣類の洗濯･補修、居室の掃除･整理整頓等を行うホームヘルパーをご自宅

に派遣します。 

利用回数 ： 医療的ケア児等１人につき１月あたり２６時間まで 

利用時間 ： 午前７時～午後８時、1 回につき３時間まで 

※但し、利用日時は事業所の対応可能な日時となります。 

(3)費用 

無料 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

31．医療的ケア児等地域コーディネーター 

 

ケースに応じた支援へとつなげていくための専門の窓口として、医療的ケア児等地域コーディネ

ーターを荒川区基幹相談支援センターに設置し、医療的ケア児等とその家族、関係者からの相談に

応じています。 

(1)対象 

医療的ケア児等とその家族 

(2)内容 

電話や訪問、オンラインで相談に応じます。医療的ケア児等を各々の発達段階や状態に応じて、
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病院や訪問看護ステーション、幼稚園、保育園や学校、福祉サービス事業所など関係機関と連携し、

チームでサポートします。 

【相 談 先】 荒川区基幹相談支援センター 電話  3801-8060 

【事業について】 障害者福祉課庶務係  内線  2681 

 

32．障がい者における避難行動要支援者登録事業 

 

災害対策基本法に基づき、災害時に自力で避難することが困難で支援を必要とする方を対象に

「避難行動要支援者名簿」を作成し、地震などの大規模災害や火災等の緊急時における安否確認・

避難支援等に役立てます。 

※これまで区が作成してきた「緊急時等要援護者名簿」については、「避難行動要支援者名簿」へ

の移行を進めていきます。 

(1)対象 

以下のいずれかに該当する方を避難行動要支援者として定め、「避難行動要支援者名簿」へ自

動登録します。 

①身体障害者手帳 1 級～2 級をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

ただし、施設や病院などに長期入所、長期入院されている方は、対象ではありません。 

※①～③以外の方で、自力での避難が困難であると区長が認める場合、別途、申請での登録が

可能です。 

(2)内容 

①要支援者名簿の作成 

・平常時（名簿情報を平常時から外部提供することへ同意した場合） 

区から各支援機関に名簿を配布するとともに、防災訓練や防災の啓発に活用する。 

・災害時 

区から各支援機関に名簿を配布するとともに、災害時の避難行動の支援や安否確認等を行

う。 

②支援機関（名簿の外部提供先） 

区内の警察署、消防署、民生委員、その他の避難支援等の実施に携わる関係者 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2692 
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3３．車いすの貸し出し 

 

一時的に車いすが必要になった方に車いすをお貸しします。詳細については下記にお問合せく

ださい。 

< 問合せ >  荒川区社会福祉協議会 電話 ３８０２－２７９４ 

ＦＡＸ ３８０２－３８３１ 

荒川たんぽぽセンター（荒川区立心身障害者福祉センター） 

電話 ３８９１－６８２４ ＦＡＸ ３８０７－８４８３ 

 

34．補助犬の給付 

 

(1)対象 

都内に居住する満 18 歳以上の在宅の身体障がい者で、次の要件を満たす方。 

・盲導犬…視覚障がい１級の方 

・介助犬…肢体不自由１・２級の方 

・聴導犬…聴覚障がい２級の方 

①都内におおむね１年以上居住している方 

②所定の訓練を受け、補助犬の飼育ができる方 

③自宅以外の場合は、補助犬の飼育について家屋の所有者、管理人の承諾が得られる方 

④世帯の所得税額が平均月額７７，０００円未満である方 

⑤社会活動への参加に効果があると認められる方 

(2)費用 

無料（ただし、飼育費は本人負担です） 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

35．区立図書館 

 

荒川区立図書館では、小説をはじめ専門書、実用書、雑誌、絵本、ＣＤ、DVD、ビデオテープなど

の貸出しを行っています。 

《障がい者サービス》 

図書館にお越しいただくのが困難な区内在住の方に、点字図書・録音図書や本・CD などを宅
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配いたします。また、目の不自由な方に、宅配のほか図書などの郵送、館内で資料を直接お読み

する対面音訳を行っています（対面音訳は、汐入および冠新道図書サービスステーションは除く）。 

また、デイジー図書・マルチメディアデイジー図書、プレクストーク（デイジー再生機）、ＬＬブック、

大活字本等の貸出しも行っています。 

< 問合せ >  ゆいの森あらかわ  電話 ３８９１－４３４９ ほか各地域図書館 

FAX 3891－４３５０ 

 

36．心身障害者休養ホーム 

 

心身障がい者（児）の方が家族の方などとくつろげる指定保養施設を利用する際に、利用者の宿

泊料の一部を助成します。 

(1)対象 

都内在住で、身体障害者手帳又は愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を受けている方と付き添

いの方（ただし、障がい者(児)１人につき１人） 

(2)助成回数 

１人年間２泊まで（４月１日から翌年３月３１日まで） 

(3)助成額 

１泊につき、本人は①大人６，４９０円 ②小学生以下５，７７０円 

付添者は①大人３，２５０円 

(4)利用方法 

利用申込書は障害者福祉課に用意してあります。 

あらかじめ電話等で日本チャリティ協会へ申し込んでください。利用予約が決まると、同会から

利用券が送付されます。 

保養施設利用のとき、利用券と身体障害者手帳又は愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持参

し、施設の窓口で利用券を提出し、手帳を見せて、自己負担額（利用料から助成額を差し引いた額）

を支払います。 

(5)利用予約 

日本チャリティ協会 

〒160－0004 新宿区四谷１－１９ アーバン四谷ビル４Ｆ 電話  ３３５３－５９４２ 

        FAX  ３３５９－７９６４ 
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37．ホテルグリーンパール那須 

 

(1)内容 

区民の保養施設として多くの方にご利用いただいているグリーンパール那須には、使用料の減

額制度があります。保養施設利用時に、手帳又は医療券・受給者証を提示してください。また、身

体障がい者の方が優先的にご利用いただけるお部屋（洋間１室、定員２名）もあります。 

(2)対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

(3)利用料 

上記①～⑤の方は１泊２，０００円、①～⑤の小人は１泊１，０００円、それぞれ割引になります。

下記コールセンターへ電話予約してください。 

(4)利用予約 

フォレストリゾート予約コールセンター  電話 0570－038－489 

 

38．清里高原ロッジ・少年自然の家 

 

(1)内容 

豊かな自然の中で青少年や区民の方が過ごせる施設で、下記の障がい者の方等が利用する場

合、使用料が半額になります。 

※年度内２泊まで（食事代は減額されません）。 

(2)対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

(3)開設時期 
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４月下旬から１1 月上旬まで（詳細はお問い合わせください） 

< 問合せ >  清里高原ロッジ・少年自然の家 電話 ０５５１－４８－2295 

 

39．荒川ばん座位体操 

 

(1)内容 

健康増進を目指して 安心して日々の生活を送る上で、健康を維持することは最も大切なこと

です。 

荒川区では、区民の誰もが健康で自分らしく暮らし続けていただけるよう、東京都立大学のご

協力のもとに、障がい者向けの健康体操「荒川ばん座位体操」を開発しました。 

《荒川ばんざい体操とは》 

この体操は、ひとりでも多くの方（ばんにん）が、いすに腰掛けた姿勢（座位）で行える１０分間

の体操です。自発的に手足を動かすことができない方も、介助者と一緒に楽しく行える内容です。 

・体操のおもな目的 

①からだの動きにあわせ深呼吸や大きく声を出すことで、呼吸機能の向上を図る 

②下肢の運動や腹式呼吸により､血行を高め､足先のむくみを軽減する 

③肩や腰の運動やストレッチにより、肩こり、腰痛を予防する 

④手足を動かすことで、関節の動きを維持する 

⑤一緒に運動することで、「気持ちいい」「楽しい」という心理的な効果を得る 

(2)対象 

健康体操に興味のある方。 

(3)実施場所 

以下の区内施設で体操を定期的に行っています(令和６年 4 月現在)。 

実施場所、実施日など、変更する場合がありますので、参加を希望される方はお問い合わせく

ださい。 

①荒川たんぽぽセンター 

所在地  荒川区荒川１－５３－２０  電話 ３８９１－６８２４ 

     FAX ３８０７－８４８３ 

②アクロスあらかわ 

所在地  荒川区荒川２－５７－８  電話 ３８０３－６２２１ 

     FAX ３８０３－６２２２ 

③南千住駅前ふれあい館 
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所在地  荒川区南千住 7－1－1 アクレスティ南千住 2 階 

     電話 3803－0571 

     FAX 3803－0572 

④西尾久ふれあい館 

所在地  荒川区西尾久８－３３－３１ 電話 ３８１０－６２１９ 

     FAX ３８１０－６２５１ 

⑤町屋ふれあい館 

所在地  荒川区町屋１－３５－８  電話 ３８００－２０１１ 

     FAX ３８００－２０１３ 

⑥その他  ※詳しくは担当までお問い合わせください。 

(4)費用 

無料 

(5)その他 

体操ビデオ等の配布・動画の視聴 

体操ビデオ(ビデオディスク)、音声による解説 CD をご用意しておりますので、ご利用を希

望される方はお問い合わせください。 

以下の QR コードからもばん座位体操の動画を視聴できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①荒川ばん座位体操 

エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 

②特集「荒川ばん座位体操」 

エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 

③【手話付き放送】特集「荒川ばん座位体操フェスタ 

～体操誕生から 15 周年～」 

エラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。 
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(6)製作・著作 

荒川区・東京都立大学 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

FAX ０３－３８０２－０８１９ 

 

40．文化・スポーツ施設 

 

○ゆいの森あらかわ駐車場 

(1)内容 

障がいのある方等への駐車料金の免除制度があります。1 階総合受付に手帳等を提示してく

ださい。 

(2)対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

< 問合せ >  ゆいの森あらかわ  電話 ３８９1－4349  ＦＡＸ 3891－4350 

○荒川ふるさと文化館 

（1）内容 

障がいのある方等への入館料の免除制度があります。受付に手帳等を提示してください。 

（2）対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

※介助者についても１名まで無料です 

< 問合せ >  荒川ふるさと文化館  電話 3807－9234  ＦＡＸ ３８０３－７７４４ 

○荒川総合スポーツセンター 

（１）内容 

楽しく気軽に、健康な汗を流せるスポーツ・レクリエーション施設です。個人利用料金・駐車料



- 83 - 

 

金の免除制度、団体利用料金の減額制度があります。初回利用時に、総合受付に手帳等証明で

きるものを提示してください。 

(2)対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

※介助者についても、介助目的であれば無料となりますので、ご相談ください。(介助者は原

則 1 名となりますが、2 名以上必要な方は受付にご相談ください) 

< 問合せ >  荒川総合スポーツセンター  荒川区南千住６－４５－５ 

電話 ３８０２－３９０１  FAX 5604－9023 

○あらかわ遊園スポーツハウス 

(1)内容 

スポーツを気軽に楽しみ心地よい汗を流せる施設です。温水プール・トレーニングルーム・ア

リーナでの個人使用料の免除制度があります。初回利用時に、総合受付に手帳等証明できるも

のを提示してください。 

(2)対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

※介助者についても、介助目的であれば無料となりますので、ご相談ください。(介助者は原

則 1 名となりますが、2 名以上必要な方は受付にご相談ください) 

< 問合せ >  あらかわ遊園スポーツハウス  荒川区西尾久８－３－１ 

電話 ３８００－７３３３  ＦＡＸ ３８００－７３３１ 

○あらかわ遊園 

(1)内容 

のりもの広場、どうぶつ広場、つり堀など子どもから大人まで楽しく遊べる施設です。入園料

の免除制度があります。入園ゲートで手帳等証明できるものを提示してください。 

(2)対象 
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①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

※介助者についても、介助目的であれば 1 名まで無料となります。 

< 問合せ >  あらかわ遊園  荒川区西尾久６－３５－１１ 電話 ３８９３－６００３ 

ＦＡＸ ３８９３－６０８９ 

○あらかわ遊園地下駐車場 

(1)内容 

地下自走式駐車場で１１４台収容できます。対象者本人及び同乗者が運転して地下駐車場を

利用する場合、手帳を提示すると駐車料金が免除されます。窓口で手帳等証明できるものを提

示してください。 

(2)対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④被爆者健康手帳をお持ちの方 

⑤難病に関わる医療券・受給者証をお持ちの方 

< 問合せ >  あらかわ遊園  荒川区西尾久６－３５－１１ 電話 ３８９３－６００３ 

 

41．選挙 

 

○郵便等投票制度 

(1)内容 

投票所へ行くことが困難な方が、自宅などから郵便等で投票できる制度です。郵便等投票を

行うには、選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。 

(2)対象 

郵便等投票の対象になる方は、公職選挙法の定めにより、いずれかの障がい・等級に該当す

る方です。ただし、郵便等投票ができる障がい・等級に該当し、さらに上肢・視覚の障がいが１級

の方は、選挙権を有する他の方に代理記載させることができます。 
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手帳等の種類 障がいの種類・要介護状態区分 障がいの程度 

身体障害者手帳 

両下肢、体幹、移動機能 １級若しくは２級 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 １級若しくは３級 

免疫、肝臓 １級から３級 

戦傷病者手帳 

両下肢、体幹 特別項症から第２項症 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第３項症 

介護保険の被保険者証 要介護５ ― 

 

（３）郵便等投票証明書 

この制度の利用を希望される方は、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入の上、身

体障害者手帳等を添えて申請してください。 

< 問合せ >  選挙管理委員会事務局   内線３４１１ 

○代理・点字投票制度 

各投票所では、身体の不自由な方、字の書けない方に係員が投票のお手伝いをします。また、

目の不自由な方には、点字投票の制度もありますので、投票所の係員にお申し出ください。 

< 問合せ >  選挙管理委員会事務局   内線３４１１ 

○投票支援カード 

投票所で、代理投票や投票所内での誘導等の支援が必要な場合には、事前に投票支援カード

に受けたい支援を記入した上で、投票所整理券とともに投票所にいる係員に渡すことで、必要な

支援等を円滑に受けることができます。 

投票支援カードは、投票所整理券での同封や区の選挙時特集ホームページでダウンロードで

きる他、当日・期日前投票所に備え置いています。 

< 問合せ >  選挙管理委員会事務局   内線３４１１ 

○投票用紙記入補助具 

投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安がある方が、記入する枠がわ

かりやすくなるようにご使用いただくものです。記入する枠の部分が切り抜かれていますので、

表面を手で触ることで、記入する位置がわかるようになっています。 

投票用紙記入補助具は、当日・期日前投票所に備え置いていますので、利用を希望する方は投

票所の係員にお申し出ください。 

 

< 問合せ >  選挙管理委員会事務局   内線３４１１ 
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42．粗大ごみ・家庭ごみ 

 

○粗大ごみ処理手数料の免除 

(1)対象 

①生活保護受給者 

②児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者 

③老齢福祉年金受給者ほか 

※障害者手帳を持っているだけでは支給要件に該当しません。 

< 問合せ >  清掃リサイクル推進課作業係  電話 ３８９２－４６７１ 

FAX ３８９５－４１３３ 

粗大ごみ受付センター   電話 6420－3353 

○粗大ごみの運び出し 

粗大ごみを屋外にご自身で運び出すことが困難で、区内に６５歳未満の親族が住んでいない

など、協力が得られない場合、以下に該当する世帯を対象に運び出しを行います。 

なお、運び出し収集の対象としない品目もあります。(要問合せ) 

(1)対象 

①６５歳以上の者のみで構成されている世帯 

②身体に障がいを有する者のみで構成されている世帯 

③その他区長が必要と認める世帯 

< 問合せ >  清掃リサイクル推進課作業係  電話 ３８９２－４６７１ 

ＦＡＸ ３８９５－４１３３ 

○家庭ごみの戸別収集 

家庭ごみをご自身で集積所へ持ち出すことが困難で、以下のいずれかに該当し、かつ他の者

の協力が得られない高齢者・障がい者世帯を対象に、現地調査等の結果を踏まえ、ごみの戸別収

集を実施します。 

(1)対象 

①高齢者(６５歳以上の者のうち要介護 2 以上の認定を受け、又はこれと同等の状態にある

と認められる者)のみで構成されている世帯 

②障がい者（身体・精神２級以上・愛の手帳を所持している者）のみで構成されている世帯 

③その他区長が必要と認める世帯 

< 問合せ >  清掃リサイクル推進課作業係  電話 ３８９２－４６７１ 

ＦＡＸ ３８９５－４１３３ 
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９ 住 宅 

 

１．都営住宅の申込みの優遇（世帯向けのみ） 

 

（１）一般世帯向住宅（新規募集の場合） 

①申込者本人又は同居親族のうち一人が身体障害者手帳（１級～４級）、戦傷病者手帳（特別項

症～第１款症）、愛の手帳（１～３度）、精神障害者保健福祉手帳（１～２級）の交付を受けている

場合、当選率が一般より７倍程度に優遇されます。 

②申込者本人が手帳の交付を受けている軽度の身体・知的・精神障がい者、又は原爆被爆者健

康手帳の交付を受けているか、本人又は同居親族のうち一人が難病患者、公害病認定患者等

の場合、当選率が一般より５倍程度に優遇されます。 

（２）ポイント方式による登録 

申込者が引き続き３年以上都内に住んでいる成年者で同居親族があり、本人又は同居者が、身

体障害者手帳（１級～４級）、戦傷病者手帳（特別款症～第１款症）、愛の手帳（１～３度）、精神障害者

保健福祉手帳（１～２級）の交付を受けている場合、抽選とはせずに、住宅に困っている度合いの

高い人を入居予定者として募集戸数分登録する方式です。 

（３）車いす使用者世帯向住宅 

申込者が都内に住んでいる成年者で同居親族があり、本人又は満６歳以上の同居親族に車いす

を使用する方（身体障害者手帳２級以上又は戦傷病者手帳（特別項症～第１款症）の所持者）がい

て、現に住宅に困っている場合、ポイント方式により応募できます。 

（４）単身者向住宅 

申込者が単身で都内に３年以上住んでおり、次のいずれかに該当する者 

①身体障害者手帳１～４級 

②愛の手帳１～４度 

③精神障害者保健福祉手帳１～３級 

（５）単身者用車いす使用者向住宅 

申込者が都内に３年以上住んでおり、単身の車いす使用者で、次のいずれかに該当する者 

①身体障害者手帳１～２級 

②戦傷病者手帳第１項症以上 

※全て収入基準があります。 

※募集内容・申込資格については、必ず募集案内をご確認ください。 
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< 問合せ >  東京都住宅供給公社募集センター 都営募集課・都営募集係 

電話 ３４９８－８８９４ 

 

２．都営住宅の家賃減額 

 

下記に該当する心身障がい者のいる世帯で、世帯の収入が基準以下の場合、家賃は半額に減額

されます。 

①身体障害者手帳１・２級 

②愛の手帳１～３度 

③難病患者の方で、常時介護を必要とする方 

④精神障害者保健福祉手帳１・２級 

< 問合せ >  ＪＫＫ東京（東京都住宅供給公社） お客様センター 

電話 ０５７０－０３－００７１ 

 

３．住宅増・修築資金融資のあっせん 

 

（１）制度概要 

区民の方がご自宅のリフォームをする際に、区が金融機関に融資あっせんを行い、低利で融資

が受けられるよう利子の一部を補給する制度です。工事着手前に担当課への相談が必要です。 

（２）申し込み資格 

対象となる住宅に現に引き続き１年以上居住している方 

（他にも必要条件がございます。詳細については担当課までお問い合わせください。） 

（３）制度の主な内容 

融資あっ旋額  ２０万円から５００万円まで（１万円を単位として工事費の範囲内） 

金融機関との契約利率 年０．９５％（固定金利型） 

利子補給率  高齢者及び心身障がい者同居世帯  年利率０．５７％ 

    （本人負担利率０．３８％） 

< 問合せ >  住まい街づくり課住宅係  内線 2824 
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１０ 就 労 

 

１．就職の相談 

 

○ハローワーク足立（足立公共職業安定所） 

障がい者について専門の窓口を設けています。 

①求人・求職の受付 

②職業相談・職業指導・職業紹介・職場適応指導 

③職業訓練受講の相談・受付 

④雇用保険受給の手続き 

⑤障がい者就職相談会の開催 

などを行っています。 

手話通訳による相談日もあります。 

< 問合せ >  ハローワーク足立（足立公共職業安定所） 

〒１２０－８５３０ 足立区千住１－４－１ 東京芸術センター６～８階 

電話 ３８７０－８６０９  ＦＡＸ ３８８８－２６４７ 

○東京障害者職業センター 

障がい者に対して 

①職業相談（仕事につくための条件や心がまえ） 

②職業評価（職業能力、適正を把握する） 

③職業リハビリテーション計画（職業相談、職業評価を踏まえながら今後の取組方針を決定） 

事業主に対して 

①事業主援助支援 

②職場適応援助者による支援 

などを行っています。 

< 問合せ >  東京障害者職業センター 

〒１１０－００１５ 台東区東上野４－２７－３  上野トーセイビル３階 

電話 ６６７３－３９３８  ＦＡＸ ６６７３－３９４８ 
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２．職業訓練 

 

○東京障害者職業能力開発校 

障がいもしくは病状が安定している方、自力で通える方が対象です。 

所在地  〒１８７－００３５ 小平市小川西町２－３４－１  電話 ０４２－３４１－１４１１ 

(1)内容 

障がい内容に応じた技能と基礎知識を身につけることと、就職の支援を行います。 

(2)訓練科目 

就業支援科、職域開発科、調理・清掃サービス科、オフィスワーク科、ビジネスアプリ開発科、

ビジネス総合事務科、グラフィックＤＴＰ科、ものづくり技術科、建築ＣＡＤ科、製パン科、実務

作業科、ＯＡ実務科 

(3)訓練期間 

３か月・６か月・１年 

※訓練期間は、訓練科目によって異なります。 

(4)費用 

授業料は無料。ただし、作業服等や入寮者の食費、寝具、日用品、寮自治会費等は自己負担。 

なお公共職業安定所の受講指示を受けて入校した場合は、雇用保険が引き続いて支給され

ます。雇用保険の受給資格のない方で、公共職業安定所の受講指示を受けた場合、訓練手当が

支給される場合があります。 

< 問合せ >  ハローワーク足立   電話 ３８７０－８６０９ 

FAX ３８８８－２６４７ 

○（財）東京しごと財団障害者就業支援事業 

障がい者の方の就業促進を図るため、地域の就労支援機関等と連携し、セミナーや相談会、定着

支援等様々な事業を行っています。 

また、民間企業等を活用し、就職に必要な知識・技能や実践的な作業能力を習得するための職業

訓練を行っています。 

< 問合せ >  （財）東京しごと財団  電話 ５２１１－２３１０ 

FAX ５２１１－２３２９ 

障害者委託訓練事業 

都内ハローワークと連携し、企業や民間教育機関等を活用した職業訓練を行います。（※受講

料無料。交通費等の自己負担あり。） 

訓練コースの種類等 
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①知識・技能習得訓練コース ②障害者向け日本版デュアルシステム 

③実践能力習得訓練コース ④ｅ－ラーニングコース 

⑤在職者訓練コース 

訓練期間 

コースにより、３か月又は６か月以内 

訓練対象者 

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等（他要件あり）。ただし、ｅ－ラーニングコース

は通所が困難な障がい者が対象 

< 問合せ >  (財)東京しごと財団 委託訓練推進班  電話 ５２１１－２６８３ 

FAX ５２１１－２６８０ 

又はハローワーク足立  電話 ３８７０－８６０９ 

FAX ３８８８－２６４７ 

 

３．障がい者の雇用促進 

 

○職業講習 

障がい者の就職に必要な知識及び技能を習得できるよう職業訓練を行っています。 

(1)対象 

公共職業安定所に求職登録をしている障がい者で講習内容を習得できる能力のある方。 

(2)費用 

無料 

○職場適応訓練 

障がい者の能力に適した作業の訓練を行って、職場環境に適応させ、訓練終了後は事業所に引

き続き雇用してもらうことを期待して実施するものです。 

事業主に対しては委託費が支給されます。（要件あり） 

訓練生には雇用保険の失業給付が支給されます。 

なお、短期の職場適応訓練もあります。 

(1)訓練期間 

６か月（重度障がい者は１年）以内、短期の場合は２週間(重度障がい者は４週間)以内 

< 問合せ >  ハローワーク足立  電話 ３８７０－８６０９ 

FAX ３８８８－２６４７ 
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４．たばこ小売販売業の許可 

 

身体障がい者が、たばこ小売人の許可申請をする場合は、許可基準が緩和されます。 

< 問合せ >  日本たばこ産業株式会社  東京支社許可営業総務部担当 

〒１５０－６００８ 渋谷区恵比寿４－２０－３  恵比寿ガーデンプレイスタワー８Ｆ 

電話 ６７０３－７７０４  ＦＡＸ ３４４０－０８３０ 

 

５．福祉工場 

 

事業主と雇用契約を結び、従業員となるので各種社会保険が適用されます。（工場所在地は葛飾、

板橋、大田区） 

(1)対象 

身体障がい者・知的障がい者及び精神障がい者等（要件あり） 

< 問合せ >  ハローワーク足立  電話 ３８７０－８６０９ 

FAX ３８８８－２６４７ 
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６．生活福祉資金の貸付 

 

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対

して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図る

ことを目的とする社会福祉制度です。ここでは、障がい者対象の資金の貸付について説明します。 

(1)貸付対象 

身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯。ある

いは障害者総合支援法による障害者福祉サービスの受給者証を所有していること。 

(2)資金内容一覧 

 

福
祉
資
金 

（障
が
い
者
世
帯
対
象
分
） 

住居の移転等に必要な経費 500,000 ３年以内 

住宅の増築、改修、補修、保全等にかかる経費 2,500,000 ７年以内 

福祉用具等の購入に必要な経費 1,700,000 ８年以内 

障害者用自動車の購入に必要な経費 2,500,000 ８年以内 

介護サービス、障がい者サービスを受けるのに必要な経費 1,700,000 ５年以内 

就職の支度に必要な経費 500,000 ３年以内 

生業を営むために必要な経費 4,600,000 ９年以内 

技能習得に必要な経費 技能習得期間ごとに設定 

障害者用自動車の修理に必要な費用 500,000 ３年以内 

※原則、連帯保証人が必要ですが、無でも可。 

(3)利率 

保証人有なら無利子、無なら年１．５％。 

< 問合せ >  荒川区社会福祉協議会 生活福祉資金貸付担当 

電話 ３８０２－３１５５  ＦＡＸ 3891-5290 

 

７．事業主に対する国の援助 

 

（１）障害者雇用納付金制度に基づく助成金 

障がい者を雇用するにあたり、施設・設備の整備や適切な雇用管理を行うための特別な措置を

実施する事業主に対し、その費用の一部を助成します。（要件あり） 

（２）特定求職者雇用開発助成金 
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特定就職困難者コース 

ハローワーク等の紹介により障がい者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、６５歳以

上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して２年以上（重度障がい者等を短

期労働者以外として雇入れる場合は３年以上）であることが確実であると認められる事業主に

対して、賃金の一部を助成します。（助成期間、助成額は対象の労働者等によって変わります。

要件あり） 

発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 

ハローワーク等の紹介により発達障がい者又は難治性疾患患者を継続して雇用する労働者

として雇い入れる事業主に対して助成します。（助成期間、助成額は対象の労働者等によって変

わります。要件あり） 

（３）トライアル雇用助成 

障害者トライアルコース 

継続雇用する労働者（1年を超える期間の雇用が見込まれる者）へ移行することを目指して原

則 3 か月間（1 週間の所定労働時間は２０時間以上）の試行雇用を行うことにより、1 か月最大

４万円（最長 3 か月）が支給されます。（要件あり） 

障害者短時間トライアルコース 

精神障がい者又は発達障がい者を対象として、３か月以上、１２か月以内の期間、1 週間の所

定労働時間は 10 時間以上２０時間未満の試行雇用から開始し、週２０時間以上にすることを目

指すことにより、1 か月最大４万円（最長１２か月）が支給されます。（要件あり） 

（4）キャリアアップ助成金 

障がい者の雇用促進と職場定着を図ることを目的とし、次の①または②のいずれかの措置を

講じた事業主に対して１年間助成します。（助成額は対象者、措置内容によって変わります。要件あ

り） 

①有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること 

②無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること 

< 問合せ >  ハローワーク足立  電話 ３８７０－８６０９ 

FAX ３８８８－２６４７ 

 

８．事業主に対する都の援助 

 

（１）東京都中小企業障害者雇用支援助成金 

大企業と比べて障がい者雇用が進んでいない都内の中小企業に対して、国の助成である、特定
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求職者雇用開発助成金の支給対象となる障がい者を支給対象期間満了後も引き続き雇用する場

合、都独自の賃金助成を行い、併せて、相談員の巡回訪問により、障がい者雇用の拡大と職場定着

の一層の促進を図ります。（要件あり。詳しい内容は下記へ） 

（２）東京都障害者安定雇用奨励金 

東京都は障がいや難病のある方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実

現を目指して、安定的な雇用と処遇改善に取り組む企業を応援し、奨励金を支給します。（要件あ

り。詳しい内容は下記へ） 

（３）東京都難病・がん患者就業支援奨励金 

難病やがん患者の方が、疾患があっても安心して活躍できる社会の実現を目指して、治療と仕

事の両立に向けて積極的に取り組む事業主を対象に奨励金を支給します。（要件あり。詳しい内容

は下記へ） 

< 問合せ >  東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 障害者雇用促進担当 

電話  ０３－５３２１－１１１１（代） 

 

９．事業主に対する区の補助(荒川区障がい者雇用支援事業補助) 

 

次の雇用形態で障がい者を雇用する法人等が、その雇用において必要な職場整備を行った場合

に、その費用の１/２を補助します。 

（１）対象となる法人等 

身体障がい者又は知的障がい者については１週当たり４時間以上２０時間未満、精神障がい者

については１週当たり４時間以上１５時間未満で雇用する法人等。 

（２）対象となる経費 

①店舗又は工場用の賃貸等に要する経費 

②施設整備、備品購入等に要する経費 

③講習会への参加等社員教育に要する経費 

④指導員の配置、講習会への参加等に要する経費 

職場整備にかかった費用の１/２ 

（３）補助金交付額 

※以下の上限があります。 

①申請年度における荒川区在住の新規雇用者１名につき１５０，０００円 

②申請年度の４月１日現在における荒川区在住の既存雇用者１名につき１００，０００円 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係 内線 ２６９１ 
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10．じょぶ・あらかわ（荒川区障害者就労支援センター） 

 

障がい者の就労の機会を広め、安心して働き続けられるように、専任の職員（就労・生活支援コ

ーディネーター）が、本人や家族、企業からの相談を受け、就労の支援をします。 

(1)対象 

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等で、就労活動や

就労継続を希望している方。 

①一般就職を希望する在宅の方 

②就労移行支援施設や就労継続支援施設を利用されている方 

③企業等に在職の方 

(2)事業内容 

必要に応じて以下のような支援をします。 

〔就労面の支援〕 

①職業相談（障がい者雇用に関する事業主からの相談も含む） 

②就職準備支援     ③職場開拓     ④職場実習支援     ⑤職場定着支援 

⑥離職時の調整及び離職後の支援 

〔生活面の支援〕 

①日常生活の支援   ②安心して職業生活を続けられるための支援 

③豊かな社会生活を築くための支援 ④将来設計や本人の自己決定支援 

(3)利用方法 

相談予約が必要です。希望で登録ができます（家族や企業等は登録不要）。 

(4)費用 

無料。ただし、就職活動に係る交通費等は自己負担です。 

< 問合せ >  荒川区社会福祉協議会内  電話 ３８０３－４５１０ 

FAX ３８０３－４５２０ 

 

11．荒川区の就労支援 

 

様々な訓練や講習を通じて、障がい者の一般就労のためのスキルアップを図ることで、障がい

者の自立と社会参加を支援します。 

（１）支援内容 
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①清掃訓練または施設受付訓練 ②喫茶店補助業務訓練   ③パソコン講習 

④ビジネスマナー講習  ⑤パソコン講習(視覚障がい者向け) 

（２）訓練場所 

①荒川区立心身障害者福祉センター（荒川たんぽぽセンター） 

     ＜所在地＞  荒川区荒川１－５３－２０ 

②ティールーム・フェルメール ＜所在地＞  荒川区東尾久６－１６－２２ 

③④⑤スタートまちや  ＜所在地＞  荒川区町屋３－２８－２ 

(3)対象 

荒川区内に居住し、就労を希望する１５歳以上の障がい者（児）等 

(4)費用 

無料 

< 問合せ >  障害者福祉課障害サービス係 内線 ２６９１ 
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１１ 教 育 

 

１．就学相談 

 

児童生徒の障がいの状態や発達の状況に応じて、最もふさわしい教育を受けることができるよ

う、就学相談を行っています。特別な支援を必要とする児童生徒の教育の場として、特別支援学級

や特別支援教室、都立特別支援学校があります。 

< 問合せ >  教育センター特別支援教育係  内線 3334・3335 

 

荒川区には下記の特別支援学級・特別支援教室が設置されています。 

 

※特別支援学級・通級指導学級 

学校・学級名 障がいの種別 電話（職員室） 

汐入小学校（しおいり学級） 

知的障がい 

3802－0089 

第六瑞光小学校（すずらん学級） 3891－5239 

峡田小学校（ひまわり学級） 3891－2051 

尾久西小学校（わかくさ学級） 3893－8890 

大門小学校（のぎく学級） 3895－7308 

第一中学校（六組） 3891－8354 

第三中学校(三組) 3801－5808 

第四中学校（Ｄ組） 3895－7334 

尾久八幡中学校（六組） 3893－7776 

第三峡田小学校（通級） 

（きこえとことばの教室） 
難聴言語障がい 3891－0756 

 

※特別支援教室 

特別支援教室とは、これまで通級指導学級で行ってきた発達障がい児童生徒の指導を、全

ての小・中学校に設置した特別支援教室で行うものです。拠点校（小学校：二瑞小、汐入東小、

二峡小、四峡小、赤土小、尾久宮前小、二日小、六日小  中学校：五中、九中）の巡回指導教員

が、各小・中学校を巡回して指導を行い、課題に沿った指導を在籍校で行います。 
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特別支援教室では、巡回指導教員と在籍学級担任や教科を担当する教員が協働し、在籍学

級の中で有意義な学校生活を送ることができるよう、課題改善に向けた指導を実施していき

ます。 

※都立特別支援学校（通学区域があります） 

①知的障がい特別支援学校 

王子特別支援学校（西尾久・東尾久・町屋２～６・荒川５～６・東日暮里５～６・西日暮里） 

北区十条台１－８－41  電話 3909－8777 

墨田特別支援学校（上記以外の地域） 

墨田区八広５－１０－２  電話 3619－4851 

②肢体不自由特別支援学校 

花畑学園（荒川区全域） 

足立区南花畑５－24－49  電話 3883－7200 

 

２．就学奨励費 

 

特別支援学級に通学・通級している児童・生徒の保護者に下記の経費の一部が支給されます。た

だし、世帯の所得に応じて制限があります。 

学用品給与費（通学用品費、遠足費を含む）、入学準備金、修学旅行費、通学費、宿泊を伴う校外

活動費等 

< 問合せ >  学務課学事第二係 内線 ３３３８ 

 

３．荒川区心身障がい者青年教室（さくら教室） 

 

この教室は区立中学校特別支援学級の卒業生を中心に、クラブ活動や行事等を通して、多面的に

余暇を楽しむ教室です。受講生一人ひとりの興味関心により、学ぶ楽しみを味わい、社会人として

必要な自主性や協調性を養うとともに、社会性や教養を身につけることを支援します。 

(1)対象 

区立中学校特別支援学級卒業生または、区内在住、在勤、在学の１５歳以上の軽度知的障がい者

で原則会場まで 1 人で通え、自立して活動できる方 

(2)開設場所 

区立第一中学校（荒川区荒川１－３０－１）等 

(3)日時 
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４月（開講式）から３月（閉講式）の日曜日に開講しています 

(4)回数 

年間１７回 

(5)内容 

クラブ活動、校外学習、合同レクリエーション大会、お楽しみ会など 

(6)申込方法 

毎年２月から３月にかけて新規募集を行います。 

< 問合せ >  生涯学習課生涯学習事業係 内線 ３３５５ 

 

４．社会教育 

 

(1)視覚障がい者対象 

○視覚障害者とともに学ぶ教養講座 

受講料は無料。定員４０人。事前申込みが必要です。 

＜問合せ・申込み＞  東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 

電話 5320－6859 

○視覚障害者音楽教室 

受講料は無料。定員４０人。事前申し込みが必要です。 

＜問合せ・申込み＞  東京都盲人福祉協会  電話 3208－9001 

(2)聴覚障がい者対象 

○聴覚障害者社会教養講座(健聴者を含む) 

受講料は無料。事前申込みが必要です。詳しくは東京都教育庁ホームページをご覧ください。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/learning/seminor_guide.html 

○聴覚障害者のための手話で学ぶ文章教室 

受講料は無料。定員４０人。事前申込みが必要です。 

○聴覚障害者コミュニケーション教室（健聴者を含む） 

受講料は無料。事前申込みが必要です。詳しくは東京都教育庁ホームページをご覧ください。 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/learning/seminor_guide.html 

< 問合せ >  東京都障害者福祉会館  電話 3455－6321 

FAX ５４６４－６０５７ 

東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課 

電話 5320－6859 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/learning/seminor_guide.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/lifelong/learning/seminor_guide.html
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１２ 税の軽減・預貯金 

 

１．所得税の障害者控除 

 

障がい者本人や障がい者を扶養している方で、一定の所得がある方は、障害者控除を申告する

ことができます。 

詳しい内容につきましては、荒川税務署におたずねください。 

(1)対象 

①精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人 

（この人は、特別障がい者となります） 

②療育手帳（愛の手帳等）の交付を受けている人 

（このうち、障がいの程度が重度の人は、特別障がい者になります） 

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

（このうち、障がい等級が１級と記載されている人は、特別障がい者になります） 

④身体障害者手帳に、身体上の障がいがある人として記載されている人 

（このうち、障がいの程度が１級または２級と記載されている人は、特別障がい者になります） 

⑤精神又は身体に障がいのある６５歳以上の方で、市区町村長や福祉事務所長等から①、②ま

たは④に準ずるものとして認定された人 

（このうち、特別障がい者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障がい者となりま

す。） 

⑥戦傷病者手帳の交付を受けている人 

（このうち、障がいの程度が、恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障がい

者となります） 

⑦原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人 

（この人は特別障がい者となります） 

⑧その年の１２月３１日の現況で引き続き６か月以上にわたって、身体の状況によって寝たきり

の状況で、複雑な介護を必要とする方 

（この人は、特別障がい者となります） 

< 問合せ >  荒川税務署  〒１１６－8588  荒川区西日暮里６－７－２ 

電話  ３８９３－０１５１ 
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２．住民税の障害者控除及び非課税 

 

障がい者の方や、障がい者を扶養している方は、障害者控除を申告することができます。また、

障がい者本人の前年の合計所得金額が１３５万円以下の人は、住民税が非課税となります。 

詳しい内容につきましては、税務課課税係までおたずねください。 

(1)対象 

①精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある人 

（この人は、特別障がい者となります） 

②療育手帳（愛の手帳等）の交付を受けている人 

（このうち、障がいの程度が重度の人は、特別障がい者になります）  

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 

（このうち、障がい等級が 1 級と記載されている人は、特別障がい者になります） 

④身体障害者手帳に、身体上の障がいがある人として記載されている人 

（このうち、障がいの程度が１級または２級と記載されている人は、特別障がい者になります） 

⑤精神又は身体に障がいのある６５歳以上の方で、市区町村等や福祉事務所長等から①、②ま

たは④に準ずるものとして認定された人 

（このうち、特別障がい者に準ずるものとして認定を受けている人は特別障がい者となりま

す。） 

⑥戦傷病者手帳の交付を受けている人 

（このうち、障がいの程度が、恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障がい

者となります） 

⑦原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人  

（この人は特別障がい者となります） 

⑧その年の１２月３１日の現況で引き続き６か月以上にわたって、身体の状況によって寝たきり

の状況で、複雑な介護を必要とする方 

（この人は、特別障がい者となります） 

< 問合せ >  税務課課税係 内線 ２３１６～２３１９、２３２１～２３２３ 

 

３．自動車に関する税の減免 

 

心身障がい者又はその方と生計を同じくする方が自動車を所有し、専ら心身障がい者の方のた

めに使用する自動車（入院又は施設入所中の場合は原則減免の対象にはなりません）について減
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免されます。 

車いすの昇降装置や固定装置などをとりつけた自動車についても、減免されます。 

(1)対象 

身体障害者手帳、愛の手帳等をもつ次のいずれかに該当する方。 

①視覚障がい１～３級と４級の１ 

（122～１２４ページ 身体障害者障害程度等級表をご覧ください） 

②聴覚障がい２・３級  ③平衡機能障がい３・５級 

④上肢機能障がい１・２級  ⑤下肢機能障がい１～６級 

⑥体幹機能障がい１～３級と５級 

⑦心臓・じん臓・呼吸器及びぼうこう又は直腸・小腸機能障がい１・３・４級 

⑧肝臓機能障がい１～４級 

⑨ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい１～3 級（軽自動車税（種別割）は１～４級） 

⑩音声機能又は言語機能障がい３級（喉頭摘出に係るものに限る） 

⑪愛の手帳（療育手帳）総合判定１～３度（最重度～中度） 

⑫精神障害者保健福祉手帳１級で自立支援医療（精神通院）を受けている方 

⑬戦傷病者手帳（該当する程度はお問い合わせください） 

※このほかにも該当する場合がありますので、詳しくは各窓口へお問合せください。 

(2)各自動車税・軽自動車税の窓口 

○自動車税（環境性能割）・軽自動車税（環境性能割） 

自動車の取得時に課税されます。登録（取得）の日から１か月以内に申請してください。 

足立自動車税事務所 〒１２１－００６２  足立区南花畑５－１２－１ 

電話 ３８８３－２５４３  FAX ３８５８－８３１５ 

荒川都税事務所 〒１１６－8586  荒川区西日暮里２－２５－１ 

ステーションガーデンタワー６・７階 

電話 ３８０２－８１１１  FAX ３８０２－５４０４ 

東京都自動車税コールセンター  電話 ３５２５－４０６６ 

○自動車税（種別割） 

自動車を所有している方に課税されます。納期限（通常は５月３１日）までに申請してくださ

い。新たに自動車を取得された場合は、登録（取得）の日から１か月以内に申請してください。 

問合せは、上記足立自動車税事務所、荒川都税事務所又は東京都自動車税コールセンター

まで。 

○軽自動車税（種別割） 
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軽自動車等を所有している方に課税されます。納期限（通常は５月３１日）までに申請してく

ださい。 

※一部納期限の７日前までの申請のものがあります。 

< 問合せ >  税務課税務係  内線 ２３１２ 

 

４．個人事業税の軽減 

 

次のいずれかに該当する場合、事業税が減額又は非課税になります。（納期内申請） 

(1)対象 

①本人又は扶養親族等が障がい者等で、前年中の合計所得金額が３７０万円以下の方。 

②視力障がい（０．０６以下）で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に

類する事業を営む方。 

(2)減免額 

①の場合、１人につき５，０００円（特別障がい者は 1 人につき１０，０００円） 

②の場合、非課税 

< 問合せ >  荒川都税事務所   電話 ３８０２－８１１１ 

FAX ３８０２－５４０４ 

 

５．相続税の軽減 

 

心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。相続

の開始があったことを知った日の翌日から１０か月以内に税務署に申告します。 

(1)対象 

①身体障害者手帳１～６級     ②愛の手帳１～４度 

③精神障害者保健福祉手帳１～３級 ほか 

< 問合せ >  荒川税務署   電話 ３８９３－０１５１ 

 

６．贈与税の軽減 

 

特別障がい者等を受託者とする「特定障害者扶養信託契約」 に基づいて、金銭・有価証券などの

財産を信託銀行等に信託したとき、最高６，０００万円まで贈与税が非課税となります。 

(1)対象 
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①身体障害者手帳１・２級     ②愛の手帳１・２度 

③精神障害者保健福祉手帳１～３級 ほか 

< 問合せ >  荒川税務署   電話 ３８９３－０１５１ 

 

７．利子等の非課税(マル優など) 

 

身体障害者手帳、 愛の手帳、 精神障害者保健福祉手帳を提示し、 非課税取扱の手続きをする

と、 障がい者本人の郵便貯金、少額預金、少額公債の各元本３５０万円までの利子等が非課税にな

ります。 

< 問合せ >  各金融機関、各ゆうちょ銀行 

 

８．ニュー福祉定期貯金 

 

障害基礎年金や、法律に基づき支給される各種手当（特別障害者手当等）の支給を受けている方

に限り利用できる定期郵便貯金です。詳細はお問い合わせください。 

預入期間  １年     預入限度額 １人 ３００万円まで 

< 問合せ >  ゆうちょ銀行荒川店   電話 ３８０１－９８３８ 

各ゆうちょ銀行 
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１３ 公共料金等の軽減 

 

１．都立公園等の入場料免除 

 

(1)対象 

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方と介護者。 

(2)施設名 

次の都立公園では、窓口に手帳を提示すると無料で入場できます。 

多摩動物公園、恩賜上野動物園、井の頭恩賜公園自然文化園、神代植物公園、浜離宮恩賜庭園、

六義園、旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、向島百花園、旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭園、小石川後楽園、

夢の島熱帯植物館、葛西臨海水族館など 

※なお、都立公園駐車場で、手帳を提示すると無料で利用できる場合もあります。 

 

２．郵便料金の減額・免除 

 

(1)盲人用郵便物 

次の郵便物で開封のものは無料になります。 

①盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの 

②盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で所定の様式により点字図書館、点字出

版施設など日本郵政の指定を受けたものから差し出し、又はそれらに差し出されるもの 

（２）盲人用点字小包 

盲人用郵便物として差出せない大型のもの等を小包にする場合、３ｋｇまでのものは冊子小包

料金の半額、３ｋｇを超えるものについては一般の小包料金の半額。 

（３）心身障がい者用冊子小包 

図書館から障がい者に郵送で貸出し又は返送される図書の場合、冊子小包料金の半額。 

（４）聴覚障がい者用小包 

聴覚障がい者用ビデオを、日本郵便の指定する聴覚障がい者福祉施設と聴覚障がい者との間

で発受する場合は、冊子小包料金の半額。 

< 問合せ >  各郵便局 
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３．テレビ受信料の減額・免除 

 

（１）全額免除となる世帯 

①身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税非課税の場合 

②愛の手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税非課税の場合 

③精神障害者保健福祉手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税非課

税の場合 

（２）半額免除となる世帯（障がい者の方が世帯主かつ契約者の場合） 

①身体障害者手帳を持っている視覚障がい者又は聴覚障がい者 

②身体障害者手帳１・２級を持っている身体障がい者 

③愛の手帳１・２度を持っている知的障がい者 

④精神障害者保健福祉手帳１級を持っている精神障がい者 

⑤戦傷病者手帳を持っている戦傷病者（特別項症から第１款症までの方） 

（３）申請の窓口 

①身体障がい者・知的障がい者 障害者福祉課相談支援係   内線 ２６８５ 

②精神障がい者   障害者福祉課こころの健康推進係  内線２６８８ 

③戦傷病者  東京都福祉局生活福祉部計画課  電話 ５３２０－４０７６ 

< 問合せ >  ＮＨＫ首都圏局視聴者リレーションセンター東京東オフィス 

電話 3343－1045  FAX 6705－5403 

 

４．水道・下水道料金の免除 

 

申請により、水道料金は基本料金を、下水道料金は１か月について８立方メートル以下の汚水排

出量にかかる料金が免除になります。 

(1)対象 

児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている世帯と、生活保護による生活扶助等、各扶助の

受給世帯に限る。 

※障害者手帳を持っているだけでは支給要件に該当しません。 

< 問合せ >  東京都水道局荒川営業所  〒１１６－０００３ 荒川区南千住６－４０－１ 

電話 ５８５０－１５９５  ＦＡＸ ３８０２－２６４８ 
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５．ふれあい案内(電話番号案内（１０４番）の無料利用) 

 

視覚・聴覚・上肢などの不自由な方、知的障がい及び精神障がいのある方を対象に、番号案内料

を無料とするものです。ご利用には、事前に登録が必要です。 

(1)対象 

①身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある方 

視覚障がい     聴覚障がい、 

肢体不自由（上肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい）１～２級 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい 

②戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある方 

視覚障がい(特別項症～第６項症)     肢体不自由(上肢)(特別項症～第２項症) 

聴覚障がい(第２項症、第４項症) 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい(第１項症、第２項症、第４項症) 

③愛の手帳をお持ちの方 

④精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

< 問合せ >  ＮＴＴ東日本 電話 ０１２０－１０４－１７４ 

FAX ０１２０－１０４－１３４ 

 

6．青い鳥郵便葉書 

 

障がいのある方で希望される方に無料で「はがき」を配布します。 

(1)対象 

①身体障害者手帳１、２級  ②愛の手帳１、２度 

(2)内容 

年１回、４月～５月に、申し込みにより２０枚を無料で配布します。 

< 問合せ >  各郵便局 

 

7．携帯電話料金の割引 

 

(1)対象 

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人。 

(2)内容 
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携帯電話の基本使用料や各種サービス等の割引を受けることができます。 

割引率や申込み方法等の詳細は、各携帯電話会社へ問い合わせてください。 

< 問合せ >  各携帯電話会社 
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１４ 交通料金の割引等 

 

１．ＪＲ等旅客運賃の割引 

 

心身障がい者（児）及び、介護人が、ＪＲ線・連絡会社線を利用する場合、運賃が割引になります。 

※連絡会社線とは、ＪＲ線と乗車券の通し発売の扱いをしている交通機関（私鉄線・一部のバス路

線・航路等）です。 

※令和５年３月から、障がい者用交通系ＩＣカード(Suica、PASMO)の運用が始まりました。詳し

くは、Suicａエリア内のみどりの窓口、PASMO 鉄道事業者の窓口等でおたずねください。 

なお、連絡会社線以外のカーフェリー・航路などでも、３割～５割引の扱いをするところがありま

す。 

（１）対象 

身体障害者手帳又は愛の手帳をお持ちの方と、第１種心身障がい者の介護人 

（２）割引率 

利用区分 割引対象乗車券 割引率 割引取扱区間 

第１種心身障がい者

が介護人付添いで利

用する場合 

普通乗車券 

定期券（小児を除く） 

回数券（バスを除く） 

急行券（ＪＲ線のみ） 

 

５割 

（バスの定期

券３割） 

介護人同率 

ＪＲ線（航路・バスを含む）及び連

絡社線の各駅相互間 

 

※私鉄の割引はＪＲに準じます

が、取扱区間等は各鉄道会社

で異なります。 

１２歳未満の第２種心

身障がい者で介護人

付添いの場合 

定期券（介護人のみ） 

第１種及び第２種心

身障がい者が単独で

利用する場合 

普通乗車券 ５割 
同上、ただし鉄道・航路は片道 

１００キロを超える区間に限る 

※ゆりかもめを利用の際には、福祉ボタンを押して福祉割引乗車券を購入して下さい。 

（３）利用方法 

身体障害者手帳又は愛の手帳を、各駅切符売場に提示し、割引切符を購入してください。なお、

介護者のいる第１種心身障がい者（片道１００キロまでの普通片道乗車券）は、自動券売機の小児

券を購入して乗車できます。  

※ＪＲの乗車券は「みどりの窓口」で購入してください。 
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２．都営交通（都電・都営バス・都営地下鉄・日暮里舎人ライナー）の無料パス 

 

都内に居住する心身障がい者（児）が都営交通を利用するとき、無料パスを提示すると料金が無

料になります。ただし、シルバーパスの交付を受けた方は除きます。 

 

○都営交通無料乗車券 

（１）対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳（療育手帳）をお持ちの方 

③戦傷病者手帳(特別項症～第６項症、第１款症～第５款症)や、被爆者健康手帳(厚生労働大

臣認定患者及び健康管理手当受給者)をお持ちの方 

（２）割引率 

本人は無料。介護者は５割引（バス定期券は３割引） 

※介護者割引を受ける際には手帳の提示が必要です。 

都営地下鉄は、第２種身体障がい者の方の介護者割引適用はありません。 

（３）申請に必要なもの 

身体障害者手帳又は愛の手帳 

（４）更新について 

無料パス券の表面に、有効期限が記載してあります。期限の切れる月に入ってから受付でき

ます。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

○精神障害者都営交通無料乗車証 

（１）対象 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

（２）割引率 

本人のみ無料。 

介助者は手帳提示で半額（都営バスのみ）。都営地下鉄、都電、日暮里舎人ライナーは介助者

の免除がなく、全額負担となります。 

（３）申請に必要なもの 

精神障害者保健福祉手帳および乗車証（更新の場合） 

（４）更新について 

有効期限の１３日前から、都営交通定期発券券所（２３区内２９か所）で受け付けます。なお、有
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効期限が過ぎた手帳や、手帳申請書の控えでは発行できません。 

< 問合せ >  東京都福祉保健局 障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当 

電話 ０３－５３２０－４４６４ 

 

３．荒川区コミュニティバス乗車券 

 

荒川区コミュニティバス「さくら」に乗車する際、乗車料が無料になる専用乗車券を発行します。 

※障害者手帳提示でも無料でご乗車になれます。 

※介護人、付添人の割引があります。 

※期限切れ乗車券は回収しますので、ご持参ください。 

（１）対象 

①身体障害者手帳をお持ちの方 

②愛の手帳をお持ちの方 

③精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

（２）申請に必要なもの 

①身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳 

②写真<タテ４ｃｍ×ヨコ３ｃｍ> １枚(脱帽、上半身、撮影１年以内のもの) 

※都営交通無料乗車券をお持ちの方はご持参ください。 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2688 

 

４．民営バスの割引 

 

利用区分 割引率 利用方法 

身体障害者手帳や愛の手帳、精神障害者保健福

祉手帳を持っている方が、単独で利用する場合 
５割 乗車時に手帳を提示 

第１種身体障がいの方又は愛の手帳を持ってい

る方が介護者付添いで利用する場合 

５割 

（介護者同率） 

「心身障害者民営バス乗車 

割引証」を乗車時に提示 

定期券を購入する場合 ３割 
「定期券割引購入申込書」 

を購入時に提出 

（１）バス会社 

東急、京王帝都、西武、国際興業、小田急、京浜急行、関東、京成、東武、立川、西東京、神奈川中

央交通、東海汽船の都内停留所相互間 
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（２）必要なもの 

「心身障害者民営バス乗車割引証」 「定期券割引購入申込書」の交付は 

①身体障害者手帳又は愛の手帳  ②印鑑 

< 問合せ >  身 知 障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

精 障害者福祉課こころの健康推進係  内線 2688 

 

５．タクシー料金の割引 

 

心身障がい者がタクシーを利用する際、手帳を提示することにより運賃が割引かれます。本制度

はタクシー事業者の申請に基づき国土交通省が認可したものです。 

（１）対象 

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。 

（２）内容 

乗車地域により、走行メーター表示額から１０％引きとなります。割引の適用地域は、都内２３区、

三鷹市、武蔵野市のほか一部の乗車地域に限られます。 

（３）利用方法 

乗車時に身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳を提示し、降車の際に割引後の運賃を

支払います。 

身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳の提示のない場合は、割引の対象となりません

ので、ご注意ください。 

< 問合せ >  （一社）東京ハイヤー・タクシー協会  千代田区九段南４－８－１３ 

電話  ３２６４－８０８０ 

 

< 苦情・要望受付 >  （財）東京タクシーセンター  江東区南砂７－３－３ 

電話  ３６４８－０３００ 

 

６．国内航空旅客運賃の割引 

 

満１２歳以上の障がいのある方とその介護者が国内線の航空機を利用する際、運賃が割引にな

る場合があります。 

（１）利用できる路線 

国内線全線 
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< 問合せ > 

適用範囲及び割引率は、障がいの程度や航空会社により異なります。詳細は、各航空会社へ個

別にお問い合わせください。 

 

７．フェリー旅客運賃の割引 

 

（１）対象 

身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護人。 

（２）割引率 

①単独で利用する場合  ５割引 

②第１種身体障害者手帳又は第１種愛の手帳所持者が介護人付添いで利用する場合、本人及び

介護人  ５割引 

< 問合せ > 

適用範囲及び割引率は、障害の程度や旅客船会社により異なります。詳細は、各旅客船会社へ

個別にお問い合わせください。 

 

８．有料道路通行料金の割引 

 

本人又は生計を一にする人等が所有する乗用自動車（営業用は除く）を本人または介護者が運転

し、有料道路を利用する場合、料金が５割引になります。 

ＥＴＣ搭載車でも同じように割引が受けられます。 

また、令和５年３月２７日からは１人１台要件が緩和され、知人の車やレンタカー等も割引対象に

なりました。利用するには事前に登録が必要です。 

（１）対象 

①本人運転の場合は、身体障害者手帳の交付を受けている方 

②介護者運転の場合は第１種の身体障がい者及び第１種の知的障がい者 

（２）申請に必要なもの 

①身体障害者手帳又は愛の手帳  

②運転免許証 

③車検証(電子車検証の場合は、電子車検証及び自動車検査証記録事項) 

ＥＴＣをつけている場合は 

④障がい者本人名義のＥＴＣカード 
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⑤車載器の「ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書」 

※更新するとき……前回申請時からＥＴＣカード・車載器番号に変更がなければ、④⑤は不要で

す。 

※代理申請の場合は委任状が必要です。 

※割賦購入、リース車両の場合はその証明書が必要です。 

< 問合せ >  首都高速道路株式会社 有料道路 ETC 割引登録係 

電話 045－477－1233(受付時間 平日 9 時～17 時) 

FAX 045－474－1110 

＜ 申請の窓口 ＞  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

＜ オンライン申請受付サイト ＞  https://www.expressway-discount.jp 

 

 

 

https://www.expressway-discount.jp


- 116 - 

 

１５ 自動車 

 

１．自動車運転教習費の助成 

 

身体障がい者・知的障がい者が自動車運転免許を取得する際に、その必要な費用の一部を

助成する制度です。 

（１）対象 

１８歳以上の身体障がい者・知的障がい者で次のいずれにも該当する方で、教習所を卒業し

ていない方。 

①自動車教習所の入所に当たって行われる適性検査に合格した方。 

②身体障害者手帳３級以上又は愛の手帳４度以上をお持ちの方。ただし、内部障がいにつ

いては４級以上で歩行が困難な方。下肢又は体幹に係る障がいについては５級以上の身

体障害者手帳の交付を受けている方で、歩行が困難な方。 

③引き続き３か月以上荒川区に住所のある方。 

④前年の所得税の年額が４０万円以下の方。 

（２）助成額 

第一種普通自動車免許については教習所などの入所料、教習料など助成対象経費の３分の

２の額で、次の額を限度とします。ただし、自動車運転免許を取得した方に限ります（免許証を

確認します）。 

前年の所得税額 限度額 

０円 １６４，８００円 

１～４２，０００円 １４４，２００円 

４２，００１～４００，０００円 １２３，６００円 

限定解除の費用については２０，６００円を限度とする。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

２．自動車運転免許の無料教習 

 

身体障がい者が就職するために自動車運転免許を取得する際、教習費を助成する制度です。 

（１）対象 

１８歳以上の身体障害者手帳所持者で、次のいずれにも該当する方 

※令和６年９月３０日現在、本事業は休止中です。 
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①公共職業安定所に求職登録をしてある方 

②運転免許試験場の運転適性検査に合格した方 

③下記センターが入所を認めた方 

（２）内容 

所定の教習料が無料（検定料など、自己負担約３５，０００円）。教習期間は３か月（入所日は、

１、４、７、１０各月初め。申込締切は前月１５日まで）。身障者専用宿舎あり、ほかに有料の障が

い者教習のコースもあります。 

< 問合せ >  身体障害者運転能力開発訓練センター（通称：あずまえん＝東園） 

〒３５２－００２３ 埼玉県新座市堀ﾉ内２－１－４６（月曜定休） 

電話 ０４８－４８１－２７１１  FAX ０４８－４８１－６５７８ 

 

３．自動車改造費の助成 

 

重度の身体障がい者が就労等のため自ら運転する自動車を購入したとき、改造（ハンドル、

ブレーキ、アクセル等）に要する費用を助成する制度です。 

（１）対象 

次のいずれにも該当する方 

①１８歳以上で、上肢、下肢又は体幹機能障がいが 1・2 級の身体障害者手帳の交付を受け

ている方 

②荒川区内に住所のある方 

③本人又は扶養義務者等の前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額（１４０ページ）

の範囲内の方 

（２）助成額 

１３３，９００円を限度とします。 

< 問合せ >  障害者福祉課相談支援係  内線 ２６８５ 

 

４．駐車禁止規制の適用除外 

 

駐車禁止等除外標章の交付を受けた障がい者本人が現に使用中の車両が、駐車禁止規制の

適用から除外されます。 

（１）対象 

身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、次のいずれかに
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該当する方。 

①身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記のいずれかに該当する方 

（再認定審査が指定されている方は、再認定審査が終了していること） 

・視覚障がい １級から３級までの各級又は４級の１ 

・聴覚障がい ２級又は３級 ・平衡機能障がい ３級 

・上肢機能障がい １級、２級の１又は２級２ 

・下肢機能障がい １級から４級までの各級 

・体幹機能障がい １級から３級までの各級 

・運動機能障がい（上肢機能） １級又は２級 

（一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。） 

・運動機能障がい（移動機能） １級から４級までの各級 

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸小腸機能障がい１級又は３級 

・免疫又は肝臓機能障がい １級から３級までの各級 

②愛の手帳（東京都療育手帳）の交付を受けている方のうち、１度又は２度の方 

（３・６・１２・１８歳に達したときの更新申請が終了している方） 

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、１級で、精神通院医療に係る自

立支援医療費の支給を受けている方 

④福祉タクシー又は福祉団体・施設及び介護サービス等の車両で、「患者輸送車」又は「車い

す移動車」として運輸支局の登録を受けている車両 

（２）申請に必要なもの 

①身体障害者手帳等 

②住民票の写し（発行日から３か月以内のもの） 

③申請代理人が申請する場合は、申請者との続柄が確認できるもの（代理人は３親等以内

の血族者に限る） 

※申請前に下記の問い合わせ先に連絡し、詳細について確認してください。 

（３）申請場所 

原則として、申請者の住所地を管轄する警察署（交通課） 

< 問合せ > 

○荒川警察署 電話 3801－0110  FAX 3801－6150 

   ・荒川１丁目～８丁目 

   ・東日暮里１丁目（１番～８番、１４番、１７番を除く） 

   ・東日暮里２丁目～６丁目  ・西日暮里 1～6 丁目 
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   ・町屋１丁目～４丁目  ・町屋８丁目 

○南千住警察署 電話 3805－0110  FAX 3805－1610 

   ・南千住１丁目～８丁目 

   ・東日暮里１丁目（１番～８番、１４番、１７番） 

○尾久警察署 電話 3810－0110  FAX 3810－1700 

   ・東尾久１丁目～８丁目  ・西尾久１丁目～８丁目 

   ・町屋５丁目～７丁目 
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又
は
ひ
と
さ
し
指
を
含
め

て
一
上
肢
の
三
指
を
欠
く
も
の 

７
お
や
指
又
は
ひ
と
さ
し
指
を
含
め

て
一
上
肢
の
三
指
の
機
能
を
全
廃

し
た
も
の 

８
お
や
指
又
は
ひ
と
さ
し
指
を
含
め

て
一
上
肢
の
四
指
の
機
能
の
著
し

い
障
害 １

両
上
肢
の
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し

指
を
欠
く
も
の 

２
両
上
肢
の
お
や
指
及
び
ひ
と
さ
し

指
の
機
能
を
全
廃
し
た
も
の 

３
一
上
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害 

４
一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も

の ５一
上
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機
能
を

全
廃
し
た
も
の 

３
一
上
肢
を
上
腕
の
二
分
の
一
以
上

で
欠
く
も
の 

４
一
上
肢
の
機
能
を
全
廃
し
た
も の １

両
上
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害 

２
両
上
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も

の １
両
上
肢
の
機
能
を
全
廃
し
た
も の ２両上肢を手関節以上で欠くもの 上

肢

機

能

障

害 肢

体

不

自

由 

１
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
の
機

能
の
著
し
い
障
害 

２
一
下
肢
の
機
能
の
軽
度
の
障 害 ３一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 ４一下肢のすべての指を欠くもの ５一下肢のすべての指の機能を全廃したもの ６一下肢が健側に比して三センチメートル以上又は健側の長さの二十分の一以上短いもの １

一
下
肢
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節

以
上
で
欠
く
も
の 

２
一
下
肢
の
足
関
節
の
機
能
の

著
し
い
障
害 

１
一
下
肢
の
股
関
節
又
は
膝
関

節
の
機
能
の
著
し
い
障
害 

２
一
下
肢
の
足
関
節
の
機
能
を

全
廃
し
た
も
の 

３
一
下
肢
が
健
側
に
比
し
て
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は

健
側
の
長
さ
の
十
五
分
の
一

以
上
短
い
も
の 

１
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠

く
も
の ２両下肢

の
す
べ
て
の
指
の
機

能
を
全
廃
し
た
も
の 

３
一
下
肢
を
下
腿
の
二
分
の
一

以
上
で
欠
く
も
の 

４
一
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障 害 ５一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの ６一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの ２

一
下
肢
を
大
腿
の
二
分
の
一

以
上
で
欠
く
も
の 

３
一
下
肢
の
機
能
を
全
廃
し
た

も
の １

両
下
肢
を
シ
ョ
パ
ー
ル
関
節

以
上
で
欠
く
も
の 

１
両
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障 害 ２両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの １

両
下
肢
の
機
能
を
全
廃
し
た

も
の ２両下

肢
を
大
腿
の
二
分
の
一

以
上
で
欠
く
も
の 

下

肢

機

能

障

害   

体
幹
の
機
能
の
著

し
い
障
害 

 
体
幹
の
機
能
障
害

に
よ
り
歩
行
が
困

難
な
も
の １

体
幹
の
機
能
障

害
に
よ
り
坐
位

又
は
起
立
位
を

保
つ
こ
と
が
困

難
な
も
の 

２
体
幹
の
機
能
障

害
に
よ
り
立
ち

上
が
る
こ
と
が

困
難
な
も
の 

体
幹
の
機
能
障
害

に
よ
り
坐
っ
て
い

る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の 体

幹
機
能
障
害 

上
肢
に
不
随
意
運
動
・
失
調
等

を
有
す
る
も
の 

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に
よ
り

上
肢
の
機
能
の
劣
る
も
の 

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に
よ
る

上
肢
の
機
能
障
害
に
よ
り
社

会
で
の
日
常
生
活
活
動
に
支

障
の
あ
る
も
の 

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に
よ
る

上
肢
の
機
能
障
害
に
よ
り
社

会
で
の
日
常
生
活
活
動
が
著

し
く
制
限
さ
れ
る
も
の 

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に
よ

り
上
肢
を
使
用
す
る
日
常
生

活
動
作
が
著
し
く
制
限
さ
れ

る
も
の 不

随
意
運
動
・
失
調
等
に
よ
り

上
肢
を
使
用
す
る
日
常
生
活

動
作
が
極
度
に
制
限
さ
れ
る

も
の  

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に
よ
り

上
肢
を
使
用
す
る
日
常
生
活

動
作
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な

も
の 上

肢

機

能

障

害 

乳
幼
児
期
以
前
の
非
進
行
性
の
脳
病
変
に
よ
る 

運
動
機
能
障
害 下

肢
に
不
随
意
運
動
・
失

調
等
を
有
す
る
も
の 

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に

よ
り
移
動
機
能
の
劣
る
も

の 不
随
意
運
動
・
失
調
等
に

よ
り
社
会
で
の
日
常
生
活

活
動
に
支
障
の
あ
る
も
の 

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に

よ
り
社
会
で
の
日
常
生
活

活
動
が
著
し
く
制
限
さ
れ

る
も
の 不

随
意
運
動
・
失
調
等
に

よ
り
歩
行
が
家
庭
内
で
の

日
常
生
活
活
動
に
制
限
さ

れ
る
も
の 不

随
意
運
動
・
失
調
等
に

よ
り
歩
行
が
極
度
に
制
限

さ
れ
る
も
の 

不
随
意
運
動
・
失
調
等
に

よ
り
歩
行
が
不
可
能
な
も

の 移

動

機

能

障

害 
身

体

障

害

者

障

害

程

度

等

級

表

（

そ

の

一

） 

太枠内は１種 
備
考 

１ 

同
一
の
等
級
に
つ
い
て
二
つ
の
重
複
す
る
障
害
が
あ
る
場
合
は
、
一
級
う
え
の
扱
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
つ
の
重
複
す
る
障
害
が
特
に
本
表
中
に
指
定
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
当
該
等
級
と
す
る
。 

   

２ 

肢
体
不
自
由
に
お
い
て
は
、
七
級
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
重
複
す
る
場
合
は
、
六
級
と
す
る
。 

   

３ 

異
な
る
等
級
に
つ
い
て
二
以
上
の
重
複
す
る
障
害
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
障
害
の
程
度
を
勘
案
し
て
当
該
等
級
よ
り
上
の
級
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

４ 

「
指
を
欠
く
も
の
」
と
は
、
お
や
指
に
つ
い
て
は
指
骨
間
関
節
、
そ
の
他
の
指
に
つ
い
て
は
第
一
指
骨
間
関
節
以
上
を
欠
く
も
の
を
い
う
。 

   

５ 

「
指
の
機
能
障
害
」
と
は
、
中
手
指
節
関
節
以
下
の
障
害
を
い
い
、
お
や
指
に
つ
い
て
は
、
対
抗
運
動
障
害
を
も
含
む
も
の
と
す
る
。 
   

６ 

上
肢
又
は
下
肢
欠
損
の
断
端
の
長
さ
は
、
実
用
長
（
上
腕
に
お
い
て
は
腋
窩
よ
り
、
大
腿
に
お
い
て
坐
骨
結
節
の
高
さ
よ
り
計
測
し
た
も
の
）
を
も
っ
て
計
測
し
た
も
の
を
い
う
。 

   

７ 

下
肢
の
長
さ
は
、
前
腸
骨
棘
よ
り
内
く
る
ぶ
し
下
端
ま
で
を
計
測
し
た
も
の
を
い
う
。  



 
四 
級 三 

級 二 
級 一 

級 級 
別 

心
臓
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
社
会
で
の
日

常
生
活
活
動
が
著
し

く
制
限
さ
れ
る
も
の 

心
臓
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
家
庭
内
で
の

日
常
生
活
活
動
が
著

し
く
制
限
さ
れ
る
も

の  

心
臓
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
自
己
の
身
辺

の
日
常
生
活
活
動
が

極
度
に
制
限
さ
れ
る

も
の 心

臓

機

能

障

害 
心
臓
、
じ
ん
臓
若
し
く
は
呼
吸
器
又
は
ぼ
う
こ
う
若
し
く
は
直
腸
、
小
腸
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
若
し
く
は
肝
臓
の
機
能
の
障
害 

じ
ん
臓
の
機
能
の
障

害
に
よ
り
社
会
で
の

日
常
生
活
活
動
が
著

し
く
制
限
さ
れ
る
も

の じ
ん
臓
の
機
能
の
障

害
に
よ
り
家
庭
内
で

の
日
常
生
活
活
動
が

著
し
く
制
限
さ
れ
る

も
の  

じ
ん
臓
の
機
能
の
障

害
に
よ
り
自
己
の
身

辺
の
日
常
生
活
活
動

が
極
度
に
制
限
さ
れ

る
も
の じ

ん
臓
機
能
障
害 

呼
吸
器
の
機
能
の
障

害
に
よ
り
社
会
で
の

日
常
生
活
活
動
が
著

し
く
制
限
さ
れ
る
も

の 呼
吸
器
の
機
能
の
障

害
に
よ
り
家
庭
内
で

の
日
常
生
活
活
動
が

著
し
く
制
限
さ
れ
る

も
の  

呼
吸
器
の
機
能
の
障

害
に
よ
り
自
己
の
身

辺
の
日
常
生
活
活
動

が
極
度
に
制
限
さ
れ

る
も
の 呼

吸
器
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の
機
能
の
障
害
に
よ

り
社
会
で
の
日
常
生

活
活
動
が
著
し
く
制

限
さ
れ
る
も
の 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の
機
能
の
障
害
に
よ

り
家
庭
内
で
の
日
常

生
活
活
動
が
著
し
く

制
限
さ
れ
る
も
の 

 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の
機
能
の
障
害
に
よ

り
自
己
の
身
辺
の
日

常
生
活
活
動
が
極
度

に
制
限
さ
れ
る
も
の 

ぼ

う

こ

う

又
は

直

腸

機

能

障
害 

小
腸
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
社
会
で
の
日

常
生
活
活
動
が
著
し

く
制
限
さ
れ
る
も
の 

小
腸
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
家
庭
内
で
の

日
常
生
活
活
動
が
著

し
く
制
限
さ
れ
る
も

の  

小
腸
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
自
己
の
身
辺

の
日
常
生
活
活
動
が

極
度
に
制
限
さ
れ
る

も
の 小

腸
機
能
障
害 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
社
会
で
の
日
常
生
活
活

動
が
著
し
く
制
限
さ
れ
る
も

の ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
日
常
生
活
が
著
し
く
制

限
さ
れ
る
も
の
（
社
会
で
の
日

常
生
活
活
動
が
著
し
く
制
限

さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
日
常
生
活
が
極
度
に
制

限
さ
れ
る
も
の 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど

不
可
能
な
も
の 

ヒ

ト

免

疫

不

全

ウ

イ

ル

ス 

に

よ

る

免

疫

機

能

障

害 

肝
臓
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
社
会
で
の
日
常
生

活
活
動
が
著
し
く
制
限

さ
れ
る
も
の 

肝
臓
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
日
常
生
活
活
動
が

著
し
く
制
限
さ
れ
る
も

の
（
社
会
で
の
日
常
生

活
活
動
が
著
し
く
制
限

さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
） 

肝
臓
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
日
常
生
活
活
動
が

極
度
に
制
限
さ
れ
る
も

の 肝
臓
の
機
能
の
障
害
に

よ
り
日
常
生
活
活
動
が

ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
も

の 

肝

臓

機

能

障

害 
身

体

障

害

者

障

害

程

度

等

級

表

（

そ

の

二

） 
太枠内は１種 
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２ 知的障がい（愛の手帳）判定基準 
 

（０～６歳 就学前） 

項 目 １度（最重度） ２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度） 

知
能
測
定
値 

標準化された知能検査、社会生

活能力検査又は乳幼児用の精

神発達検査を用いた結果、算出

された知能指数及びそれに該

当する指数について、右の程度

別に判定すること。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね１９以

下 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね２０

から３４。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね３５

から４９。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね５０

から７５。 

運

動 

運動機能の発達状況について、

右の程度別に判定すること。 

０歳から１歳程度の乳幼児で判

定不可能なものは「程度不明」

とすること。 

運動 機 能 が きわ

めて未発達なため

起座も不可能。 

運動 機 能 が きわ

めて未発達なため

歩行も不十分。 

運動機能 の発達

が年齢より全般的

に未発達。 

運動機能 の発達

はおおむね年齢相

応。 

社
会
性 

大人、他の乳幼児、児童との接

触により対人関係を理解し、集

団的行動に加わることのでき

る能力について、右の程度別に

判定すること。 

対人関係 の理解

が不可能。 

集団的行動がほと

んど不可能。 

対人関係 の理解

及び集団 的行動

がある程度可能。 

対人関係 の理解

及び集団 的行動

がおおむね可能。 

意
思
疎
通 

言語を通しての意思疎通の可

能な度合いについて、右の程度

別に判定すること。 

０歳から１歳程度の乳幼児で判

定不可能なものは「程度不明」

とすること。 

言語による意思疎

通が全く不可能。 

わずかで不完全な

単語だけのため、

意思疎通 が不可

能。 

言語が未 発達の

ため、意思疎通が

一部不可能。 

言語を通しての意

思疎通が可能。 

身
体
的
健
康 

身体の発達、その健康状態又は

合併症等に関する健康上の配

慮について、右の程度別に判定

すること。 

特別の治療、看護

が必要。 

特別の保 護が必

要。 

特別の注 意が必

要。 

健康であり、注意

を必要としない。 

基
本
的
生
活 

食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠

等についての生活上基本的な

能力について、右の程度別に判

定すること。 

常時、介助及び保

護が必要。 

部 分 的 介 助 と 常

時の監 督又 は保

護が必要。 

部 分 的 介 助 と 見

守りが必要。 

介助や見守りをあ

ま り 必 要 と し な

い。 
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（６～１７歳 児童） 

項 目 １度（最重度） ２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度） 

知
能
測
定
値 

標準化された知能検査、社会生

活能力検査又は乳幼児用の精

神発達検査を用いた結果、算出

された知能指数及びそれに該

当する指数について、右の程度

別に判定すること。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね１９以

下。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね２０

から３４。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね３５

から４９。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね５０

から７５。 

学
習
能
力 

知識の習得能力について、右の

程度別に判定すること。 

簡 単 な 読 み 、 書

き 、 計 算 も 不 可

能。 

簡 単 な 読 み 、 書

き、計算でもほと

んど不可能。 

簡 単 な 読 み 、 書

き、計算が部分的

に不可能。 

簡 単 な 読 み 、 書

き、計算がほぼ可

能。 

作
業
能
力 

絵画、制作、その他の作業の能

力について、右の程度別に判定

すること。 

簡 単 な 手 伝 い な

ど の 作 業 も 不 可

能。 

作業のうち、簡単

な 手 伝 い や 使 い

が可能。 

指導のもとに作業

が可能。 

単純 な 作業 が可

能。 

社
会
性 

対人関係の理解、集団的行動の

能力について、右の程度別に判

定すること。 

対人関係 の理解

が不可能。 

集団的行動がほと

んど不可能。 

対人関係 の理解

及び集団 的行動

がある程度可能。 

対人関係 の理解

及び集団 的行動

がおおむね可能。 

意
思
疎
通 

言語及び文字を通しての意思

疎通の可能な度合いについて、

右の程度別に判定すること。 

言語による意思疎

通がほとんど不可

能。 

言語による意思疎

通がやや可能。 

言語 が未 発 達で

文字を通しての意

思疎通が不可能。 

日常会話(意思疎

通)が可能。また

簡単な文字を通し

た 意思 疎通 が可

能。 

身
体
的
健
康 

身体の発達、その健康状態又は

合併症等に関する健康上の配

慮について、右の程度別に判定

すること。 

特別の治療、看護

が必要。 

特別の保 護が必

要。 

特別の注 意が必

要。 

健康であり、特に

注意を必要としな

い。 

日
常
行
動 

日常行動の状況について、右の

程度別に判定すること。 

日常 行 動に 支障

及び 特別 な 傾向

があり、常時保護

及び配慮が必要。 

日常 行 動に 支障

があり、常時注意

及び配慮が必要。 

日常行動にたいし

て支障はないが、

配慮が必要。 

日常 行 動に 支障

はなく、ほとんど

配慮を必要としな

い。 

基
本
的
生
活 

食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠

等みずからの身辺生活の処理

能力について、右の程度別に判

定すること。 

身辺生活 の処理

が ほ と ん ど 不 可

能。 

身辺生活 の処理

が部 分 的に 不可

能。 

身辺生活 の処理

がおおむね可能。 

身辺生活 の処理

が可能。 
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（１８歳以上 成人） 

項 目 １度（最重度） ２度（重度） ３度（中度） ４度（軽度） 

知
能
測
定
値 

標準化された知能検査、社会生

活能力検査又は乳幼児用の精

神発達検査を用いた結果、算出

された知能指数及びそれに該

当する指数について、右の程度

別に判定すること。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね１９以

下。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね２０

から３４。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね 35

から 49。 

知能指数及びそれ

に 該 当 す る 指 数

が、おおむね 50

から 75。 

知
的
能
力 

文字や数の理解、物事の判断及

び日常生活における教養、娯楽

物等の利用能力について、右の

程度別に判定すること。 

文字 や 数 の 理解

が不可能。 

文字 や 数 の 理解

がわずかに可能。 

表示をある程度理

解し簡単な加減が

できる。 

テレビ、新聞等を

あ る 程 度 日 常 生

活に利用できる、

給料等の 処理が

できる。 

職
業
能
力 

作業能力又は職業としての作

業能力の程度について、右の程

度別に判定すること。 

簡 単 な 手 伝 い な

ど の 作 業 も 不 可

能。 

簡単 な 手伝 い程

度は可能。また、

保 護 的 環 境 で あ

れ ば 単純 作 業が

可能。 

助言等があれば、

単純作業が可能。 

単純作 業は 可能

であるが、時に助

言等が必要。 

社

会

性 

対人関係の理解、集団的行動の

能力、また一般的社会生活の能

力について、右の程度別に判定

すること。 

対人関係 の理解

が不可能。 

集団的行動がほと

んど不可能。ただ

し、個別的な援助

があれば限られた

範囲 で の社 会生

活が可能。 

対人関係 の理解

及び集団 的行動

がある程度可能。

また、適当な援助

のもとに、限られ

た 範 囲 で の 社 会

生活が可能。 

対人関係 の理解

及び集団 的行動

がおおむね可能。

また、適当な援助

のもとに、社会生

活が可能。 

意
思
疎
通 

言語及び文字を通しての意思

疎通の可能な度合いについて、

右の程度別に判定すること。 

言語による意思疎

通がほとんど不可

能。 

言語による意思疎

通がやや可能。 

言語 が未 発 達で

文字を通しての意

思疎通が不可能。 

日常会話(意思疎

通)が可能。また

簡単な文字を通し

た 意思 疎通 が可

能。 

身
体
的
健
康 

身体の発達、その健康状態又は

合併症等に関する健康上の配

慮について、右の程度別に判定

すること。 

特別の治療、看護

が必要。 

特別の保 護が必

要。 

特別の注 意が必

要。 

健康であり、特に

注意を必要としな

い。 

日
常
行
動 

日常行動の状況について、右の

程度別に判定すること。 

日常 行 動に 支障

及び 特別 な 傾向

があり、常時保護

及び配慮が必要。 

日常 行 動に 支障

があり、常時注意

及び配慮が必要。 

日常行動にたいし

た支障はないが、

配慮が必要。 

日常 生 活に 支障

はなく、ほとんど

配慮を必要としな

い。 

基
本
的
生
活 

食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠

等みずからの身辺生活の処理

能力について、右の程度別に判

定すること。 

身辺生活 の処理

が ほ と ん ど 不 可

能。 

身辺生活 の処理

が部分的に可能。 

身辺生活 の処理

がおおむね可能。 

身辺生活 の処理

が可能。 
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３ 精神障害者保健福祉手帳等級 

 

障がい等級 精神障がいの状態 

１級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２級 
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを

必要とする程度のもの 

３級 
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活

に制限を加えることを必要とする程度のもの 

 

（精神保健及び精神障害に関する法律施行令 第６条 第３項より抜粋） 



1  球脊髄性筋萎縮症 55 再発性多発軟骨炎
2  筋萎縮性側索硬化症 56 ベーチェット病
3  脊髄性筋萎縮症 57 特発性拡張型心筋症
4  原発性側索硬化症 58 肥大型心筋症
5  進行性核上性麻痺 59 拘束型心筋症
6  パーキンソン病 60 再生不良性貧血
7  大脳皮質基底核変性症 61 自己免疫性溶血性貧血
8  ハンチントン病 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症
9  神経有棘赤血球症 63 特発性血小板減少性紫斑病

10  シャルコー・マリー・トゥース病 64 血栓性血小板減少性紫斑病
11  重症筋無力症 65 原発性免疫不全症候群
12  先天性筋無力症候群 66 IgＡ 腎症
13  多発性硬化症／視神経脊髄炎 67 多発性嚢胞腎
14   慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー 68 黄色靱帯骨化症
15  封入体筋炎 69 後縦靱帯骨化症
16  クロウ・深瀬症候群 70 広範脊柱管狭窄症
17  多系統萎縮症 71 特発性大腿骨頭壊死症
18  脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 72 下垂体性ADH分泌異常症
19  ライソゾーム病 73 下垂体性TSH分泌亢進症
20  副腎白質ジストロフィー 74 下垂体性PRL分泌亢進症
21  ミトコンドリア病 75 クッシング病
22  もやもや病 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症
23  プリオン病 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症
24  亜急性硬化性全脳炎 78 下垂体前葉機能低下症
25  進行性多巣性白質脳症 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体）
26  HTLV-1関連脊髄症 80 甲状腺ホルモン不応症
27  特発性基底核石灰化症 81 先天性副腎皮質酵素欠損症
28  全身性アミロイドーシス 82 先天性副腎低形成症
29  ウルリッヒ病 83 アジソン病
30  遠位型ミオパチー 84 サルコイドーシス
31  ベスレムミオパチー 85 特発性間質性肺炎
32  自己貪食空胞性ミオパチー 86 肺動脈性肺高血圧症
33  シュワルツ・ヤンペル症候群 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
34  神経線維腫症 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
35  天疱瘡 89 リンパ脈管筋腫症
36  表皮水疱症 90 網膜色素変性症
37  膿疱性乾癬（汎発型） 91 バッド・キアリ症候群
38  スティーヴンス・ジョンソン症候群 92 特発性門脈圧亢進症
39  中毒性表皮壊死症 93 原発性胆汁性胆管炎
40  高安動脈炎 94 原発性硬化性胆管炎
41  巨細胞性動脈炎 95 自己免疫性肝炎
42  結節性多発動脈炎 96 クローン病
43  顕微鏡的多発血管炎 97 潰瘍性大腸炎
44  多発血管炎性肉芽腫症 98 好酸球性消化管疾患
45  好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 99 慢性特発性偽性腸閉塞症
46  悪性関節リウマチ 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
47  バージャー病 101 腸管神経節細胞僅少症
48  原発性抗リン脂質抗体症候群 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群
49  全身性エリテマトーデス 103 CFC症候群
50  皮膚筋炎／多発性筋炎 104 コステロ症候群
51  全身性強皮症 105 チャージ症候群
52  混合性結合組織病 106 クリオピリン関連周期熱症候群
53  シェーグレン症候群 107 若年性特発性関節炎
54  成人発症スチル病 108 TNF受容体関連周期性症候群

４ 心身障害者福祉手当（難病医療費助成）の対象疾病一覧表

指定難病【国疾病】



109 非典型溶血性尿毒症症候群 163 特発性後天性全身性無汗症
110 ブラウ症候群 164 眼皮膚白皮症
111 先天性ミオパチー 165 肥厚性皮膚骨膜症
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 166 弾性線維性仮性黄色腫
113 筋ジストロフィー 167 マルファン症候群／ロイス・ディーツ症候群
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 168 エーラス・ダンロス症候群
115 遺伝性周期性四肢麻痺 169 メンケス病
116 アトピー性脊髄炎 170 オクシピタル・ホーン症候群
117 脊髄空洞症 171 ウィルソン病
118 脊髄髄膜瘤 172 低ホスファターゼ症
119 アイザックス症候群 173 VATER症候群
120 遺伝性ジストニア 174 那須・ハコラ病
121 脳内鉄沈着神経変性症 175 ウィーバー症候群
122 脳表ヘモジデリン沈着症 176 コフィン・ローリー症候群
123 ＨＴＲＡ１関連脳小血管病 177 ジュベール症候群関連疾患
124 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 178 モワット・ウィルソン症候群
125 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 179 ウィリアムズ症候群
126 ペリー病 180 ＡＴＲ－Ｘ症候群
127 前頭側頭葉変性症 181 クルーゾン症候群
128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 182 アペール症候群
129 痙攣重積型（二相性）急性脳症 183 ファイファー症候群
130 先天性無痛無汗症 184 アントレー・ビクスラー症候群
131 アレキサンダー病 185 コフィン・シリス症候群
132 先天性核上性球麻痺 186 ロスムンド・トムソン症候群
133 メビウス症候群 187 歌舞伎症候群
134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 188 多脾症候群
135 アイカルディ症候群 189 無脾症候群
136 片側巨脳症 190 鰓耳腎症候群
137 限局性皮質異形成 191 ウェルナー症候群
138 神経細胞移動異常症 192 コケイン症候群
139 先天性大脳白質形成不全症 193 プラダー・ウィリ症候群
140 ドラベ症候群 194 ソトス症候群
141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 195 ヌーナン症候群
142 ミオクロニー欠神てんかん 196 ヤング・シンプソン症候群
143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 197 １p36欠失症候群
144 レノックス・ガストー症候群 198 ４p欠失症候群
145 ウエスト症候群 199 ５p欠失症候群
146 大田原症候群 200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群
147 早期ミオクロニー脳症 201 アンジェルマン症候群
148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 202 スミス・マギニス症候群
149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 203 22q11.2欠失症候群
150 環状20番染色体症候群 204 エマヌエル症候群
151 ラスムッセン脳炎 205 脆弱Ｘ症候群関連疾患
152 ＰＣＤＨ19関連症候群 206 脆弱X症候群
153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 207 総動脈幹遺残症
154 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 208 修正大血管転位症
155 ランドウ・クレフナー症候群 209 完全大血管転位症
156 レット症候群 210 単心室症
157 スタージ・ウェーバー症候群 211 左心低形成症候群
158 結節性硬化症 212 三尖弁閉鎖症
159 色素性乾皮症 213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症
160 先天性魚鱗癬 214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症
161 家族性良性慢性天疱瘡 215 ファロー四徴症
162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 216 両大血管右室起始症

指定難病【国疾病】



217  エプスタイン病 271 強直性脊椎炎
218  アルポート症候群 272 進行性骨化性線維異形成症
219  ギャロウェイ・モワト症候群 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症
220  急速進行性糸球体腎炎 274 骨形成不全症
221  抗糸球体基底膜腎炎 275 タナトフォリック骨異形成症
222  一次性ネフローゼ症候群 276 軟骨無形成症
223  一次性膜性増殖性糸球体腎炎 277 リンパ管腫症/ゴーハム病
224  紫斑病性腎炎 278 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）
225  先天性腎性尿崩症 279 巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病変）
226  間質性膀胱炎（ハンナ型） 280 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
227  オスラー病 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
228  閉塞性細気管支炎 282 先天性赤血球形成異常性貧血
229  肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 283 後天性赤芽球癆
230  肺胞低換気症候群 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血
231  α1－アンチトリプシン欠乏症 285 ファンコニ貧血
232  カーニー複合 286 遺伝性鉄芽球性貧血
233  ウォルフラム症候群 287 エプスタイン症候群
234  ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。） 288 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症
235  副甲状腺機能低下症 289 クロンカイト・カナダ症候群
236  偽性副甲状腺機能低下症 290 非特異性多発性小腸潰瘍症
237  副腎皮質刺激ホルモン不応症 291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸型）
238  ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 292 総排泄腔外反症
239  ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症 293 総排泄腔遺残
240  フェニルケトン尿症 294 先天性横隔膜ヘルニア
241  高チロシン血症1型 295 乳幼児肝巨大血管腫
242  高チロシン血症2型 296 胆道閉鎖症
243  高チロシン血症3型 297 アラジール症候群
244  メープルシロップ尿症 298 遺伝性膵炎
245  プロピオン酸血症 299 嚢胞性線維症
246  メチルマロン酸血症 300 ＩｇＧ４関連疾患
247  イソ吉草酸血症 301 黄斑ジストロフィー
248  グルコーストランスポーター1欠損症 302 レーベル遺伝性視神経症
249  グルタル酸血症1型 303 アッシャー症候群
250  グルタル酸血症2型 304 若年発症型両側性感音難聴
251  尿素サイクル異常症 305 遅発性内リンパ水腫
252  リジン尿性蛋白不耐症 306 好酸球性副鼻腔炎
253  先天性葉酸吸収不全 307 カナバン病
254  ポルフィリン症 308 進行性白質脳症
255  複合カルボキシラーゼ欠損症 309 進行性ミオクローヌスてんかん
256  筋型糖原病 310 先天異常症候群
257  肝型糖原病 311 先天性三尖弁狭窄症
258  ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 312 先天性僧帽弁狭窄症
259  レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 313 先天性肺静脈狭窄症
260  シトステロール血症 314 左肺動脈右肺動脈起始症
261  タンジール病 315  ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／ＬＭＸ１Ｂ関連腎症

262  原発性高カイロミクロン血症 316 カルニチン回路異常症
263  脳腱黄色腫症 317 三頭酵素欠損症
264  無βリポタンパク血症 318 シトリン欠損症 
265  脂肪萎縮症 319 セピアプテリン還元酵素（ＳＲ）欠損症
266  家族性地中海熱 320 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール（GPI）欠損症

267  高ＩｇＤ症候群 321 非ケトーシス型高グリシン血症
268  中條・西村症候群 322 β―ケトチオラーゼ欠損症  
269  化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 323 芳香族L－アミノ酸脱炭酸酵素欠損症
270  慢性再発性多発性骨髄炎 324 メチルグルタコン酸尿症

指定難病【国疾病】



325 遺伝性自己炎症疾患 334 脳クレアチン欠乏症候群
326 大理石骨病 335 ネフロン癆
327 特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるものに限る。） 336 家族性低βリポタンパク血症1（ホモ接合体）
328 前眼部形成異常 337 ホモシスチン尿症
329 無虹彩症 338 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
330 先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症 339 ＭＥＣＰ２重複症候群
331 特発性多中心性キャッスルマン病 340 線毛機能不全症候群（カルタゲナー症候群を含む。）

332 膠様滴状角膜ジストロフィー 341 ＴＲＰＶ４異常症
333 ハッチンソン・ギルフォード症候群

1

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

※ 令和６年４月１日現在。
　　なお、平成27年1月の難病法施行による難病医療費助成制度改正（第１次実施分及び第２次実施
分）、及び当該制度改正に伴う東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則改正の前から
下記の疾病で継続して医療費助成を受けている方（経過措置対象者）については、手当の支給対象と
なる場合があります。

　・劇症肝炎
　・重症急性膵炎
　・重症多形滲出性紅斑（急性期）
　・遺伝性（本態性）ニューロパチー
　・ネフローゼ症候群
　・ミオトニー症候群
　・進行性筋ジストロフィー
　・強直性脊椎炎
　・先天性ミオパチー
　・ウィルソン病
　・脊髄空洞症
　・母斑症

特発性好酸球増多症候群

びまん性汎細気管支炎

プリオン病（ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。）

特殊医療費助成対象疾病

先天性血液凝固因子欠乏症等

人工透析を必要とする腎不全

指定難病【国疾病】

遺伝性ＱＴ延長症候群

網膜脈絡膜萎縮症

骨髄線維症

肝内結石症

国の特定疾患治療研究事業対象疾病

スモン

都単独助成対象難病

悪性高血圧

2
母斑症（指定難病の結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー
症候群を除く。）



※　新たに対象となる疾病(３疾病)
△　表記が変更された疾病(５疾病)
○　障害者総合支援法独自の対象疾病(２９疾病)

番号 疾病名 番号 疾病名

1  アイカルディ症候群 54 家族性良性慢性天疱瘡
2  アイザックス症候群 55 カナバン病
3  IgA腎症 56 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群

4  IgG4関連疾患 57 歌舞伎症候群
5  亜急性硬化性全脳炎 58 ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

6  アジソン病 59 カルニチン回路異常症
7  アッシャー症候群 60 加齢黄斑変性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
8  アトピー性脊髄炎 61 肝型糖原病
9  アペール症候群 62 間質性膀胱炎(ハンナ型)

10  アミロイドーシス 63 環状20番染色体症候群
11  アラジール症候群 64 関節リウマチ
12  アルポート症候群 65 完全大血管転位症
13  アレキサンダー病 66 眼皮膚白皮症
14  アンジェルマン症候群 67 偽性副甲状腺機能低下症
15  アントレー・ビクスラー症候群 68 ギャロウェイ・モワト症候群
16  イソ吉草酸血症 69 急性壊死性脳症　　　　　　　　　　　　　　　　 　○
17  一次性ネフローゼ症候群 70 急性網膜壊死　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
18  一次性膜性増殖性糸球体腎炎 71 球脊髄性筋萎縮症
19  1p36欠失症候群 72 急速進行性糸球体腎炎
20  遺伝性自己炎症疾患 73 強直性脊椎炎
21  遺伝性ジストニア 74 巨細胞性動脈炎
22  遺伝性周期性四肢麻痺 75 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
23  遺伝性膵炎 76 巨大動静脈奇形(頸部顔面又は四肢病変)
24  遺伝性鉄芽球性貧血 77 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
25  ウィーバー症候群 78 巨大リンパ管奇形(頸部顔面病変)
26  ウィリアムズ症候群 79 筋萎縮性側索硬化症
27  ウィルソン病 80 筋型糖原病
28  ウエスト症候群 81 筋ジストロフィー
29  ウェルナー症候群 82 クッシング病
30  ウォルフラム症候群 83 クリオピリン関連周期熱症候群
31  ウルリッヒ病 84 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
32  HTRA1関連脳小血管病　　　　　　　　　　　　△ 85 クルーゾン症候群
33  HTLV-1関連脊髄症 86 グルコーストランスポーター1欠損症
34  ATR-X症候群 87 グルタル酸血症1型
35  ADH分泌異常症 88 グルタル酸血症2型
36  エーラス・ダンロス症候群 89 クロウ・深瀬症候群
37  エプスタイン症候群 90 クローン病
38  エプスタイン病 91 クロンカイト・カナダ症候群
39  エマヌエル症候群 92 痙攣重積型(二相性)急性脳症
40  MECP2重複症候群　　　　　　　　　　　　　　※ 93 結節性硬化症
41  遠位型ミオパチー 94 結節性多発動脈炎
42  円錐角膜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○ 95 血栓性血小板減少性紫斑病
43  黄色靱帯骨化症 96 限局性皮質異形成
44  黄斑ジストロフィー 97 原発性局所多汗症　　　　　　　　　　　　　　　　○
45  大田原症候群 98 原発性硬化性胆管炎
46  オクシピタル・ホーン症候群 99 原発性高脂血症
47  オスラー病 100 原発性側索硬化症
48  カーニー複合 101 原発性胆汁性胆管炎
49  海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 102 原発性免疫不全症候群
50  潰瘍性大腸炎 103 顕微鏡的大腸炎　　　　　　　　　　　　　　　　 　○
51  下垂体前葉機能低下症 104 顕微鏡的多発血管炎
52  家族性地中海熱 105 高IgD症候群
53  家族性定βリポタンパク血症1(ホモ接合体) 106 好酸球性消化管疾患

５ 障害者総合支援法等の対象疾病(難病)一覧表　(令和６年４月１日現在)



※　新たに対象となる疾病(３疾病)
△　表記が変更された疾病(５疾病)
○　障害者総合支援法独自の対象疾病(２９疾病)

番号 疾病名 番号 疾病名

107 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 161 神経有棘赤血球症
108 好酸球性副鼻腔炎 162 進行性核上性麻痺
109 抗糸球体基底膜腎炎 163 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症
110 後縦靭帯骨化症 164 進行性骨化性線維異形成症
111 甲状腺ホルモン不応症 165 進行性多巣性白質脳症
112 拘束型心筋症 166 進行性白質脳症
113 高チロシン血症1型 167 進行性ミオクローヌスてんかん
114 高チロシン血症2型 168 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症
115 高チロシン血症3型 169 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症
116 後天性赤芽球癆 170 スタージ・ウェーバー症候群
117 広範脊柱管狭窄症 171 スティーヴンス・ジョンソン症候群
118 膠様滴状角膜ジストロフィー 172 スミス・マギニス症候群
119 抗リン脂質抗体症候群 173 スモン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
120 コケイン症候群 174 脆弱X症候群
121 コステロ症候群 175 脆弱X症候群関連疾患
122 骨形成不全症 176 成人発症スチル病　　　　　　　　　　　　　　　　 △
123 骨髄異形成症候群　　　　　　　　　　　　　　　　○ 177 成長ホルモン分泌亢進症
124 骨髄線維症　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○ 178 脊髄空洞症
125 ゴナドトロピン分泌亢進症 179 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)
126 5p欠失症候群 180 脊髄髄膜瘤
127 コフィン・シリス症候群 181 脊髄性筋萎縮症
128 コフィン・ローリー症候群 182 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症
129 混合性結合組織病 183 前眼部形成異常
130 鰓耳腎症候群 184 全身性エリテマトーデス
131 再生不良性貧血 185 全身性強皮症
132 サイトメガロウィルス角膜内皮炎　　　　　　　○ 186 先天異常症候群
133 再発性多発軟骨炎 187 先天性横隔膜ヘルニア
134 左心低形成症候群 188 先天性核上性球麻痺
135 サルコイドーシス 189 先天性気管狭窄症／先天性声門下狭窄症
136 三尖弁閉鎖症 190 先天性魚鱗癬
137 三頭酵素欠損症 191 先天性筋無力症候群
138 CFC症候群 192 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症

139 シェーグレン症候群 193 先天性三尖弁狭窄症
140 色素性乾皮症 194 先天性腎性尿崩症
141 自己貪食空胞性ミオパチー 195 先天性赤血球形成異常性貧血
142 自己免疫性肝炎 196 先天性僧帽弁狭窄症
143 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 197 先天性大脳白質形成不全症
144 自己免疫性溶血性貧血 198 先天性肺静脈狭窄症
145 四肢形成不全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 199 先天性風疹症候群　　　　　　　　　　　　　　　　 ○
146 シトステロール血症 200 先天性副腎低形成症
147 シトリン欠損症 201 先天性副腎皮質酵素欠損症
148 紫斑病性腎炎 202 先天性ミオパチー
149 脂肪萎縮症 203 先天性無痛無汗症
150 若年性突発性関節炎 204 先天性葉酸吸収不全
151 若年性肺気腫 205 前頭側頭葉変性症
152 シャルコー・マリー・トゥース病 206 線毛機能不全症候群(カルタゲナー(Kartagener)症候群を含む。)　　※

153 重症筋無力症 207 早期ミオクロニー脳症
154 修正大血管転位症 208 総動脈幹遺残症
155 ジュベール症候群関連疾患 209 総排泄腔遺残
156 シュワルツ・ヤンペル症候群 210 総排泄腔外反症
157 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 211 ソトス症候群
158 神経細胞移動異常症 212 ダイアモンド・ブラックファン貧血
159 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 213 第14番染色体父親性ダイソミー症候群
160 神経線維腫症 214 大脳皮質基底核変性症



※　新たに対象となる疾病(３疾病)
△　表記が変更された疾病(５疾病)
○　障害者総合支援法独自の対象疾病(２９疾病)

番号 疾病名 番号 疾病名

215  大理石骨病 269 バージャー病
216  ダウン症候群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 270 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
217  高安動脈炎 271 肺動脈性高血圧症
218  多系統萎縮症 272 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性)
219  タナトフォリック骨異形成症 273 肺胞低換気症候群
220  多発血管炎性肉芽腫症 274 ハッチンソン・ギルフォード症候群
221  多発性硬化症／視神経脊髄炎 275 バッド・キアリ症候群
222  多発性軟骨性外骨腫症　　　　　　　　　　　　　○ 276 ハンチントン病
223  多発性嚢胞腎 277 汎発性特発性骨増殖症　　　　　　　　　　　　　○
224  多脾症候群 278 PCDH19関連症候群
225  タンジール病 279 非ケトーシス型高グリシン血症
226  単心室症 280 肥厚性皮膚骨膜症
227  弾性線維性仮性黄色腫 281 非ジストロフィー性ミオトニー症候群
228  短腸症候群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 282 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症

229  胆道閉鎖症 283 肥大型心筋症
230  遅発性内リンパ水腫 284 左肺動脈右肺動脈起始症
231  チャージ症候群 285 ビタミンD依存性くる病／骨軟化症
232  中隔視神経形成異常症／ドモルシア症候群 286 ビタミンD抵抗性くる病／骨軟化症
233  中毒性表皮壊死症 287 ビッカースタッフ脳幹脳炎
234  腸管神経節細胞僅少症 288 非典型溶血性尿毒症症候群
235  TRPV4異常症　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 289 非特異性多発性小腸潰瘍症
236  TSH分泌亢進症 290 皮膚筋炎／多発性筋炎
237  TNF受容体関連周期性症候群 291 びまん性汎細気管支炎　　　　　　　　　　　　　 ○
238  低ホスファターゼ症 292 肥満低換気症候群　　　　　　　　　　　　　　　　○
239  天疱瘡 293 表皮水疱症
240  特発性拡張型心筋症 294 ヒルシュスプルング病(全結腸型または小腸型)
241  特発性間質性肺炎 295 VATER症候群
242  特発性基底核石灰化症 296 ファイファー症候群
243  特発性血小板減少性紫斑病 297 ファロー四徴症
244  特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 298 ファンコニ貧血
245  特発性後天性全身性無汗症 299 封入体筋炎
246  特発性大腿骨頭壊死症 300 フェニルケトン尿症
247  特発性多中心性キャッスルマン病 301 フォンタン術後症候群　　　　　　　　　　　　　　○
248  特発性門脈圧亢進症 302 複合カルボキシラーゼ欠損症
249  特発性両側性感音難聴 303 副甲状腺機能低下症
250  突発性難聴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ 304 副腎白質ジストロフィー
251  ドラベ症候群 305 副腎皮質刺激ホルモン不応症
252  中條・西村症候群 306 ブラウ症候群
253  那須・ハコラ病 307 プラダー・ウィリ症候群
254  軟骨無形成症 308 プリオン病
255  難治頻回部分発作重積型急性脳炎 309 プロピオン酸血症
256  22q11.2欠失症候群 310 PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症)
257  乳幼児肝巨大血管腫 311 閉塞性細気管支炎
258  尿素サイクル異常症 312 β-ケトチオラーゼ欠損症
259  ヌーナン症候群 313 ベーチェット病
260  ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)／LMX1B関連腎症 314 ベスレムミオパチー
261  ネフロン癆 315 ヘパリン起因性血小板減少症　　　　　　　　　○
262  脳クレアチン欠乏症候群 316 ヘモクロマトーシス　　　　　　　　　　　　　　　　○
263  脳腱黄色腫症 317 ペリー病　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △
264  脳内鉄沈着神経変性症(※)　　　　　　　　　　△ 318 ペルーシド角膜辺縁変性症　　　　　　　　　　 ○
265  脳表ヘモジデリン沈着症 319 ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロフィーを除く。)

266  膿疱性乾癬 320 片側巨脳症
267  嚢胞性線維症 321 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群
268  パーキンソン病 322 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症



※　新たに対象となる疾病(３疾病)
△　表記が変更された疾病(５疾病)
○　障害者総合支援法独自の対象疾病(２９疾病)

番号 疾病名 番号 疾病名

323 発作性夜間ヘモグロビン尿症 347 薬剤性過敏症症候群　　　　　　　　　　　　　　　○
324 ホモシスチン尿症 348 ヤング・シンプソン症候群
325 ポルフィリン症 349 慢性遺伝形式をとる遺伝性難聴　　　　　　　　○
326 マリネスコ・シェーグレン症候群 350 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん
327 マルファン症候群／ロイス・ディーツ症候群　　△ 351 4p欠失症候群
328 慢性炎症性脱随性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー 352 ライソゾーム病
329 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 353 ラスムッセン脳炎
330 慢性再発性多発性骨髄炎 354 ランゲルハンス細胞組織球症　　　　　　　　　 ○
331 慢性膵炎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○ 355 ランドウ・クレフナー症候群
332 慢性突発性偽性腸閉塞症 356 リジン尿性蛋白不耐症
333 ミオクロニー欠神てんかん 357 両側性小耳症・外耳道閉鎖症　　　　　　　　　 ○
334 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 358 両大血管右室起始症
335 ミトコンドリア病 359 リンパ管腫症／ゴーハム病
336 無虹彩症 360 リンパ脈管筋腫症
337 無脾症候群 361 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。)
338 無βリポタンパク血症 362 ルビンシュタイン・テイビ症候群
339 メープルシロップ尿症 363 レーベル遺伝性視神経症
340 メチルグルタコン酸尿症 364 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

341 メチルマロン酸血症 365 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴　　　　　　　 ○

342 メビウス症候群 366 レット症候群

343 メンケス病 367 レノックス・ガスト―症候群
344 網膜色素変性症 368 ロスムンド・トムソン症候群
345 もやもや病 369 肋骨異常を伴う先天性側弯症
346 モワット・ウイルソン症候群

(※)
(※) 一覧には代表的な疾病名が記載されており、内含する疾病名までは記載されておりません。

各疾病の詳細については難病情報センターのホームページ(https://www.nanbyou.or.jp/)等を
参照ください。

旧対象疾病番号159(神経フェリチン症)は対象疾病番号264(脳内鉄沈着神経変性症)に統合。

https://www.nanbyou.or.jp/
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６ 補装具給付一覧表 

 

障がい別 種    目 

視覚障がい者（児） 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡等 

聴覚障がい者（児） 
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置

の修理に限る) 

肢体不自由者（児） 

義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具 

歩行器＊ 

車椅子＊、電動車椅子＊ 

歩行補助つえ＊ 

姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 

肢体不自由児 
姿勢保持椅子、起立保持具、頭部保持具 

排便補助具 

内部障がい者（児） 車椅子＊ 

難 病 患 者 

車椅子＊、電動車椅子＊ 

歩行器＊ 

重度障害者用意思伝達装置 

靴型装具 等 

 

 

＊印は、介護保険との共通品目である用具です。 
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７ 日常生活用具一覧表 

※福祉電話は貸与、その他の種目は給付となります。 

 

種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

介

護

･

訓

練

支

援

用

具 

浴槽 

（湯沸器含む） 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、下肢又

は体幹機能障害の程度が１級又は２級のも

の 

浴槽は実用水量１５０

リットル以上のもの。湯

沸器は水温２５℃上昇さ

せたとき毎分１０リット

ル以上給湯でき、安全性

について配慮され、浴槽

の性能に応じたもの 

浴槽湯沸器 

同時給付 

141,200 

 

浴槽   58,300 

湯沸器104,900 

8 年 

入浴担架 

原則として３歳以上の身体障害者手帳

の交付を受けた者（児）であって、下肢又は

体幹機能障害の程度が１級又は２級のもの

（入浴に当たって、家族等他人の介助を要

するものに限る。） 

障害者（児）を担架に

乗せたままリフト装置に

より入浴させるもの 

和式  133,900 

洋式   82,400 

5 年 

ただし、

障害児

は 3 年 

特殊マット 

① 原則として３歳以上の知的障害者（児）

であって、障害の程度が最重度又は重度

のもの 

② 原則として３歳以上１８歳未満の身体

障害者手帳の交付を受けた児童であって、

下肢又は体幹機能障害の程度が１級又は２

級のもの 

③ １８歳以上の身体障害者手帳の交付を

受けた者であって、下肢又は体幹機能障害

の程度が１級のもの（常時介護を要する者

に限る。） 

④ 難病患者等であって、寝たきりの状態

にあるもの 

じょくそう防止又は失

禁による汚染若しくは損

耗を防止するためマット

（寝具）にビニ－ル等を

加工したもの 

94,276 5 年 

特殊寝台 

① 原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、下肢又

は体幹機能障害の程度が１級又は２級のも

の 

② 難病患者等であって、寝たきりの状態

にあるもの 

腕、脚等の訓練ので

きる器具を附帯し、原則

として使用者の頭部及

び脚部の傾斜角度を個

別に調整できる機能を

有するもの 

162,800 8 年 

体位変換器 

① 原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、下肢又

は体幹機能障害の程度が１級又は２級のも

の（下着交換等に当たって、家族等他人の

介護を必要とする者に限る。） 

② 難病患者等であって、寝たきりの状態

にあるもの 

介 護 者 が 、 障 害 者

（児）、難病患者等の体位

を変換させるのに容易

に使用し得るもの 

15,000 5 年 
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種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

介
護
訓
練
支
援
用
具 

特殊尿器 

① 原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、下肢又

は体幹機能障害の程度が１級のもの（常時

介護を要する者に限る。） 

② 難病患者等であって、自力で排尿でき

ないもの 

尿が自動的に吸引さ

れるもので障害者（児）、

難病患者等又は介護者

が容易に使用し得るも

の 

154,500 5 年 

介

護

・
訓

練

支

援

用

具 

介護者用 

バギー 

原則として学齢児以上の知的障害者

（児）であって、移動等において介助を必

要とするもの 

原則として介助者が

押して駆動するもの 

60,750 6 年 

移動用リフト 

① 原則として３歳以上の身体障害者手帳

の交付を受けた者（児）であって、下肢又は

体幹機能障害の程度が１級又は２級のもの 

② 難病患者等であって、下肢又は体幹機

能に障害のあるもの 

介 護 者 が 、 障 害 者

（児）、難病患者等を移動

させるに当たって、容易

に使用し得るもの（天井

走行型その他住宅改造

を伴うものを除く。） 

257,500 4 年 

訓練いす 

 原則として３歳以上１８歳未満の身体障

害者手帳の交付を受けた児童であって、下

肢又は体幹機能障害の程度が１級又は２級

のもの 

原則として附属のテ

ーブルを付けるものと

する。 

33,100 5 年 

訓練用ベッド 
難病患者等であって、下肢又は体幹機

能に障害のあるもの 

腕又は脚の訓練がで

きる器具を備えたもの 

159,200 8 年 

自

立

生

活

支

援

用

具 

入浴補助用具 

① 原則として３歳以上の身体障害者手帳

の交付を受けた者（児）であって、下肢又は

体幹機能障害者（児）で、入浴に介助を必要

とするもの 

② 難病患者等であって、入浴に介助を要

する者 

入浴時の移動、座位の

保持、浴槽への入水等を

補助でき、障害者（児）、

難病患者等又は介護者

が容易に使用し得るも

の。ただし、設置に当た

り住宅改修を伴うもの

を除く。 

90,000 8 年 

便器 

① 原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、下肢又

は体幹機能障害の程度が１級又は２級のも

の 

② 難病患者等であって、常時介護を要す

るもの 

手すりのついた腰か

け式のもので、障害者

（児）、難病患者等が容易

に使用し得るもの（取り

替えに当たり住宅改修

を伴うものを除く。） 

16,500 8 年 

特殊便器 

① 原則として学齢児以上の知的障害者

（児）であって、障害の程度が最重度又は重

度の自ら排便の処理が困難なもの 

② 原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、上肢障

害の程度が１級又は２級のもの 

③ 難病患者等であって、上肢機能に障害

のあるもの 

足踏ペダルで温水温

風を出し得るもの及び

知的障害者（児）を介護

している者が容易に使

用し得るもので温水温

風を出し得るもの（取り

替えに当たり住宅改修

を伴うものを除く。） 

151,200 8 年 



   - 140 - 

種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

自

立

生

活

支

援

用

具 

頭部保護帽 

① 知的障害者（児）であって、てんかんの

発作等により頻繁に転倒するもの 

② 身体障害者手帳の交付を受けた者

（児）であって、平行機能又は下肢若しくは

体幹の機能障害等による転倒の危険性が

高いもの 

転倒の衝撃から頭部

を保護できるもの 

既製品 

  12,160 

注文製作品 

  36,750 

3 年 

歩行支援用具 

① 原則として３歳以上の身体障害者手帳

の交付を受けた者（児）であって、平衡機能

又は下肢若しくは体幹機能障害を有する

もので、家庭内の移動等において介助を

必要とするもの 

② 難病患者等であって、下肢が不自由な

もの 

転倒予防、立ち上がり

動作補助、移乗動作の補

助、段差解消等の性能を

有する手すり、スロープ

等であって、必要な強度

と安定性を有するもの

（設置に当たり住宅改修

を伴うものを除く。） 

60,000 8 年 

歩行補助つえ 下肢又は体幹機能障害者 

木材又は軽金属を主

体とする十分な強度を

有するもの（一本つえに

限る。） 

4,410 

 

 

 

1 年 

三輪自転車 

脳原性運動機能障害により、身体障害者

手帳の交付を受けた者であって、その障害

の程度が３級以上のもの（障害が重く使用

困難と認められるものは除く。） 

身体に障害があるも

のが利用できるように

製造された身体障害者

用三輪自転車 

162,740 － 

自動消火装置 

火災発生の感知及び避難が著しく困難

な次のいずれかに該当する者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯に属する者 

① 身体障害者手帳の交付を受けた者

（児）で、その障害の程度が１級又は２級の

もの 

② 知的障害者（児）で、障害の程度が最重

度又は重度のもの 

③ 難病患者等 

室内温度の異常上昇

又は炎の接触で自動的

に消火液を噴射し初期

火災を消火し得るもの 

28,700 

 

8 年 

火災警報器 

火災発生の感知及び避難が著しく困難

な次のいずれかに該当する者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯に属する者 

① 身体障害者手帳の交付を受けた者

（児）であって、その障害の程度が１級又は

２級のもの 

② 知的障害者（児）であって、障害の程度

が最重度又は重度のもの 

室内の火災を煙又は

熱により感知し、音又は

光を発し、屋外にも警報

ブザ－で知らせ得るも

の 

15,500 

(2 個まで  

給付可能) 

8 年 
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種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

自

立

生

活

支

援

用

具 

ガス安全 

システム 

① １８歳以上の身体障害者手帳の交付を

受けた者であって、喉頭摘出等により臭覚

機能を喪失したもの（喉頭摘出等により臭

覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯に属するもの限る。） 

② １８歳以上の身体障害者手帳の交付を

受けた者であって、下肢又は体幹機能障害

の程度が１級のもの （障害者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯に属するもの限

る。） 

警報器からの遮断信

号、ガスの異常使用及び

地震時等にガスを自動

的に遮断できるもの 

42,200 8 年 

電磁調理器 

 

① １８歳以上の身体障害者手帳の交付を

受けた者であって、視覚障害の程度が１級

又は２級のもの 

② １８歳以上の身体障害者手帳の交付を

受けた者であって、上肢障害の程度が１級

又は２級のもの 

③ １８歳以上の身体障害者手帳の交付を

受けた者であって、下肢又は体幹機能障害

の程度が１級のもの 

（①、②及び③のいずれも、障害者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯にに属するも

の限る。） 

④ １８歳以上の知的障害者で、障害の程

度が最重度又は重度のもの 

障害者が容易に使用

し得るもの 

41,000 6 年 

携帯用 

信号装置 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、聴覚又

は音声、言語機能障害の程度が３級以上の

もの 

送信機による合図が、

視覚、触覚等により知覚

できるもの 

20,200 6 年 

屋内信号装置 

１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受

けた者であって、聴覚障害の程度が２級の

もの（聴覚障害者のみの世帯及びこれに準

ずる世帯で日常生活上必要と認められる

世帯に属するものに限る。） 

音、音声等を視覚、触

覚等により知覚できる

もの  

87,400 10 年 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具 

体重計 

１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受

けた者であって、視覚障害の程度が１級又

は２級のもの（視覚障害者のみの世帯及び

これに準ずる世帯に属するものに限る。） 

視覚障害者が容易に

使用し得るもの。 

18,000 

 

5 年 

音声式体温計 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、視覚障

害の程度が１級又は２級のもの（視覚障害

者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属

するものに限る。） 

視覚障害者（児）が容

易に使用し得るもの 

9,000 5 年 

空気清浄器 

１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受

けた者であって、呼吸器機能障害の程度が

３級以上のもの 

障害者が容易に使用

し得るもの 

33,800 6 年 
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種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

在

宅

療

養

等

支

援

用

具 

透析液加温器 

原則として３歳以上の身体障害者手帳

の交付を受けた者（児）であって、人工透析

を必要とするもの（自己連続携行式腹膜灌

流法による透析療法を行う者に限る。） 

自己連続式腹膜灌流

療法による人工透析に

使用する加温器で、一定

温度に保つもの 

72,100 5 年 

ルーム 

クーラー 

１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受

けた者であって、頸髄損傷等により体温調

節機能を喪失したもの（医師により、体温

調節機能を喪失したものと認められた者

に限る。） 

障害者が容易に使用

し得るもの 

172,100 6 年 

動脈血中酸素

飽和測定器（パ

ルスオキシメー

ター） 

人工呼吸器を使用し、次のいずれかに

該当するもの 

① 呼吸器機能障害の程度が３級以上であ

るもの又は同程度の身体障害者（児）で必

要と認められるもの 

② 難病患者等又は医療的ケア児等であっ

て、呼吸器機能に障害のあるもの 

呼吸状態を継続的に

モニタリングすることが

可能な機能を有し、障害

者（児）、難病患者等、医

療的ケア児等又は介護

者が容易に使用し得る

もの 

157,500 5 年 

電気式たん 

吸引器 

① 原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、呼吸器

機能障害の程度が３級以上であるもの又

は同程度の身体障害者（児）で必要と認め

られるもの 

② 難病患者等又は医療的ケア児等であっ

て、呼吸器機能に障害のあるもの 

障害者（児）、難病患

者等、医療的ケア児等又

は介護者が容易に使用

し得るもの 

56,400 5 年 

ネブライザ－ 

（吸入器） 

① 原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、呼吸器

機能障害の程度が３級以上であるもの又

は同程度の身体障害者（児）で必要と認め

られるもの 

② 難病患者等又は医療的ケア児等であっ

て、呼吸器機能に障害のあるもの 

障害者（児）、難病患

者等、医療的ケア児等又

は介護者が容易に使用

し得るもの 

36,000 5 年 

酸素吸入装置 

原則として１８歳以上の身体障害 者手

帳の交付を受けた者であって、呼吸器機能

障害の程度が原則として３級以上のもの

（医療保険その他の制度による在宅酸素療

法に該当しない者であって、医師により酸

素吸入装置の使用を認められたものに限

る。） 

酸素ボンベ、スタンド

及び吸入マスクを一体と

するもの 

46,400 10 年 

酸素ボンベ 

運搬車 

原則として１８歳以上の身体障害者手帳

の交付を受けた者であって、呼吸器機能障

害の程度が原則として３級以上のもの（医

療保険その他の制度による在宅酸素療法

を受けている者及び本制度による酸素吸

入装置の給付を受けた者に限る。） 

障害者が容易に使用

し得るもの 

17,000 10 年 
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種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

在

宅

療

養

等

支

援

用

具 

正弦波インバー

ター発電機 

人工呼吸器を使用し、災害時個別支援計

画を策定している者（児）であって、次のい

ずれかに該当するもの 

① 呼吸器機能障害の程度が３級以上であ

るもの又は同程度の身体障害者（児）で必

要と認められるもの 

② 難病患者等又は医療的ケア児等で呼吸

器機能に障害のあるもの 

（ただし、東京都在宅人工呼吸器使用難

病患者非常用電源設備整備事業の対象

者は除く。） 

障害者（児）、難病患者

等、医療的ケア児等又は

介護者が容易に使用し

得るもので、ガソリン又

はガスボンベ等で作動

する正弦波インバーター

発電機で、定格出力が

850W 以上のもの 

212,000 6 年 

ポー タ ブル電

源（蓄電池） 

人工呼吸器を使用し、災害時個別支援計

画を策定している者（児）であって、次のい

ずれかに該当するもの 

① 呼吸器機能障害の程度が３級以上であ

るもの又は同程度の身体障害者（児）で必

要と認められるもの 

② 難病患者等又は医療的ケア児等で呼吸

器機能に障害のあるもの 

（ただし、東京都在宅人工呼吸器使用

難病患者非常用電源設備整備事業の対

象者は除く。） 

障害者（児）、難病患者

等、医療的ケア児等又は

介護者が容易に使用し

得るもので、運搬可能な

蓄電機能を有する正弦

波交流出力の電源装置

で、定格出力が 300W

以上のもの 

104,000 6 年 

ＤＣ/ＡＣインバ

ーター（カーイ

ンバーター） 

人工呼吸器を使用し、災害時個別支援計

画を策定している者（児）であって、次のい

ずれかに該当するもの 

① 呼吸器機能障害の程度が３級以上であ

るもの又は同程度の身体障害者（児）で必

要と認められるもの 

② 難病患者等又は医療的ケア児等で呼吸

器機能に障害のあるもの 

障害者（児）、難病患者

等、医療的ケア児等又は

介護者容易に使用.し得

るもので、自動車用バッ

テ リ ー 等 の 直 流 電 源 

(DC)を正弦波交流電源 

(AC)に変換する装置

で、定格出力が 300W

以上のもの 

40,000 6 年 

情

報･

意

思

疎

通

支

援

用

具 

人工喉頭 喉頭摘出者 

［笛式］ 

呼気によりゴム等の

膜を振動させ、ビニール

等の管を通じて音源を

口腔内に導き構音化す

るもの 

5,250 4 年 

［電動式］ 

顎下部等にあてた電

動板を駆動させ、経皮的

に音源を口腔内に導き

構音化するもの 

73,605 5 年 

人工鼻 
喉頭摘出者であって、常時埋込型の人

工喉頭を使用するもの 

常時埋込型の人工喉

頭を使用して発声する

ために必要な消耗品一

式 

１月当たり

23,760 
－ 
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種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

情

報

･

意

思

疎

通

支

援

用

具 

情
報 

携帯用会話 

補助装置 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）で、音声機能若し

くは言語機能障害者（児）又は肢体不自由

者（児）で音声言語の著しい障害を有する

もの 

携帯式でことばを音

声又は文章に変換する

機能を有し、障害者（児）

が容易に使用し得るも

の 

285,000 5 年 

視覚障害者用

拡大読書器 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた視覚障害者（児）であっ

て、本装置により文字等を読むことが可能

になるもの 

画像入力装置を読み

たいもの（印刷物等）の

上に置くことで簡単に拡

大された画像（文字等）

をモニタ－に写し出せる

もの 

198,000 8 年 

ポータブル 

レコ－ダ－ 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、視覚障

害に係る障害の程度が１級又は２級のもの

（既にテープレコーダーの給付を受け、給

付日より２年に満たない者は、原則として

対象外とする。） 

音声等により操作ボ

タンが知覚又は認識で

き、かつ、ＤＡＩＳＹ方式

による録音及び当該方

式により記録された図

書の再生が可能な製品

であって、視覚障害者

（児）が容易に使用し得

るもの 

85,000 

 

 

6 年 

時計 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、視覚障

害の程度が１級又は２級のもの 

視覚障害者が容易に

使用し得るもの 

13,300 10 年 

音響案内装置 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、視覚障

害の程度が１級又は２級のもの（２級の者

は、送信機のみに限る。） 

視覚障害者（児）が容

易に使用し得るもの。送

信機は、「歩行時間延長

信号機用小型送信機」の

こと。 

1 級 51,000 

2 級  7,000 

10 年 

点字図書 

原則として学齢児以上の視覚障害者

（児）であって、主に情報の入手を点字によ

っているもの 

月刊、週刊等で発行さ

れる雑誌を除く点字図

書とする。 

一般図書の購

入相当額を除く。 － 

点字器 視覚障害者 

［標準型］ 

32 マス 18 行、両面

書プラスチック製 

A 10,920 

B  6,940 

7 年 

［携帯用］ 

32 マス 4 行、片面書 

プラスチック製 

A  7,560 

B  1,732 

5 年 

点字タイプ 

ライタ－ 

身体障害者手帳の交付を受けた者（児）で

あって、視覚障害の程度が１級又は２級の

もの（本人が就労し、若しくは就学し、又は

就労が見込まれている者に限る。） 

視覚障害者（児）が容

易に操作できるもの 

63,100 5 年 

点字 

ディスプレイ 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、視覚障

害の程度が１級又は２級のもの 

文字等のコンピュ－タ

－の画面情報を点字等

により示すことができる

もの 

383,500 6 年 
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種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

情

報

・
意

思

疎

通

支

援

用

具 

活字文書 

読上げ装置 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、視覚障

害の程度が１級又は２級のもの 

文字情報と同一紙面

上に記載された当該文

字情報を暗号化した情

報を読み取り、音声信号

に変換して出力する機

能を有するもので、視覚

障害者（児）が容易に使

用し得るもの 

通常の文字文書

を読み取るもの  

198,000 

 

SP コード等、文

字情報を暗号化し

た情報を読み取

るもの 99,800 

6 年 

聴覚障害者用

通信装置 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、聴覚又

は音声、言語機能に著しい障害を有し、コ

ミュニケーション、緊急連絡等の手段とし

て必要と認められるもの 

一般の電話に接続す

ることができ、音声の代

わりに、文字等により通

信が可能な機器であり

障害者が容易に使用し

得るもの 

71,000 5 年 

フラッシュ 

ベル 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、聴覚又

は音声、言語機能障害の程度が３級以上の

もの 

障害者（児）が容易に

使用し得るもの 

12,400 10 年 

情報受信装置 
聴覚障害者（児）で、本装置によりテレビ

の視聴が可能になるもの 

字幕及び手話通訳付

きの聴覚障害者（児）用

番組並びにテレビ番組

に字幕及び手話通訳の

映像を合成したものを

画面に出力する機能を

有し、かつ、災害時の聴

覚障害者（児）向け緊急

信号を受信するもので、

聴覚障害者（児）が容易

に使用し得るもの 

88,900 6 年 

会議用拡聴器 

原則として学齢児以上の身体障害者手

帳の交付を受けた者（児）であって、聴覚障

害の程度が４級以上のもの 

障害者（児）が容易に

使用し得るもの 

38,200 6 年 

情報通信支援

用具 

① 原則として学齢児以上の身体障害者

手帳の交付を受けた者(児)であって、上

肢機能障害の程度が１級又は２級のもの

で、特殊な入力支援用具を必要とするも

の 

② 原則として学齢児以上の身体障害者

手帳の交付を受けた者(児)であって、視

覚障害の程度が１級又は２級のもの 

障害者（児）が容易に

使用できるもの 

100,000 6 年 

音声 IC タグレ

コーダー 

原則として学齢児以上の身体障害者

手帳の交付を受けた者（児）であって、視

覚障害の程度が１級又は２級のもの（視

覚障害の者のみの世帯及びこれに準ずる

世帯に属する者に限る。） 

専用の読み取り装置

で読み取ることによりＩ

Ｃタグに録音された情

報を音声で知らせるも

ので、視覚障害者（児）

が容易に使用し得るも

の 

20,390 6 年 
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種

別 
種目 対象者の要件 性能及び内容 基準額 

耐用 

年数 

情
報
・
意
思
疎
通
支
援
用
具

福祉電話 

１８歳以上の身体障害者手帳の交付を受

けた難聴者又は外出困難な者（原則として

２級以上）であって、コミュニケ－ション、

緊急連絡等の手段として必要性があると

認められるもの（障害者のみの世帯及びこ

れに準ずる世帯で、前年分の所得税が非

課税の世帯に限る。） 

障害者が容易に使用

し得るもの 

（貸与） － 

排

せ

つ

管

理

支

援

用

具 

 

ストーマ用 

装具 

① 直腸又はぼうこうの機能に障害を有す

る者であって、ストーマを造設しているも

の 

② 身体障害者手帳の交付を受けた者

（児）であって、二分脊椎等の神経系の障害

により、排尿又は排便の際に紙おむつ等の

用具類を必要とするもの 

① 低刺激性の粘着剤を

使用した密封型又は下

部開放型の収納袋及び

造設口の衛生処理に要

する装具 

② 紙おむつ及び衛生処

理に要する装具 

消化器系 

   １月当たり

8,858 

尿路系 

  １月当たり

11,639 

紙おむつ 

１月当たり

12,000 

－ 

収尿器 高度の排尿機能障害者 

［男子用］ 

採尿器と蓄尿袋で構

成し、尿の逆流防止装置

をつけるものとする。 

ラテックス製又はゴム製 

Ａ普通型 Ｂ簡易型 

A 8,085 

B 5,985 

1 年 

［女子用］ 

Ａ普通型 

耐久性ゴム製採尿袋

を有するもの 

Ｂ簡易型 

ポリエチレン製の採尿

袋導尿ゴム管付き 

A 8,925 

B 6,195 

1 年 

小
規
模
住
宅
改
修 

居宅生活動作 

補助用具 

① 学齢児以上６５歳未満で、下肢又は体

幹に係る障害の程度が３級以上の者及び

補装具として車いすの交付を受けた内部

障害者（特殊便器への取替えにあって

は、上肢障害２級以上の者） 

② 難病患者等で下肢又は体幹機能に障

害のあるもの 

障害者（児）、難病患者

等の移動を円滑にする

用具で設置に小規模な

住宅改修を伴うもの 

200,000 

－ 

 



8　所得限度額

(1) 障がい者本人に給付する手当の所得制限基準額と給付額 (障害者福祉課)

所得者

扶養者数

　　　制　　　度

特別障害者手当等(国)

　　特別障害者手当 27,980

　　障害児福祉手当 15,220

　　経過的福祉手当 15,220

心身障害者福祉手当(区)

　　身１・２、愛１～３、難病、脳性まひ、筋萎縮 15,500

　　身障手帳3級、愛の手帳4度 9,500

重度心身障害者手当(都) 60,000 3,604 3,984 4,364 4,744 5,124

(2) 児童を養育する父母または養育者に給付する手当の所得制限限度額と給付額　(子ども家庭部子育て支援課)

所得者

扶養者数

　　　制　　　度

1級 55,350

2級 36,860

全部支給 45,500 490 870 1,250 1,630 2,010

一部支給 45,490～10,740 1,920 2,300 2,680 3,060 3,440

(障害手当) 15,500

(育成手当) 13,500

(3) 障がい者本人に助成する医療費の所得制限基準額 (障害者福祉課)

所得者

扶養者数

　　　制　　　度

心身障害者医療費助成(マル障) ――― 3,604 3,984 4,364 4,744 5,124

(4) ２０歳前の傷病による障害基礎年金の年金額と所得制限額（国保年金課）

所得者

扶養者数

　　　制　　　度

障害基礎年金

－
 １

４
７

 －

年金額(円)

1級

1,020,000(68歳以下)

1,017,125(69歳以上)

2級

特別児童扶養手当 4,596

4,844

5,861

3人2人1人0人

5,481

4,464

4,721

7,175

2,360 2,740 3,120 3,500 3,880

5,101　816,000(68歳以下)

　813,700(69歳以上)

4,0843,704

※20歳未満の場合、国保は世帯主、社保は被保険者

5,224

6,241

2分の1
支給停止

全　額
支給停止

4人

本人の所得制限額(千円)

手当月額(円)

本人の所得限度額(千円)

0人 1人 2人 3人 4人

児童扶養手当

児童育成手当 3,604 3,984 4,364 4,744

4,976 5,356 5,736 6,116

5,124

2人 3人

6,287 6,536 6,749 6,962

4人
手当月額(円)

本人の所得限度額(千円) 配偶者または扶養義務者の所得限度額(千円)

0人 1人 2人 3人 4人 0人 1人

6,536 6,749 6,942 7,175

3,604 3,984 4,364 4,744 5,124

3,604 3,984 4,364 4,744 5,124 6,287

本人の所得限度額に同じ(本人20歳未満の場合)

0人 1人 2人 3人 4人

本人の所得限度額(千円) 配偶者または扶養義務者の所得限度額(千円)

手当月額(円)
0人 1人 2人 3人 4人



△　相談の窓口 ▲　その他の関連施設
№ №
1
2

3

5

7
8 6
9 7
10 8

9

▼　障がい者対応の住宅
№
1
2
3
4

名　　称 名　　称
荒 川 区 役 所

1
荒 川 生 活 実 習 所

荒川区立心身障害者福祉センター
（ 荒 川 た ん ぽ ぽ セ ン タ ー ）

荒 川 福 祉 作 業 所

2
尾 久 生 活 実 習 所
（ あ ら か わ 希 望 の 家 ）荒川区障害者基幹相談支援センター

4
障 害 者 福 祉 会 館
（ ア ク ロ ス あ ら か わ ）

3
尾 久 生 活 実 習 所 分 場
（ あ ら か わ 希 望 の 家 分 場 ）

支 援 セ ン タ ー ア ゼ リ ア
4
町屋三丁目障がい者就労支援施設
（ ス タ ー ト ま ち や ）

6
荒川区精神障がい者相談支援事
業 所 （ コ ン パ ス ）

5
障 が い 者 地 域 生 活 支 援 施 設
（ ス ク ラ ム あ ら か わ ）荒川区子ども家庭総合センター

教 育 セ ン タ ー グ ル ー プ ホ ー ム ひ ぐ ら し

保 健 所 （ 健 康 推 進 課 ） 東日暮里三丁目障がい者支援施設

(社福)荒川区社会福祉協議会 西日暮里六丁目障がい者支援施設

西尾久三丁目障がい者就労支援施設

名　　称
町 屋 五 丁 目 住 宅
都営南千住四丁目アパート
都営南千住八丁目第２アパート
都営西尾久八丁目アパート

‐
１
４
８
‐

▲1
西日暮里駅

日暮里駅

新三河島駅

三河島駅

南千住駅

尾久駅

町屋駅

▼1

△5

▼1

▲7

▲4

2△3

▲5

△1

▲2

▲6

△4

▼2

西 尾 久

東 尾 久

荒 川

西日暮里

東日暮里

南 千 住

町 屋

1▽

▲3

▲8

9 障がい者（児）関連施設配置図

△6

△7△8

△9

△10

▼3

▼4 ▲9



- 149 - 

 

１０ 荒川区内の障がい者（児）施設 

 

スクラムあらかわ 

障害福祉サービス（グループホーム、短期入所）や地域生活支援事業（地域活動支援センター、日中一

時支援事業、施設入浴、移動支援事業（車両移送型）、相談支援事業）を行う複合施設です。 

所在地 町屋６－２８－１３ 

電 話 ６２４０－８８５５、８８５６ ＦＡＸ ６２４０－８８５７ 

 

区立心身障害者福祉センター（荒川たんぽぽセンター） 

心身障がい者から相談を受け、様々なサービスを提供する施設です。障がいに関する相談（ピアカウ

ンセリング）、児童福祉法による児童発達支援、身体障がい者対象の機能訓練事業を行っています。 

所在地 荒川１－５３－２０ 

電 話 ３８９１－６８２４  ＦＡＸ ３８０７－８４８３ 

 

荒川区障害者基幹相談支援センター 

障がいに関する相談支援の拠点として、総合的・専門的な相談に応じています。区内の相談支援事業

者に対して専門的な指導・助言を行うなど、地域における支援のネットワークづくりを進めています。 

所在地 荒川１－５３－２０ ２階 

電 話 ３８０１－８０６０  ＦＡＸ ３８０１－８０６１ 

 

区立障害者福祉会館（アクロスあらかわ） 

障がい者に配慮した多目的ホールや会議室等の貸出、各種講座イベントの開催等を行います。また、

インターネットスポットを設置し、障がい者のためのＩＴを啓発します。 

所在地 荒川２－５７－８ 

電 話 ３８０３－６２２１ ＦＡＸ ３８０３－６２２２ 相談専用電話 ３８０３－６２８８ 

 

区立精神障害者地域生活支援センター（支援センター アゼリア） 

心の病を持ちながら地域で生活している方を対象に、その日常生活を支援したり、相談にのったり、

地域交流活動などを行い、精神障がい者の社会復帰と自立と社会参加の促進を図ります。 

所在地 東尾久５－４５－１１ 

電 話 ３８１９－２３４３  ＦＡＸ ３８１９－２３１２ 
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荒川区精神障がい者相談支援事業所（コンパス） 

心に不安を抱えている方やそのご家族を対象とした相談支援事業所です。面接・電話・訪問により、障

害者福祉サービスの利用相談、専門機関の紹介他、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続け

るために必要な支援を行います。 

所在地 東日暮里 3－43－12 K・フラット１０１ 

電 話 6806－5322  ＦＡＸ 6806－6777 

 

指定特定相談支援事業所 

障がい者（児）が地域で生活していくために必要となるサービス等を、どのように利用していくのか

などをご本人、ご家族等からお話を伺いながら、ご本人らしい生活を送るための計画を作ります。 

○区立心身障害者福祉センター(障害児相談支援事業所)  ※対象 児 （未就学児のみ） 

所在地 荒川 1－53－20 

電 話 ３８９１－６８２9  FAX 3８０７－８４８３ 

○区立精神障害者地域生活支援センター(支援センター アゼリア)  ※対象 精 児 

所在地 東尾久５－４５－１１ 

電 話 ３８１９－２３４３  ＦＡＸ ３８１９－２３１２ 

○区立障害者福祉会館(アクロスあらかわ)  ※対象 身 知 児 

所在地 荒川２－５７－８ 

電 話 ３８０３－６２８８  ＦＡＸ ３８０３－６２２２ 

○ソラティオ２３  ※対象 身 知 精 児 

所在地 南千住２－８－６ 

電 話 ３８０１－７２２７  FAX 6806－6777 

○宮本相談支援センター  ※対象 身 知 精 児 

所在地 町屋２－１４－９－１０１ 

電 話 ５６９２－１６１０  ＦＡＸ ３８０９－７８８９ 

○トラム相談支援事業所  ※対象 身 知 児 

所在地 荒川６－６４－９－２０１ 

電 話 ５８５５－２０８７  ＦＡＸ ６４１３－１８７７ 

○荒川自立支援センター  ※対象 児 

所在地 西日暮里６－２３－5 光ビル１階 

電 話 ６８０６－５２４９  ＦＡＸ ６８０６－５２１８ 

○オフィスサプライ相談支援事業所  ※対象 身 知 精 
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所在地 東日暮里２－４５－１２ 

電 話 ５６１５－２７４５  ＦＡＸ ５６１５－２７４６ 

○相談支援事業所荒川愛恵苑  ※対象 精 

所在地 西尾久７－５０－６ 

電 話 ３８９４－４１００  ＦＡＸ ３８００－８７６５ 

○おぐの相談室  ※対象 身 知 精 児 

所在地 西尾久５－9－7 リード西尾久１０４ 

電 話 080－9814－4435 FAX ４５００－７２５５ 

 

作業所(就労継続支援Ａ型) 

一般企業での就労が困難な１８歳以上の心身障がい者に対し、雇用契約に基づき、生産活動その他の

活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行

います。 

○カフェフレンド 

所在地 南千住７－２６－２ 

電 話 ５６１５－２１０１ ＦＡＸ ５６１５－２１０１ 

○オフィスサプライ東京 

所在地 西尾久５－２０－１８ 

電 話 ６２４０－８９４４ ＦＡＸ ６２４０－８９４５ 

 

作業所（就労継続支援Ｂ型） 

一般企業での就労が困難な１８歳以上の心身障がい者に対し、通所により生活指導及び作業指導を

行いながら、自立を促します。 

○就労支援事業所スカイあらかわ ブレ 

所在地 西日暮里５－２－２０ サンリバー西日暮里１０２  

電 話 6240－8770 ＦＡＸ ５６０４－５５２０ 

○オフィスサプライ西尾久 

所在地 西尾久４－２７－５ 

電 話 ６８０７－６２５９ ＦＡＸ ６８０７－６２６９ 

○オフィスサプライ東京 

所在地 西尾久５－２０－１８ 

電 話 ６２４０－８９４４ ＦＡＸ ６２４０－８９４５ 
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○区立荒川福祉作業所 

所在地 荒川１－５３－９ 

電 話 ３８０７－３４４２ ＦＡＸ ３８９１－６８２６ 

○小台橋あさがお 

所在地 西尾久 3－12－12 

電 話 ６８０６－６８７２ ＦＡＸ ６８０６－６８7３ 

○町屋あさがお 

所在地 町屋３－２８－２ スタートまちや２階・３階 

電 話 ３８１０－３９００ ＦＡＸ ３８１０－３９００ 

○荒川ひまわり 

所在地 荒川１－１７－３ カーサカガヤ１０３ 

電 話 ３８９１－０５０７ ＦＡＸ ３８９１－４０６６ 

○荒川ひまわり第２ 

所在地 東尾久３－２０－１０ ベルメゾンエス２階  

電 話 ３８９５－６１４９ ＦＡＸ ３８９５－６１４９ 

○ワン・ステップ 

所在地 東日暮里１－１０－４ 

電 話 ６４５８－３２３２ ＦＡＸ ３８９１－４３３６ 

○ワークハウス荒川 

所在地 西尾久７－５０－６ 三博ビル１階 

電 話 ３８９４－４１００ ＦＡＸ ３８００－８７６５ 

○ワークハウス荒川 第２ 

所在地 西尾久７－５１－７ 

電 話 ３８９４－４１００ ＦＡＸ ３８００－８７６５ 

○studio753 

所在地 東日暮里６－２２－１３ 

電話 ６８０６－７５３４ （FAX なし） 

○よつばのわ 

所在地 西日暮里 1－37－12 アイウエストビル１階 

電 話 ５６１５－２４５７ FAX ５６１５－２４５８ 

○サポートワークスタンバイ 

所在地 東尾久 5－12－10 グランコート東尾久２Ｃ 
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電 話 ６８０７－９０１８ FAX ６８０７－９０１９ 

○こすもす日暮里 

所在地 東日暮里５－41－12 日暮里コミュニティビル２階 

電 話 ５６１５－２５４１ FAX 5615－2542 

 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練を行います。 

○区立荒川福祉作業所 

所在地 荒川１－５３－９ 

電 話 ３８０７－３４４２ ＦＡＸ ３８９１－６８２６ 

○アルファ日暮里駅前 

所在地 西日暮里２－２１－１ MC88 ビル ２階 

電 話 ６８０７－８７５２ FAX 6807－8762 

○ディーキャリア西日暮里オフィス 

所在地 西日暮里６－４７－８ サンライズ２１ ３階 

電 話 ６８０７－７７９２ FAX ６８０７－７７９３ 

○Cocorport 日暮里 office 

所在地 西日暮里２－４９－５ 光工芸社ビル１階 

電 話 ６８０６－７９６３ FAX ６８０６－７９６４ 

○LITALICO ワークス日暮里 

所在地 西日暮里 2－26－9 日暮里 ST ビル 5 階 

電 話 5615－5525 FAX 5615－5526 

 

就労定着支援 

一般企業等に移行した方の就労の継続を図るため、企業・自宅への訪問や来所による連絡調整、指

導・助言等を行います。 

○カフェフレンド 

所在地 南千住７－２６－２ 

電 話 ５６１５－２１０１ ＦＡＸ ５６１５－２１０１ 

○荒川ひまわり(ジョブサポート) 

所在地 荒川１－１７－３ カーサカガヤ１０３  
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電 話 ３８９１－０５０７ ＦＡＸ ３８９１－４０６６ 

○アルファ日暮里駅前 

所在地 西日暮里２－２１－１ MC88 ビル ２階 

電 話 ６８０７－８７５２ FAX ６８０７－８７６２ 

 

生活介護（生活実習所） 

１８歳以上の知的障がい者を対象に、通所による生活訓練・作業訓練などを行って、日々の生活を充

実させ、社会参加の促進を図ります。 

○区立尾久生活実習所（あらかわ希望の家） 

所在地 西尾久６－１７－３ 

電 話 ３８９４－２２６３ ＦＡＸ ３８９４－２２６２ 

○区立尾久生活実習所分場(あらかわ希望の家分場） 

所在地 西尾久４－６－４ 

電 話 ５９０１－３２０７ ＦＡＸ ３８１０－２２８０ 

○区立荒川生活実習所 

所在地 荒川１－５３－９ 

電 話 ３８９１－６９１５ ＦＡＸ ３８９１－６８２６ 

○作業所ボンエルフ 

所在地 東日暮里３－８－１６ ３階 

電 話 ３８０６－９４２４ ＦＡＸ ５６１５－２２１３ 

○療養通所それいゆ 

所在地 東尾久３－１９－６ 

電 話 ６４５８－２８９０ ＦＡＸ ５８５５－３７４５ 

 

自立訓練（生活訓練） 

一般企業での就労が困難な１８歳以上の心身障がい者に対し、通所により生活指導及び作業指導を

行いながら、自立を促します。 

○荒川愛恵苑 

所在地 西尾久７－５０－６ 三博ビル 

電 話 ３８９４－４１００ ＦＡＸ ３８００－８７６５ 

○ワン・ステップ 

所在地 東日暮里１－１０－４ 
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電 話 ６４５８－３２３２ ＦＡＸ ３８９１－４３３６ 

○イーハトーブ荒川 

所在地 西尾久７－１９－５ レイラビル２階 

電 話 ６４５８－２２１７ FAX 6458－2237 

 

宿泊型自立訓練 

独立して生活することが困難な精神障がい者に対し、生活の場を提供し、生活指導を行い、社会復帰

を目指します。 

○荒川愛恵苑 

所在地 西尾久７－５０－６ 三博ビル 

電 話 ３８９４－４１００ ＦＡＸ ３８００－８７６５ 

 

グループホーム 

就労もしくは通所施設等を利用している心身障がい者の地域社会での自立を援助し、生活の場を提

供し、日常生活における援護及び指導をしています。 

○あんさんぶるミモザ尾久 

所在地 東尾久３－１４－２ 

電 話 6807－6633 ＦＡＸ 6807－6633 

○グループホームそれいゆ 壱号館 

所在地 東尾久３－１９－６ 

電 話 ６４５８－２７７４ ＦＡＸ ５８５５－３７４５ 

○グループホームそれいゆ 弐号館 

所在地 東尾久５－３６－１２ 

電 話 ６４５８－２７７４ ＦＡＸ ５８５５－３７４５ 

○グループホームピース 

所在地 東日暮里 1－21－4 

電 話 5604－9260 FAX 5６０４－９２６０ 

○グループホームひぐらし ユニット 1 

所在地 東日暮里 2－45－12 

電 話 5615－2745 ＦＡＸ 5615－2746 

○グループホームひぐらし ユニット 2 

所在地 東日暮里 2－45－12 
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電 話 5615－2745 ＦＡＸ 5615－2746 

○東日暮里ハイツ 

所在地 東日暮里 3－23－3 

電 話 3806－5442 ＦＡＸ 3806－5442 

○町屋生活寮 

所在地 町屋 2－7－3 

電 話 3819－1525 ＦＡＸ 3819－1525 

○グループホームももの木 

所在地 町屋 3－28－4 

電 話 6807－6305 ＦＡＸ 6807－6305 

○スクラムあらかわ 第一ユニット 

所在地 町屋 6－28－13 

電 話 6240－8855 ＦＡＸ 6240－8857 

○スクラムあらかわ 第二ユニット 

所在地 町屋 6－28－13 

電 話 6240－8855 ＦＡＸ 6240－8857 

○グループホームもみの木 

所在地 町屋 8－12－11 須賀ビル 401、503、504、604 

電 話 6807－8350 ＦＡＸ 6807－8350 

○障がい者グループホームわおん荒川 

所在地 荒川 5－23－1 

電 話 6458－2502 FAX 6458－2503 

○オグハウス 

所在地 西尾久 6－14－5 

電 話 6807－8277 ＦＡＸ 6807－8277 

○グループホームわとな西日暮里 

所在地 西日暮里 1－15－4 

電 話 5615－2713 

○クライスハイム西日暮里Ⅰ 

電 話 5604－9776 ＦＡＸ 5604－9778 

○クライスハイム西日暮里Ⅱ 

電 話 5604－9776 ＦＡＸ 5604－9778 
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○クライスハイム西日暮里Ⅲ 

電 話 5604－9776 ＦＡＸ 5604－9778 

○クライスハイム西日暮里Ⅳ 

電 話 5604－9776 ＦＡＸ 5604－9778 

○ホームとらむ 

電 話 3810－5166 ＦＡＸ 3810－5166 

○ふるさとホーム荒川第 2 

電 話 3894－4100 ＦＡＸ 3800－8765 

○ふるさとホーム荒川第 5 

電 話 3894－4100 ＦＡＸ 3800－8765 

○グループホームゆい 

電 話 6458－2815 ＦＡＸ 6458－2815 

○グループホームゆいⅡ 

電 話 6807－7749 ＦＡＸ 6807－7749 

○スノードロップⅠ・Ⅱ 

電 話 6458－3831 ＦＡＸ 6458－3861 

○スノードロップⅢ 

○オフィスサプライ西尾久 壱番館 

電 話 6240－8944 FAX 6240－8945 

○オフィスサプライ弐番館 

電 話 6240－8944 FAX 6240－8945 

○やわら 

○ドリームハウスキャット南千住 

電 話 5875－6613 FAX 5875－6613 

 

福祉ホーム 

一定の自活能力はあるが、住宅の確保が困難な者に生活の場を提供することで社会復帰を促進しま

す。 

○ダルクホーム 

所在地 東日暮里３－１０－６ 

電 話 ３８０７－９９７８ ＦＡＸ ３８０３－０５０９ 
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短期入所施設 

介護者が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設等で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 

○薫風庵 

所在地 西尾久７－５０－６ 三博ビル 

電 話 ３８９４－４１００ ＦＡＸ ３８００－８７６５ 

○スクラムあらかわ 

所在地 町屋６－２８－１３ 

電 話 ６２４０－８８５５・８８５６ ＦＡＸ ６２４0－８８５７ 

 

児童発達支援施設 

主に未就学児の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等

を行います。 

○スマイルスイッチＯＮ 

所在地 東日暮里６－４５－３ ハイウエストビル２階 

電 話 ６８０６－８０２８ ＦＡＸ ６８０６－８０２９ 

○区立心身障害者福祉センター（荒川たんぽぽセンター） 

所在地 荒川１－５３－２０ 

電 話 ３８９１－６８２４ ＦＡＸ ３８０７－８４８３ 

○アトリエ ＬＯＰ 

所在地 荒川４－８－１－１０１ アルビオン宮地  

電 話 ６４５８－３２７０ ＦＡＸ ６４５８－３２７３ 

○るんるんキッズ ハート 

所在地 西尾久８－４２－２ 

電 話 ６８０７－７２７２ ＦＡＸ ６８０７－７７４４ 

○ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア 西日暮里教室 

所在地 西日暮里５－２－１９ リレント第２西日暮里６階 

電 話 ５６１５－５３１７ ＦＡＸ ５６１５－５３１８ 

○コペルプラス 西日暮里教室 

所在地 西日暮里５－３３－１ 西川ビル２階  

電 話 ５６０４－５６４１ ＦＡＸ 6806－6310 

○てらぴぁぽけっと 

所在地 西日暮里６－２３－４ 光ビル１階 
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電 話 ３８１０－２１１２ ＦＡＸ ６８００－１６０３ 

○ゆうゆうらいふプラス荒川  ※重症心身障がい児対象  

所在地 荒川３－２１－２ モア・クレスト荒川公園シエール館１０２号 

電 話 ５６０４－５５６５ ＦＡＸ ５６０４－５５６５ 

○poco a poco 荒川教室 

所在地 荒川６－２８－１０ ＫＩビル１０１号 

電 話 ６８０７－６５３１ ＦＡＸ ６８０７－６５３２ 

○ＴＡＫＵＭＩ南千住 

所在地 南千住６－５７－１１ ＣＡＳＡＳ ＧＡＲＤＥＮ １階 

電 話 ５６０４－９３３０ ＦＡＸ ５６０４－９３８２ 

○療養通所それいゆ  ※重症心身障がい児対象 

所在地 東尾久３－１９－６ 

電 話 ６４５８－２８９０ ＦＡＸ ５８５５－３７４５ 

○にこにこハート 

所在地 西尾久 7－37－13 飯村ビル 1 階 

電 話 6807－7745 FAX 6807－6219 

○リエゾン町屋 

所在地 荒川 7－21－1 イーストヒル町屋はいから館 202 号 

電 話 6806－6025 FAX 6806－6025 

○ウィズユー南千住 

所在地 南千住 7－31－3 南千住 7 丁目ハイツ D 棟 121 号室 

電 話 5804－5160 FAX 5604－5250 

 

放課後等デイサービス 

主に就学児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。 

○ハッピーテラス尾久教室 

所在地 東尾久４－８－１4 鈴木ビル１階 

電 話 ６８０７－９３６１ ＦＡＸ ６８０７－９３６２ 

○かすみくらぶ 

所在地 東日暮里６－２９－５ サンハイツ磯山１０１ 

電 話 ５６１５－２１０３ ＦＡＸ ５６１５－２１５４ 

○スマイルスイッチＯＮ 
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所在地 東日暮里６－４５－３ ハイウエストビル２階  

電 話 ６８０６－８０２８ ＦＡＸ ６８０６－８０２９ 

○わいわいプラス荒川教室 

所在地 町屋５－５－１９ コーポアポロン１階  

電 話 ６８０７－７３３５ ＦＡＸ ６８０７－７３３６ 

○アトリエ ＬＯＰ 

所在地 荒川４－８－１－１０１ アルビオン宮地  

電 話 ６４５８－３２７０ ＦＡＸ ６４５８－３２７３ 

○スキップランド 町屋 

所在地 荒川５－４０－１ 

電 話 ６８０７－９４８２ ＦＡＸ ６８０７－９４８３ 

○つばめクラブ 児童デイサービス 

所在地 荒川６－６１－１ ヒロマチヤ１０１号室 

電 話 ６８０７－６２３９ ＦＡＸ ６８０７－６２３９ 

○放課後等デイサービス ハート 

所在地 西尾久７－５－１１ マンションシリウスオグ１階 

電 話 ６８０７－６５３３ ＦＡＸ ６８０７－９７８７ 

○ゆうゆうらいふプラス荒川  ※重症心身障がい児対象 

所在地 荒川３－２１－２ モア・クレスト荒川公園 シエール館１０２号 

電 話 ５６０４－５５６５ ＦＡＸ ５６０４－５５６５ 

○ラルゴ KIDS 荒川 

所在地 西尾久６－１４－２ 

電 話 ６８０７－９３３５ FAX ６８０７－９３３６ 

○放課後等デイサービス あんプラス三河島 

所在地 荒川４－２－２ ２階 

電 話 ６４５８－３８６６ ＦＡＸ ６４５８－３８６７ 

○ＺＩＰＰＹＫＩＤＳ ＡＮＮＥＸ荒川 

所在地 東尾久３－６－８ ２階 

電 話 6240－8276 FAX ３８９5－７８７４ 

○ＴＡＫＵＭＩ南千住 

所在地 南千住６－５７－１１ ＣＡＳＡＳ ＧＡＲＤＥＮ １階 

電 話 ５６０４－９３３０ ＦＡＸ ５６０４－９３８２ 
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○療養通所それいゆ  ※重症心身障がい児対象 

所在地 東尾久３－１９－６ 

電 話 ６４５８－２８９０ ＦＡＸ ５８５５－３７４５ 

○放課後等デイサービス あんプラス三ノ輪 

所在地 南千住１－１９－１ 

電 話 ６８０６－８２０８ ＦＡＸ ６８０６－８２１８ 

○がじゅまるくらぶ 

所在地 東尾久１－３１－９－１０１ 

電 話 ５９０１－１０１５ FAX ５９０１－１０１６ 

○にこにこハート  ※重症心身障がい児対象 

所在地 西尾久 7－37－13 飯村ビル 1 階 

電 話 6807－7745 FAX 6807－6219 

○ＺＩＰＰＹＫＩＤＳ ＡＮＮＥＸ町屋 

所在地 荒川 7－14－9 ２階 

電 話 5604－5531 FAX 5604－5531 

○ウィズユー南千住 

所在地 南千住 7－31－3 南千住 7 丁目ハイツ D 棟 121 号室 

電 話 5804－5160 FAX 5604－5250 

 

保育所等訪問支援事業 

保育園や幼稚園等の集団生活を営む施設を訪問し、集団生活の適応に課題のある児童に対して支援

を行うとともに、訪問先施設のスタッフに対して支援方法を指導するなど専門的な支援を行います。 

○区立心身障害者福祉センター(荒川たんぽぽセンター) 

所在地 荒川 1－53－20 

電 話 ３８９１－６８２４ FAX 3８０７－８４８３ 
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11 あんしんを持ち歩く「ヘルプカード」と「ヘルプマーク」 
 

「ヘルプカード」……困ったときに手助けを求めるためのカードです 

「ヘルプカード」は、これまで「あらかわ安心カード」に寄せられた様々なご意見をもとに、さらに使

いやすく、より手助けを受けやすいよう、「あらかわ安心カード」をリニューアルしたものです。 

東京都の標準様式を使用していますので、周囲の人にもよりわかりやすくなりました。 

「手助けしてほしいこと」を記入して、障がいのある方などが持ち歩くことにより、災害時や緊急時

など、「ヘルプカード」を使って周囲の人に手助けを求めることができます。 

(1)対象 

障害福祉サービスを受けている方をはじめ、難病の方、発達障がいなどの診断を受けている方な

ど、自分から「困っている」と伝えることが困難な方。 

※障害者手帳の有無は問いません 

(2)配布場所 

荒川区役所１階 障害者福祉課

窓口、荒川たんぽぽセンター、

アクロスあらかわ、支援センタ

ーアゼリア 

(3)形と大きさ 

四つ折りのカードで、たたむと

運転免許証ほどの大きさにな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 問合せ 〉 

障害者福祉課庶務係  内線 2681 

 

(おもて) (う ら) 
記 入 例 
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「ヘルプマーク」……援助が必要な方のためのマークです 

「ヘルプマーク」は、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、配慮を必要と

していることを周囲の方に知らせることで、援助が得やすくなるように作成されたマークです。 

(1)対象 

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からはわから

なくても援助や配慮を必要としている方。 

(2)配布場所 

○荒川区役所１階 障害者福祉課、荒川たんぽぽセンター(荒川区民に限る) 

○都営地下鉄各駅の駅務室 

(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く) 

○多摩モノレール(多摩センター駅、中央大学・明星大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉

川上水駅、上北台駅)の駅務室(一部時間帯を除く) 

○東京都心身障害者福祉センター(多摩支所を含む) 

○都立病院 

○公益財団法人東京都保健医療公社の病院等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 問合せ 〉  障害者福祉課庶務係  内線 2681 
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12 障がいに関するシンボルマーク 

 

障がいに関するシンボルマークは、国際的に定められたものや法律に基づいているもののほか、障

害者団体が独自に提唱しているものもあります。そのうち、代表的なものを紹介します。 

各マークの詳細や使用方法などについては、各団体にお問い合わせください。 

 

 

障害者のための国際シンボルマーク 

障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通の

シンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使

用指針」により定められています。 

※このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。特に車椅子を利用

する障がい者を限定し、使用されるものではありません。 

< 問合せ > 公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 

電話 ５２７３－０６０１  ＦＡＸ ５２７３－１５２３ 

 

盲人のための国際シンボルマーク 

世界盲人連合で１９８４年に制定された盲人のための世界共通のマークです。

視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けら

れています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。 

< 問合せ > 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 

電話 ５２９１－７８８５ 

 

身体障害者標識（身体障害者マーク） 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に

表示するマークです。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割

り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 

< 問合せ > 警視庁 

電話 ３５８１－４３２１（代） 

 

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク） 

政令で定める程度の聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されてい

る方が運転する車に表示するマークです。 

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割

り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。 

< 問合せ > 警視庁 

電話 ３５８１－４３２１（代） 
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耳マーク 

聴覚に障がいがあることを示し、コミュニケーション方法に配慮を求める場合

などに使用されているマークです。また、自治体、病院、銀行などが、聴覚障がい

者に援助をすることを示すマークとしても使用されています。 

< 問合せ > 一般社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

電話 ３２２５－５６００  ＦＡＸ ３３５４－００４６ 

 

ほじょ犬マーク 

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導

犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施

設や交通機関、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体

障がいのある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務がありま

す。 

< 問合せ > 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部企画課 自立支援振興室 

電話 ５２５３－１１１１（代）  ＦＡＸ ３５０３－１２３７ 

 

オストメイトマーク 

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障

がいのある障がい者のことをいいます。 

このマークは、オストメイトのための設備（オストメイト対応のトイレ）があること

及びオストメイトであることを表しています（ＪＩＳ Ｚ８２１０）。 

< 問合せ > 公益社団法人 日本オストミー協会 

電話 ５６７０－７６８１  ＦＡＸ ５６７０－７６８２ 

 

ハート・プラスマーク 

「身体内部に障がいがある人」を表しています。身体内部（心臓、呼吸機能、じん

臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能）に障がいがある方は外見からはわかりにく

いため、様々な誤解を受けることがあります。そのような方の存在を視覚的に示

し、理解と協力を広げるために作られたマークです。 

< 問合せ > 特定非営利活動法人 ハート・プラスの会 

ＵＲＬ  http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/ 

 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の

方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方

に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです（ＪＩＳ Ｚ８２１０）。 

< 問合せ > 東京都福祉保健局 障害者施策推進部計画課 社会参加推進担当 

電話 ５３２０－４１４７  ＦＡＸ ５３８８－１４１３ 

http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/
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「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク 

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグナルを示している視覚に障がいの

ある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖ＳＯＳシグナル」

運動の普及啓発シンボルマークです。 

< 問合せ > 岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課 

電話 ０５８－２１４－２１３８  ＦＡＸ ０５８－２６５－７６１３ 

 

手話マーク 

聴覚に障がいのある方が、手話でのコミュニケーションの配慮を求める場合に

提示されるマークです。 

又、自治体、民間施設、交通機関の窓口などで、手話での対応が可能であること

を示すマークとしても使用されています。 

< 問合せ > 一般財団法人全日本ろうあ連盟 

電話 3268－8847  FAX 3267－3445 

 

筆談マーク 

聴覚や音声言語機能等に障がいのある方などが、筆談でのコミュニケーション

の配慮を求める場合に提示されるマークです。 

又、自治体、民間施設、交通機関の窓口などで、筆談での対応が可能であること

を示すマークとしても使用されています。 

< 問合せ > 一般財団法人全日本ろうあ連盟 

電話 3268－8847  FAX 3267－3445 
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